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1．基本操作
１．起動方法

【Windows】

１．ローカルディスク(C)->Marvelフォルダ-> フォルダ-> フォルダ->プログラム 
『BIZTREK_QP20**).exe』 をダブルクリックして開きます。(※スタートボタン->Marvel->BIZTREK給与Perfect20**-
>BIZTREK給与Perfect の順にクリックして開くこともできます。)

前回開いた給与データの名前と場所が、プログラム側に保管されていて、次回給与ソフトを起動する時は、前回開いた給与データが自動的
に開かれます。ところが、プログラムを新しいものに入れ替えた時や、給与データの名称を変更した時などは、自動的に開くことができないため、
下記ウィンドウが表示されます。「開く」ボタンをクリックし、次に、開きたい給与データを開きます。

２．ユーザー名／パスワード（初期値は「00000/99999」）を入力し、データを開きます。

【Macintosh】

１．MacintoshHD->アプリケーション->Marvelフォルダ→ フォルダの中の、プログラム   
『BIZTREK_QP20**.app』 をダブルクリックして開きます。

前回開いた給与データの名前と場所が、プログラム側に保管されていて、次回給与ソフトを起動する時は、前回開いた給与データが自動的
に開かれます。ところが、プログラムを新しいものに入れ替えた時や、給与データの名称を変更した時などは、自動的に開くことができないため、
下記ウィンドウが表示されます。「開く」ボタンをクリックし、次に、開きたい給与データを開きます。

２．ユーザー名／パスワード（初期値は「00000/99999」）を入力し、データを開きます。

BIZTREK_給与P20**

BIZTREK_QP20**BIZTREK_給与P20**
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２．ボタンメニュー

３．終了方法

４．数値入力時の注意

５．検索条件入力画面

●BIZTREK給与Standard,BIZTREK給与Perfectを終了するときは、各ボタンメニュ
ー画面に配置されている「終了」ボタンをクリックします。

↓Myメニュー(メニュー編集が可能) ↓給与メニュー ↓賞与メニュー

↓社保メニュー ↓年調メニュー ↓年次メニュー

↓設定メニュー ↓その他メニュー ↓最近の操作
←最近行った操作が
表示されます。ここ
からダブルクリック
して、選択すること
もできます。

●主に金額や倍率等の数値項目を、［０］にしたい場合、必ず［０］を入力してください。［delete］
キーで項目全体をブランクにしてしまうと、空欄となり、下図のエラーが表示されます。「OK」ボ
タンをクリックし、正しく数値を入れ直してください。

●各マスターや給与・賞与検索のときや、帳表出力の前には、検索条件入力の
画面が現われます。ここで、条件を指定します。ほとんどの場合複数の項目
を指定できますが、複数指定した場合は、それらをすべて満たすものだけが
検索されます。

●コード入力欄では『開始』『終了』ボタンをクリックするか、「0」→「return」
で、全マスターの一覧が表示されます。

●コード入力欄でコードの先頭部分を入力すると、先頭文字が一致しているマ
スターだけの一覧を表示します。
（１）すべて検索 開始・終了とも何も入力しません。
（２）１つだけ検索 開始の欄にコードを入力。終了の欄は空白にし

ます。
（３）範囲指定検索 開始と終了の欄にそれぞれコードを入力します。
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６．「全件表示」←→「選択のみ表示」の切り替え

一覧に表示されているデータの一部を処理対象にしたいときは、対象にしたいものを一覧からクリックします。複数選択したい場
合は、範囲指定（shitキーを押しながらクリック）または個別指定（Mac:コマンドキーを押しながらクリック，Windows:Ctrlキーを
押しながらクリック）を行います。その後、「全件表示」を「選択のみ表示」に切り替えますと、選択したデータのみ表示され、
それが処理対象となります。また「全件表示」に戻すと、元の全員が一覧に表示されます。

※一部、「全件表示」←→「選択のみ表示」の切替ができない帳表もあります。

↓　選択のみ表示



第１章- 基本操作

基本操作 - I-4

７．EXPORT（書き出し）、IMPORT（読み込み）

●ファイル形式の選択
EXPORT、IMPORTするファイル形式の設定は、ファイルメニュー「環境設定」の「システム」画面で行います。
・[SYLK形式]、[TEXT形式]、[CSV形式]のどれかを選択してください。
・□「EXPORT」データにヘッダをつける のチェックボックスをチェックすると、EXPORTされたファイルの1行
目に、自動的にヘッダ（項目名）が入り、チェックをはずすと、ヘッダ（項目名）が入りません。
「保存」ボタンクリックで設定は完了です。

●EXPORT（書き出し）
各マスターや大部分の帳表は外部ファイルにEXPORT（書き出し）できます。
操作方法は、『EXPORT』ボタンをクリックし、保存ファイル名を入力します。EXPORTしてできたファイルは、
EXCEL等の表計算ソフトで自由にオープン・編集しても『BIZTREK給与Standard』『BIZTREK給与Perfect』には影
響しません。

【EXPORTボタンをクリック→ファイル書き出しの画面】
↓拡張子が、自動的につきます。（Windows版）　　　　　↓拡張子をつけて名称入力します。（Macintosh版）

●IMPORT（読み込み）
給与体系や社員情報等の設定項目や、勤怠データ、給与明細データ、賞与データ等のIMPORT（読み込み）ができま
す。操作方法は、それぞれの画面の『IMPORT』ボタンをクリックし、保存ファイルを開きます。IMPORT元のファ
イルの項目順等も、画面に表示されます。
※IMPORT元のファイルには、項目名等のヘッダーはつけないで保存してください。

１．表計算ソフトを
起動。

２.ファイルメニューか
ら「開く」を選択。

３.『BIZTREK給与』から
EXPORTしたファイルを開く。

４.表計算ソフトでsylkファイルを開いたとこ
ろ。
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８．別データの開き方

旧年度のデータを開きたい時等、いつも開いているデータとは別のデータを開く方法は２つあります。

【１】データファイル切替
BIZTREK給与起動中、「その他」メニュー→「データファイル切替」を選択します。下記ウィンドウが表示されますので、
開きたいデータを選択して「切替」ボタンをクリックします。

【２】起動時に選択
BIZTREK給与起動時、Mac版は「option」キー、Windows版は「Alt」キーを押しながら起動します。
すると、下図のような画面が表示されますので，「他のデータファイルを選択する」を選び、「続行」ボタンをクリックしま
す。次に、開きたい給与データを開きます

９．データファイルの名称変更／バックアップコピー

「BIZTREK_給与P20**」フォルダ内容について

給与プログラム：
運用後も内容は変わりません。
破損した場合はDVDから再イン
ストールできます。

SYLK：
保険料額表等のSYLKファイルが保
存されています。

給与データ：
●バックアップコピー
「○○.4DD」と「○○.4DIndx」の２つ
のファイルをコピーします。（「○
○.Match」は自動作成されます。）

●データファイル名の変更
データファイル名を変更する時は、
「○○.4DD」
「○○.4DIndx」
「○○.Match」
この３つのファイルの○○の部分を全く
同じ名称にしてください。（コピー＆ペ
ーストしてください。）
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１０．「Maintenace & Security center」
◎データベースが、破損した場合、「Maintenace & Security center」を使って、修復します。(状況により修復できない場合もあります。)

「Maintenace & Security center」の起動方法について

１．MacintoshHD->アプリケーション->Marelフォルダ→ フォルダの中の、プログラム

『BIZTREK_QP20**(～QP20**.)app』 をダブルクリックし、次の画面に変わる前のタイミングで、「option」キーを押し続けます。
２．下記ウィンドウが表示されますので、一番下の「Maintenance & Security center」を開く」を選択しますと、「Maintenance & Security center」

の初期画面が表示されます。

３- １．（検証）「検証」ボタン→「レコードとインデックスを検証」
の順にクリックしますと、検証が始まります。

３- ２．（圧縮）　２の右画面で、「圧縮」ボタンをクリックし、次の画面（下の左図）で、「レコードとインデックスを圧縮」のアイコンをクリ
ックします。しばらくすると、作業が終わり、「圧縮は終了しました」のところに 印が入ります。（下の右図）
画面右上の「× 」印でウィンドウを閉じ、確認画面で「OK」ボタンをクリックして終了します。
※圧縮前のデータは「Replaced files」という名前のフォルダに保存された後、圧縮後のデータが上書きされます。

３- ３．（修復）　２の右の画面で、「修復」ボタンをクリックし、次の画面（下の左図）で、「修復」ボタンをクリックしますと作業が始まりま
す。しばらくすると、「データファイルは修復されました」のところに 印が入ります。（下の右図）
画面右上の「× 」印でウィンドウを閉じ、確認画面で「OK」ボタンをクリックして終了します。
※圧縮前のデータは「Replaced files」という名前のフォルダに保存された後、圧縮後のデータが上書きされます。

BIZTREK_QP20**(～QS20**)

↓検証終了後の画面。画面右上の「× 」ボ
タンをクリックして終了します。
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１．導入
１．導入時の注意点

■年頭から使い始める
１．最初の支給が給与の場合
1月支給の給与から順に入力します。

２．最初の支給が賞与の場合
1月支給の賞与から順に入力します。社員情報の「前月社会保険料控除後の金額」欄に、
12月支給分給与の、「社会保険料控除後の金額」を入力してください。

■年の途中から使い始める（例：4月から）
※年の途中の賞与から入力を始めたい場合は、社員情報の「前月社会保険料控除後の金額」欄に、前
月支給分給与の、「社会保険料控除後の金額」を入力してください。

１．1年間のデータを一貫して管理したいので、年頭～導入月までのデータも入力したい
4月支給の給与（賞与）から順に入力します。1月～3月までのデータは、実績入力を使用して手入力してください。また
は、4月の給与計算を行った後であれば、1月～3月までのデータは「遡り」処理となり、通常の給与入力を使用して
手入力することができます。実績入力、遡り入力は、最新月の処理と並行して行うことが可能です。

２．今年は、年間のデータの管理はしなくてもよいが、年末調整は行いたい
4月支給の給与（賞与）から順に入力します。1月～3月までのデータは、「１」と同様に、月毎に入力するか、導入
前の支給額合計を「3月分」として入力します。合計を入力する場合、各手当・控除毎に合計金額を入力するか、ま
たは「基本給」に、「課税手当合計」を、「交通費」に「非課税手当合計」を、「健康保険料」に「社会保険料合計」
を、「源泉所得税」に、「源泉所得税合計」を入力してください。どちらも、年調計算は正しく行うことができますが、、
源泉徴収簿の月別支給実績欄には、入力した月の実績として入力した金額がそのまま出力されます。

３．今年は、年間のデータの管理も、年末調整もしない
4月支給の給与（賞与）から順に入力します。過去のデータは入力しません。
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２．給与計算業務と『BIZTREK給与Perect』『BIZTREK給与Standard』との対応
ここでは、次のような会社を例にとって、1年間の業務の流れを簡単に説明します。

１．導入準備
設定処理を行います。　

□　会社情報登録
□　給与体系登録
□　部課登録
□　項目合計の名称登録（給与Perfect）
□　勤務体系登録
□　役職登録
□　自由設定項目登録（給与Perfect）
□　住民税納付先登録
□　銀行登録
□　依頼銀行登録
□　郵便番号登録（給与Perfect）
□　社員情報登録

２．毎月の業務
10日・・源泉所得税支払。（特例適用の場合は、1月と7月のみ）
10日・・住民税支払（前月分）　
20日・・（給与締日）給与計算。　
25日・・給与支払日。
月末・・社会保険料自動引落。

３．月別業務（２．「毎月の処理」以外のもの）
1月10日・・源泉所得税の特例適用の場合支払。（前年度7月～12月支給分給与）
1月31日・・前年度の法定調書合計表提出。（税務署）

給与支払報告書提出。（市区町村）
4月給与計算の前・・新入社員の登録。昇給入力。
5月給与計算の後・・社員情報の住民税金額入力（今年6月～翌年5月分まで）
6月給与計算の後・・月額変更届作成。該当者がいた場合提出。（年金事務所） (→7月１日～10日までに提出)
，　　　　　　　　　  月額変更届該当以外の社員の、算定基礎届作成。 　(→7月１日～10日までに提出)
6月30日・・賞与計算。賞与支給。支払届提出（年金事務所）。
7月10日・・源泉所得税の特例適用の場合支払。（本年度1月～6月支給分給与）
7月10日・・労働保険料納付書提出、労働保険料支払。
7月10日・・算定基礎届提出（年金事務所）。
8月給与計算の前。月額変更届該当者は等級改定。
10月給与計算の前。算定基礎届による等級改定。
12月10日・・賞与支給。支払届提出。
12月給与計算に引き続き、年末調整。
12月末～ 翌年1月の給与計算迄・・年次更新。

※年次更新前に、給与データの複製をとり、本年度用のデータとして保存します。
※年次更新すると、給与データは、翌年度用に書き変ります。

・給与の締日が「20日」，「25日支払」　・賞与は、「6月30日」と「12月10日」支給
・「4月」昇給。　　　　　　　　　　　・「12月25日の給与」で年末調整を行う。
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２．設定処理の手順
給与や賞与のデータ入力を始める前に、設定処理を行います。番号順に登録して下さい。

１．会社情報登録
会社名、住所等の会社に関する情報や、給与明細書の手当名、控除名等を設定します。会社情報の中には、
『BIZTREK給与Perfect』『BIZTREK給与Standard』の基本となる重要な情報が含まれていますので、必ず最初に行な
ってください。

２．給与体系登録
給与明細書の手当・控除・割増賃金情報を給与体系別に登録することができます。最低１つの給与体系（標準）が必
要です。（『BIZTREK給与Standard』では１つ、『BIZTREK給与Perfect』では無制限に給与体系の登録ができます。）

３．部課登録
部門コード、部門名の登録と、１部門につき最低１つの課の登録を行います。（『BIZTREK給与Standard』では１つ、
『BIZTREK給与Perfect』では無制限に部課の登録ができます。）

４．項目合計の名称登録．．．．『BIZTREL給与Perfect』
異なる給与体系間で、給与体系別手当、控除を合計した場合の、合計項目名称を登録します。

５．勤務体系登録　＊タイムカード入力やタイムカードデータの読み込みを行う場合のみ使用します。
出勤・退勤・休憩時間等を勤務体系として登録します。 最低１つの勤務体系（標準）が必要です。 （『BIZTREK給
与Standard』では１つ、『BIZTREK給与Perfect』では無制限に勤務体系の登録ができます。）

※６～１０の情報は、導入時、必要に応じて登録して下さい。（社員情報登録画面に、それぞれの入力欄があるの
で、社員情報より先に登録して下さい。）

６．役職登録
社員を役職コードで検索したり、給与や賞与の集計を役職コード別に集計したいときは、登録してください。
別売「BIZTREK財務」に仕訳転送する場合は、必ず登録して下さい。社員情報より先に登録します。

７．自由設定項目．．．．『BIZTREL給与Perfect』
分類項目（３種類）を自由に設定して、社員を分類（検索）することができます。社員情報より先に登録しま
す。
例）資格、趣味、特技等

８．住民税納付先
住民税一覧表（社員の給与から控除された住民税を、市区町村別に集計した帳表）を出力する場合は、登録し
て下さい。社員情報より先に登録します。

９．銀行登録
社員の給与や賞与を銀行振込で支給する場合で、銀行振込依頼書を作成する場合、銀行の本支店コードを登録
して下さい。社員情報より先に登録します。

１０．依頼銀行登録
社員の給与や賞与を銀行振込で支給する場合で、銀行振込依頼書を作成する場合、登録して下さい。銀行登録
で登録済の銀行の中で、会社の預金口座の情報や、振込手数料を登録します。社員情報より先に登録します。
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１１．社員情報登録
社員の名前や住所、生年月日、支給方法、社会保険の等級等、社員に関する情報を登録します。役職、自由設定項目、
住民税納付先、銀行、依頼銀行の登録が必要な場合は、社員情報の前に登録してくだい。

※１２～１４の情報は、必要に応じて登録、使用して下さい。（随時）

１２．郵便番号辞書登録．．．．『BIZTREK給与Perfect』
郵便番号辞書は、社員情報登録画面で、登録や使用ができます。設定メニューの郵便番号辞書登録画面は、訂
正や削除を行うのに使用します。

１３．昇給入力．．．．『BIZTREK給与Perfect』
導入後、社員の給与の基本給や固定支給の額に変動があった場合に入力します。

１４．パスワード登録
あらかじめ登録されているパスワードを変更したり、追加登録する場合に使用します。
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３．会社情報登録
１．会社情報とは

会社名、住所等の会社に関する情報や、給与明細書の手当名、控除名等を設定します。会社情報の中には、『BIZTREK給
与Standard』『BIZTREK給与Perfect』の基本となる重要な情報が含まれていますので、必ず最初に登録してください。

２．会社情報登録・変更の手順
１．設定メニューから、「会社情報登録」を選択します。
会社情報の画面は、全部で4ページあり、最初に「基本情報」のページが表示されます。他のページへは、タブをク
リックして切り替えます。
【（１）基本情報　画面】

４つの画面をタブで切り替えます。

●フリガナ
会社名のフリガナを、半角カタカナ４０文字以内で入力してください。

●会社名（通常）
全角２０文字以内で入力してください。各帳表の左上に印字されます。

●会社名（源泉徴収票）
源泉徴収票に印刷される会社名です。必ず登録してください。（未入力ですと、源泉徴収票の会社名が印字
されません。）　全角28文字まで入力できます。
※　半角文字を含んで、制限文字数いっぱいまで入力した場合、ヒサゴ連続用紙386（ドットプリンタ）に印刷すると、
印字欄の右側の枠をはみだして印字されます。また、税務署連続用紙（ドットプリンタ）は、会社名印字欄の右側に役
所使用欄が設けてある場合があり、会社名（源泉徴収票）の文字数が長いと、この欄にはみだして印字されます。テス
ト印字を行って、ご確認ください。（ヒサゴレーザープリンタ用紙、A4白紙用紙の場合は、すべて枠内に印字されます。）

●郵便番号
半角数字８桁で入力。　例）673-0041

●事業主名
全角２０文字以内で入力してください。

●住所１
全角２０文字以内で入力してください。（源泉徴収票住所欄の１行目になります。）
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●住所２
住所１だけでは足りない場合入力します。全角２０文字以内。源泉徴収票住所欄の２行目になります。

●電話番号
半角１３文字以内で入力してください。

●当年　西暦年
西暦の年度を４桁で入力します。　例）2012

●当年　元号
あらかじめ「平成」と入っています。

●和暦年
和暦の年度を入力します。　（導入時は自動表示します。）

●時間入力
残業や遅刻早退の時間入力方法として、「10進法」「60進法」のどちらかを選択します。

ここで選択された入力方法は『BIZTREK給与Standard』『BIZTREK給与Perfect』全体を通して有効となります
ので、時間のデータはすべてこの設定どおりの方法で入力してください。（給与入力のときの残業時間、給与体系毎に登
録する1日の所定労働時間や、月間労働時間等）なお、データ入力後にこの選択を変更すると、集計値が不正になりますのでご
注意下さい。

●作成日付
帳表出力の際、帳表右上に作成日付を出力しますが、この日付の出力方法を「和暦」「西暦」「出力しない」から選
択します。（この設定はいつでも変更できます。）

●給与締日，給与支給日
給与の締日と支給日を入力します。　例）20

●1月に支給する給与の呼び方
「1月分給与」または「12月分給与」のどちらかを選択します。（給与明細書のタイトルの選択です。）

「給与締日」「給与支給日」「1月に支給する給与の呼び方」を入力後、「支給日確認ボタン」をクリックする
と、当年各月の給与支給日を確認することができます。

●最終給与支給月・最終賞与支給回
通常は入力しません。導入時は、どちらも「０」になっていることを確認してください。運用開始後は、処理済の
月で、最も新しい（数字の大きな）支給月、あるいは支給回に自動的に更新されます。

●休日
会社の休日の曜日をクリックしてチェックします。タイムカード入力の時、参照されます。（不定期な休日や祝日
は、タイムカード入力画面で指定できます。）

●社会保険料控除
翌月支給の給与から控除するときは「翌月」、当月の場合は、「当月」を選択します。（通常「翌月」です。）
※「翌月」の場合は、社員の入社月の翌月から社会保険料（健康保険料・厚生年金保険料）が自動計算されます。
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【（２）共通手当・控除名称　画面】
「共通手当控除名称」タブをクリックすると、 「共通手当控除名称」登録画面に切り替わります。

一般的な１３の共通手当名と、１５の共通控除名があらかじめ登録されています。名称を変更したい場合は、「ユ
ーザー手当名」「ユーザー控除名」を変更します。文字数は全角６文字までです。（ここでは、給与明細書の共通手
当、共通控除のみの設定を行ないます。賞与明細書についての設定は、「賞与基本情報」の処理の中で行ないます。）

共通手当、共通控除項目は、全て自動表示か自動計算の項目です。別の名称に変更しても、同じように自動計
算されます。また、印字位置を変更することはできません。名称を印字したくない場合は、名称を消去できます。

●全部の手当・控除の名称を標準名称から複写してくる方法：
一旦変更したユーザー手当名やユーザー控除名を元の状態に戻したいとき、「標準名称複写」ボタンをクリックす
ると、全部の手当名・控除名が標準名称から複写されます。

●特定の手当・控除の名称を標準名称から複写してくる方法：
ユーザー手当名の欄をクリックし、「=」キーを押すと、左側の「標準手当名」が複写されてきます。

●給与明細書の中で、共通手当・控除名が表示される位置は、次の通りです。（支給額欄1～12、控除額欄1～9、そ
の他10～15）

※Ａ欄には、給与体系別手当名が、Ｂ欄には、部門別控除名が表示されます。
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【（３）交通費非課税限度額　画面】
「交通費非課税限度額」タブをクリックすると、 「交通費非課税限度額」登録画面に切り替わります。

交通費の課税額・非課税額を自動計算するために、区分毎の非課税限度額を登録できます。導入時は、最新の情報
が登録されていますので、登録する必要はありません。　将来、非課税限度額に変更があった場合は、この画面で
変更を行ないます。

●区分を追加する方法
明細追加ボタンをクリックして明細行を追加すると、自動的に連番号がつきます。通勤方法、非課税限度額の順に入力し
ます。

●区分を削除する方法
間違って区分を追加してしまった場合、その区分の行をクリックして明細削除ボタンをクリックすると、区分の削除がで
きます。

区分の削除は必ず最後の行から順に行うようにしてください

●給与明細書摘要欄、賞与明細書摘要欄
それぞれ、全角20文字以内で入力してください。

●有休残の出力
給与明細書に「有休残」の項目名、及び日数を出力するかしないかを選択します。

【（４）明細書項目　画面】
給与明細書、賞与明細書に関する基本的な情報を登録します。



●有休１日の時間数　※必須
有休を時間単位で取得するときに、何時間で1日分とするかを登録します。
※労使協定によります。
※個人によって異なる場合は、社員情報で変更します。
※時間単位取得を実施しない場合でも、数値を入力してください。

＜参考＞　2009からバージョンアップした時は、(コードが一番小さい給与体系の)基準時間が自動設定されます。

●時間単位取得の上限日数　※必須
有休を時間単位で取得できる上限日数(5日以内)を登録します。
※労使協定によります。

＜参考＞　2009からバージョンアップした時は、「５」が自動設定されます。

●時間外勤務時間の項目名

・残業時間に関する入力項目は６項目あります。画面の(1)～(6)に対応。
・残業時間に関して、給与明細書（白紙用紙）の印字位置は、入力画面と同じです。
（普通）（深夜）（休日）（休深）という項目名があらかじめ入力されていますが、変更も可能です。（全角2文字）

・残業時間に関して、給与明細書（ヒサゴ）の印字位置は、このようになります。
（普通）（休日）（深夜）という項目名があらかじめ入力されていますが、変更も可能です。（全角2文字）

ここで設定するユーザー名称は、勤怠データ入力画面と給与明細書出力用のものです。他の集計表（チェック
リスト、勤怠一覧表、勤怠台帳等）には反映されません。
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３．会社情報印刷
１．「２．会社情報登録・変更の手順」により、会社情報登録の画面を表示させます。印刷ボタンをクリックして、会社
情報登録内容の印刷を行います。
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４．給与体系登録    
１．給与体系とは

『BIZTREK給与Standard』『BIZTREK給与Perfect』では、給与明細書の手当・控除・賃金規定（割増率等）を給与体系別
に登録することができます。『BIZTREK給与Standard』では１つ、『BIZTREK給与Perfect』では複数の給与体系登録が可
能です。

２．給与体系登録
１．設定メニューから、「給与体系登録」を選択します。
２．給与体系登録の支給項目画面　が表示されます。

【（１）手当登録　画面】

●給与体系コード
半角３桁以内で入力してください。必須項目です。

●給与体系名
全角１０文字以内で入力してください。

※給与体系別の手当を１３まで登録できます。　計算手当は５つまでです。

同一項目同士で給与体系間の合計を行う為には、同一項目は同一番号に登録する必要があります。　例）「業績
手当」を「給与体系001」の「手当１」に登録したとすると、「給与体系002」の「業績手当」も「手当１」に登録して
ください。

●手当名
全角６文字以内で入力してください。

３つの画面をボタンで切り替えます。

３画面全ての登録が終わりましたら、
また手当登録の画面に戻り、登録ボ
タンをクリックして保存ください。
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【（２）控除登録　画面】

※給与体系別の控除を１６まで登録できます。　計算控除は５つまでです。

同一項目同士で給与体系間の合計を行う為には、同一項目は同一番号に登録する必要があります。　
例）「娯楽費」を「給与体系001」の「控除１」に登録したとすると、「給与体系002」の「娯楽費」も「控除１」に登録
してください。

●固定・変動・計算
（固定）毎月支給される金額が、決まっている手当。社員情報に金額を登録すると、給与明細入力時に自動的に

表示されます。
（変動）毎月支給される金額が、決まっていない手当。給与明細入力時に手入力します。
（計算）社員情報に、手当別の単価を設定しておき、給与明細入力時に回数を入力すると、「単価× 回数」で金

額が自動計算されます。

「計算」手当は給与体系毎に５項目迄設定できます。6項目以上登録しようとすると「計算項目にできる手当は
5つまでです。」とうアラートが出て、登録できません。

●残業対象
「対象」「対象外」のどちらかを選択します。

（対象）残業単価を計算するときの、支払基準額として加算されます。（残業式については、【（３）賃金規定
画面】の説明を参照してください。）

●雇用保険対象
「対象」「対象外」のどちらかを選択します。

●賞与対象
「対象」「対象外」のどちらかを選択します。

（対象）賞与額を試算するときの、基礎額に含まれます。　

※基礎額＝基本給＋賞与対象手当の合計　　賞与試算額＝※基礎額× 倍率

●課税・非課税
「課税」「非課税」のどちらかを選択します。

※次に控除登録の画面に進みます。
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【（３）賃金規定　画面】

社員情報で給与区分が「日給月給」と設定されている社員について、残業手当、欠勤控除、遅刻早退控除を自動計
算できます。ここでは、自動計算時の割増率の設定や端数処理の選択を行います。

この頁の計算方法で自動計算されるのは、給与区分が「日給月給」　となっている社員だけです。その他の社
員については、社員情報の　「個人別残業単価等」に各々の単価を登録してください。

●平日普通残業～遅刻早退控除
「残業式」によって計算された単価に掛ける割増率を入力します。　例）1.25

休日普通残業、休日深夜残業（法定）とは、労働基準法に定められている法定休日の労働をいいます。　休
日普通残業、休日深夜残業（その他）とは、それ以外の休日の労働をいいます。

●控除名
全角６文字以内で入力してください。

●固定・変動・計算
（固定）毎月支給される金額が、決まっている控除。社員情報に金額を登録すると、給与明細入力時に自動的に

表示されます。
（変動）毎月支給される金額が、決まっていない控除。給与明細入力時に手入力します。
（計算）社員情報に、控除別の単価を設定しておき、給与明細入力時に回数を入力すると、「単価× 回数」で金

額が自動計算されます。

「計算」控除は給与体系毎に５項目迄設定できます。6項目以上登録しようとすると「計算項目にできる手当は
5つまでです。」とうアラートが出て、登録できません。

※次に賃金規定　の画面に進みます。
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●A.所定労働日数
１ヶ月の標準労働日数を入力します。
通常【（年間総日数-年間休日）/12】で算出し、入力します。
例）年間休日が120日の場合　　所定労働日数=(365120)/12=20(端数四捨五入)

●B.所定労働時間
１日の標準労働時間を入力します。　例）7.5

●C.当月労働日数
入力欄はありません。（毎月の給与入力時に入力します。）

●D.月間所定労働時間
１ヶ月の標準労働時間を入力します。　通常【A.所定労働日数× B.所定労働時間】で算出します。

「A.所定労働日数」「B.所定労働時間」「D.月間所定労働時間」は必ず入力してください。未入力では、部門登
録できません。　「B.所定労働時間」と「D.月間所定労働時間」は、会社情報で選択した時間入力方法「10進法」「60進
法」に基づいて入力して下さい。

●残業・遅刻早退単価
残業式の分母を、

「A.所定労働日数× B.所定労働時間」
「C.当月労働日数× B.所定労働時間」
「D.月間所定労働時間」 の中から選択します。

●欠勤単価
「残業・遅刻早退単価」　の分母によって自動的に決定されます。
［残業・遅刻早退単価］の分母が、

(1)「A.所定労働日数× B.所定労働時間」のとき、
（欠勤単価）の分母　＝　「所定労働日数」

(2)「C.当月労働日数× B.所定労働時間」のとき、
（欠勤単価）の分母　＝　「当月労働日数」

(3)「D.月間所定労働時間」のとき、
（欠勤単価）の分母　＝　「所定労働日数」

●単価端数（割増前）
残業・遅刻早退・欠勤手当の単価の端数処理を「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」「処理しない」の中から選択
します。

●単価端数（割増後）
残業・遅刻早退・欠勤手当の単価の、単価割増率をかけた後の端数処理を「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」
「処理しない」の中から選択します。

●残業手当端数
（残業単価単価）× （時間）× （割増率）によって求めた残業手当の端数処理を、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五
入」の中から選択します。

●欠勤控除端数
（欠勤控除単価）× （日数）× （割増率）によって求めた欠勤控除の端数処理を、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五
入」の中から選択します。

●遅刻早退端数
（遅刻早退単価）× （時間）× （割増率）によって求めた遅刻早退控除の端数処理を、「切り捨て」「切り上げ」「四
捨五入」の中から選択します。
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●計算式端数
計算手当、計算控除（「個人別単価」× 「回数」で算出）の端数処理を「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」の中
から選択します。

●日給・時給
計算された日給者・時給者の給与の端数処理を、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」の中から選択します。

●雇用保険率
「料額表A欄」「料額表B欄」「0.0」のどれかを選択します。
※雇用保険を手入力する場合：ここでは、「0.0」を選択してください。社員情報で、雇用保険「手入力」を選択
すると、給与入力時に手入力ができるようになります。

●繰越端数
給与の端数を翌月に繰り越す場合の金額を選択します。端数繰越を行わない場合は「なし」を選択します。

※給与体系を登録するには、「手当登録」のボタンをクリックして、手当登録画面に戻り、「登録」ボタンをクリックしてください。

●ソート
給与体系をコード順に並べ替えます。

●EXPORT
給与体系の内容を外部ファイルに書き出します。

３．給与体系一覧，EXPORT
１．設定メニューから、「給与体系登録」を選択します。
２．給与体系登録の支給項目画面　が開きますので、「一覧へ」ボタンをクリックします。

３．登録されている給与体系の一覧が表示されます。
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４．給与体系の複製
よく似た内容の給与体系をもう一つ登録したい場合、給与体系複製機能を使うと便利です。
「３．給与体系一覧」の手順に従って、給与体系一覧画面を表示させます。

1)まず複製元にする給与体系を一覧から１クリックして反転させます。
2)次に「体系複製」ボタンをクリックします。下記確認画面で「はい」をクリックします。

3)次に下記のアラートが表示されますのでOKをクリックします。

4)給与体系一覧に、体系コード「***」の体系が追加されます。

5)体系コード「***」の体系をダブルクリックして表示させ、コード、名称を正しく入力します。他にも変更する箇所が
有れば変更し、「登録」ボタンで登録します。給与体系の削除は、「削除」ボタンクリックで行います。
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５．給与体系変更
「３．給与体系一覧」の手順に従って、給与体系一覧画面を表示させます。一覧からダブルクリックすると、給与体系変
更画面が表示されます。詳しくは、「２．給与体系登録」をご覧ください。

６．給与体系削除
「３．給与体系一覧」の手順に従って、給与体系一覧画面を表示させます。一覧からダブルクリックして、給与体系変更
画面を表示させ、「削除」ボタンをクリックします。

その給与体系が設定されている社員情報があると、給与体系を削除することはできません。

７．給与体系印刷
「３．給与体系一覧」の手順に従って、給与体系一覧画面を表示させます。「全体系印刷」または「選択体系印刷」のボ
タンで印刷できます。

●全体系印刷
表示中の全体系の内容を印刷します。

●選体系印刷
印刷したい給与体系を先に選択（クリックして反転）してください。選択された体系のみ印刷対象になります。
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５．部課登録 
１．部課登録とは

部門コード、部門名と、その部門に所属する、課コード、課名を登録します。検索のとき、特定の部課だけを対象にした
り、給与や賞与の集計帳表を部課毎に集計することができます。
※少なくとも一つの部門を登録し、各部門毎に、少なくとも１つの課を登録してください。

２．部課登録の手順
１．設定メニューから、「部課登録」を選択します。

●部門コード
半角３桁以内で入力してください。必須項目です。

●部門名
部門名を全角１０文字以内で入力してください。

●主給与体系コード＊
主給与体系コードを必ず入力します。 「主給与体系コード」ボタンをクリックするか、主給与体系コード欄に「0」
を入力後「tab」キーをクリックすると、給与体系コードのリストが表示されます。
※給与Standardの場合、給与体系コードは、「000標準」を登録してください。（「主給与体系コード」ボタンを
クリックすると自動的に入ります。）

●課の追加
部課コード、課名の表示部分をクリックすると、「部課コード」の文字の左側に、 マークが点滅します。この状
態で、「課追加」ボタンをクリックしますと、空白の行が一行作成されます。

●課コード
部門コードの右隣に、半角英数字2桁で入力します。

●課名
課名を全角１０文字以内で入力します。

●部課の削除
削除したい行をクリックして、「課削除」ボタンをクリックします。

●部課のソート
（ソート）ボタンをクリックするとコード順にソートされます。



３．部課登録、変更、削除
「２．部門一覧」の手順に従って、部門一覧を表示させます。（下図参照）
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●部課印刷
部課印刷ボタンをクリックすると、部課一覧表が印字できます。

●EXPORT
部課の登録内容を外部ファイルにエクスポートします。

●部課登録内容の変更
一覧画面から、目的の部門をダブルクリックすると、部課変更画面が表示されます。

※　部門名、主給与体系コードの変更等を行います。

●部門削除
その部門コードが登録されている社員が一人もいない場合に「部門削除」ボタンがクリックできます。

●部門コードの変更
その部門コードが登録されている社員が一人もいない場合、その部門の「部課」をすべて削除した後に、部門コー
ドを変更することができます。

●「<前へ」：「次へ>」
変更内容を登録後、前後の部門に移動します。

●課の追加
「課追加」ボタンをクリックすると、1行追加されます。部課コードのところに、部門コードが表示されますので、課コ
ード、課名の順に入力します。

●課コード
部門コードの右隣に、半角2桁で入力します。

●課名
課名を全角１０文字以内で入力します。

●部課の削除
削除したい行をクリックして、「課削除」ボタンをクリックします。
（ソート）ボタンをクリックするとコード順にソートされます。
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６．項目合計の名称登録   「給与Perfect」
１．項目合計の名称登録とは

給与体系別に１３の手当名称と１６の控除名称を登録できますが、給与体系間で、それぞれを合計する時の名称をここで
登録します。　ここで登録した名称は、給与明細チェックリスト（給与メニュー）、賃金台帳（全体合計）（年次メニュー）、賃金台
帳集計表（年次メニュー）の合計の項目名として使用されます。

２．項目合計の名称登録
１．設定メニューから、「項目合計の名称登録」を選択します。
２．登録画面が表示されます。

給与体系毎に手当(控除)が違い、同一手当(控除)間で集計したいとき
同一手当（控除）は、同一手当番号（控除番号）に設定するようにします。

●給与体系から複写する方法
ここで、手当や控除の名称を入力するかわりに、登録済の給与体系から複写してくることができます。「給与体系
より複写」ボタンをクリックすると、下図のような選択ウィンドゥが表示されますので、複写元となる給与体系
をダブルクリックで選択します。

手当１　　　　手当２　　　　・・・
給与体系Ａ　　営業手当　　　役職手当　　　・・・
給与体系Ｂ　（設定しない）　役職手当　　　・・・
合計 営業手当　　　役職手当
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７．勤務体系登録    
１．勤務体系とは

勤務体系には、就業時間帯や休憩時間帯を登録します。勤務体系は、BIZTREK給与Standardでは１つ、BIZTREK給与
Perfectでは、複数（いくつでも）登録することがすることができます。

※勤務体系は、タイムカード入力を行う場合のみ影響します。タイムカード入力を行わない場合は、勤務体系の登録は必要有りませ
ん。

２．勤務体系登録の手順
１．設定メニューから、「勤務体系登録」を選択します。

【（１）勤務体系登録　画面】

※時刻・時間の入力は、○時○分の間を「.」で区切って入力します。会社情報で選択した「10進法」または「60進法」に従っ
て入力して下さい。

［平日］
１．就業時間帯（開始）・・・・平日の就業開始時刻を入力します。　例）9.30
２．就業時間帯（終了）・・・・平日の就業終了時刻を入力します。　例）17.30　　　　
３．休憩（時間帯指定）開始・・平日の休憩開始時刻を入力します。　例）12.00
４．休憩（時間帯指定）終了・・平日の休憩終了時刻を入力します。 　例）12.00
５．休憩(時間数指定)・・・・・時間帯を決めずに、一日何時間（何分）というように休憩時間が決められている
場合は、この欄に入力します。３、４との併用も可能です。」

６・早出時間帯（開始）・・・・平日の残業開始時刻を入力します。　例）17.30
７・早出時間帯（終了）・・・・平日の残業終了時刻を入力します。　例）22.00
★［早出時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、早出とみなされる時間帯です。
（早出を普通残業と合算することができます。）

８・残業時間帯（開始）・・・・平日の残業開始時刻を入力します。　例）17.30
９・残業時間帯（終了）・・・・平日の残業終了時刻を入力します。　例）22.00
★［残業時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、残業とみなされる時間帯です。

10・深夜残業時間帯（開始）・・平日の深夜残業開始時刻を入力します。　例）22.00
11・深夜残業時間帯（終了）・・平日の深夜残業終了時刻を入力します。　例）24.00
★［深夜残業時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、深夜残業とみなされる時間帯です。
★24時を超えて深夜残業がある場合は、25時、26時．．．というように設定します。
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［土曜日］
１．就業時間帯（開始）・・・・土曜日の就業開始時刻を入力します。　例）9.30
２．就業時間帯（終了）・・・・土曜日の就業終了時刻を入力します。　例）17.30　　　　
３．休憩（時間帯指定）開始・・土曜日の休憩開始時刻を入力します。　例）12.00
４．休憩（時間帯指定）終了・・土曜日の休憩終了時刻を入力します。 　例）12.00
５．休憩(時間数指定)・・・・・時間帯を決めずに、一日何時間（何分）というように休憩時間が決められている場合は、

この欄に入力します。３、４との併用も可能です。」
６・早出時間帯（開始）・・・・土曜日の残業開始時刻を入力します。　例）17.30
７・早出時間帯（終了）・・・・土曜日の残業終了時刻を入力します。　例）22.00
★［早出時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、早出とみなされる時間帯です。
（早出を普通残業と合算することができます。）

８・残業時間帯（開始）・・・・土曜日の残業開始時刻を入力します。　例）17.30
９・残業時間帯（終了）・・・・土曜日の残業終了時刻を入力します。　例）22.00
★［残業時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、残業とみなされる時間帯です。

10・深夜残業時間帯（開始）・・土曜日の深夜残業開始時刻を入力します。　例）22.00
11・深夜残業時間帯（終了）・・土曜日の深夜残業終了時刻を入力します。　例）24.00
★［深夜残業時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、深夜残業とみなされる時間帯です。
★24時を超えて深夜残業がある場合は、25時、26時．．．というように設定します。

［休日］
１．就業時間帯（開始）・・・・休日の就業開始時刻を入力します。　例）9.30
２．就業時間帯（終了）・・・・休日の就業終了時刻を入力します。　例）17.30　　　　
３．休憩（時間帯指定）開始・・休日の休憩開始時刻を入力します。　例）12.00
４．休憩（時間帯指定）終了・・休日の休憩終了時刻を入力します。 　例）12.00
５．休憩(時間数指定)・・・・・時間帯を決めずに、一日何時間（何分）というように休憩時間が決められている場合は、

この欄に入力します。３、４との併用も可能です。」
６・早出時間帯（開始）・・・・休日の残業開始時刻を入力します。　例）17.30
７・早出時間帯（終了）・・・・休日の残業終了時刻を入力します。　例）22.00
★［早出時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、早出とみなされる時間帯です。
（早出を普通残業と合算することができます。）

８・残業時間帯（開始）・・・・休日の残業開始時刻を入力します。　例）17.30
９・残業時間帯（終了）・・・・休日の残業終了時刻を入力します。　例）22.00
★［残業時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、残業とみなされる時間帯です。

10・深夜残業時間帯（開始）・・休日の深夜残業開始時刻を入力します。　例）22.00
11・深夜残業時間帯（終了）・・休日の深夜残業終了時刻を入力します。　例）24.00
★［深夜残業時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、深夜残業とみなされる時間帯です。
★24時を超えて深夜残業がある場合は、25時、26時．．．というように設定します。

●時刻の端数処理
毎日の出勤、退勤、外出、再入の時刻について、端数処理を行う場合は、処理単位（何分未満）と、「切り捨て」「切り上げ」の
どちらかを選択します。
例）出勤時刻15分未満「切り上げ」と設定すると、9時16分～9時29分の出社時刻を入力した場合、自動的に9時30分に調整されます。

●【集計時間】端数処理単位
端数処理を、1日単位でするか、1ヵ月単位でするか、どちらか選択します。

●【集計時間】実働～遅刻早退
それぞれ、端数虜理する範囲と、「切り捨て」「切り上げ」のどちらか選択します。

●早出合計処理
□勤怠データに保存する時、早出合計を普通残業時間に加算するチェックボックスのチェックをつけて（またははずして）選択
します。

●外出合計処理
□勤怠データに保存する時、外出合計を遅刻早退時間に加算するチェックボックスのチェックをつけて（またははずして）選択
します。

●「平日→土曜へ複写」ボタン
平日の勤務体系をすべて土曜日の勤務体系へ複写します。

●「平日→休日へ複写」ボタン
平日の勤務体系をすべて休日の勤務体系へ複写します。
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３．勤務体系一覧，変更，削除，印刷，複製
１．設定メニューから、「勤務体系登録」を選択しますと、勤務体系の登録画面が表示されます。ここから　「一覧へ」
ボタンをクリックします。

【（１）勤務体系登録　画面】

2．登録済みの勤務体系の一覧が表示されます。

●ソート
勤務体系をコード順に並べ替えます。

●選体系印刷
選択した勤務体系の一覧を印刷します。(先に選択します。)
※個別指定：Mac→コマンド+クリック、Windows→Ctrl+クリック
※範囲指定：Mac、Windows→shift+クリック

●全体系印刷
表示中の全勤務体系の内容を印刷します。

●勤務体系の変更・削除
一覧からダブルクリックすると、勤務体系変更画面が表示されます。詳しくは、「２．勤務体系登録」をご覧ください。
勤務体系変更画面の「削除」ボタンをクリックすると、勤務体系を削除することができます。
※その勤務その勤務体系が設定されている社員情報があると、勤務体系を削除することはできません。

導入と設定処理 - II-22
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●体系複製
コード以外ほとんど内容の同じ勤務体系を登録するときご利用ください。

1)まず複製元にする 勤務体系を一覧から１クリックして反転させます。
2)次に「体系複製」ボタンをクリックします。下記確認画面で「はい」をクリックします。

3)勤務体系一覧に、体系コード「***」の体系が追加されます。

4)体系コード「***」の体系をダブルクリックして表示させ、コード、名称を正しく入力します。他にも変更する箇所が有れば
変更し、「登録」ボタンで登録します。勤務体系の削除は、「削除」ボタンクリックで行います。

導入と設定処理 - II-23
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９．役職登録
１．役職登録とは

社員を役職コードで検索したり、給与や賞与の集計を役職コード別に集計したい時、登録してください。別売「BIZTREK
財務管理」に仕訳転送する場合は、必ず登録して下さい。社員情報より先に登録します。

２．役職登録、変更、削除、印刷
１．設定メニューから、「役職登録」を選択します。

●役職の追加
「追加」ボタンをクリックすると、役職登録欄が1行追加されます。役職コード、役職名の順に入力します。

●役職コード
半角3桁以内で入力します。

●役職名
役職名を全角１０文字以内で入力します。

●役職削除
削除したい行をクリックして、「削除」ボタンをクリックします。

●役職のソート
（ソート）ボタンをクリックするとコード順にソートされます。

●印刷
役職の登録内容が印刷されます。

●EXPORT，IMPORT
「役職コード」「役職名」のデータをエクスポート、インポートができます。登録済みのデータと重複しているとイ
ンポートできません。
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１０．自由設定項目登録   「BIZTREK給与Perfect」
１．自由設定項目登録とは

任意の分類項目（３種類）を設定して、社員を分類（検索）することができます。社員情報より先に登録します。

２．自由設定項目の名称登録
１．設定メニューから「自由設定項目」を選択します。
２．自由設定項目の名称登録と、選択の画面が表示されます。名称を入力、変更をします。（全角6文字以内）

３．自由設定項目登録、変更、削除、印刷
「２．自由設定項目の名称登録」の手順に従って、名称登録の画面を表示させます。これから設定する項目（１～３のど
れか）を選択して、「登録へ」ボタンをクリックします。

●項目の追加
「追加」ボタンをクリックすると、入力欄が1行追加されます。コード、内容の順に入力します。

●コード、内容
コードを半角3桁以内、内容を全角１０文字以内で入力します。

●削除
削除したい行をクリックして、「削除」ボタンをクリックします。

●ソート
（ソート）ボタンをクリックするとコード順にソートされます。

●印刷
登録内容が印刷されます。

●EXPORT、IMPORT
外部ファイルからの取り込みや、書き出しができます。
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１１．住民税納付先登録
１．住民税納付先登録とは

住民税納付先を登録すると、社員の給与から控除された住民税を市区町村別に集計（住民税一覧表）したり、年末調整の
あと、総括表を出力することができます。社員情報より先に登録してください。

２．住民税納付先登録、変更、削除
１．設定メニューから「住民税納付先」を選択し、住民税納付先登録画面を表示させます。

●項目の追加
「追加」ボタンをクリックすると、1行追加されます。コード、市区町村名、口座番号、加入者名、指定番号を入力します。

●コード
半角6桁で入力します。　例）282031

●市区町村名
全角５文字の入力欄が２つあります。　例）兵庫県明石　市

●口座番号
半角20文字以内で入力します。　例）兵庫公0123

●加入者名
半角20文字以内で入力します。　例）兵庫県明石市収入役

●指定番号
半角10桁以内で入力します。　例）90219724

●削除
削除したい行をクリックして、「削除」ボタンをクリックします。zzzzzz

●郵便番号
宛名シールに印字されます。

●住所１
宛名シールの１行目です。（全角15文字以内）

●住所２
宛名シールの２行目です。 （全角15文字以内）
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３．住民税納付先印刷
「２．住民税納付先登録，変更，削除」の手順で、住民税納付先登録画面を表示させます。

●一覧印刷
住民税納付先の登録内容が印刷されます。

●タックシール
納付先の宛名シールを印字します。

※タックシール 
【ヒサゴ】　OP861／20シート（240片）、GB861／100シート（1200片）
【エーワン】28183／20シート、28184／100シート（1200片）

●EXPORT，IMPORT
「市区町村コード」「市区町村名1」「市区町村名2」「口座番号」「加入者名」「指定番号」のデータをエクスポート、イン
ポートできます。
※　登録済みのデータと重複しているとインポートできません。

●郵便番号
宛名シールに印字されます。

●住所１
宛名シールの１行目です。（全角15文字以内）

●住所２
宛名シールの２行目です。 （全角15文字以内）

●宛名
宛名シールの3行目です。 （全角15文字以内）

●削除
削除したい行をクリックして、「削除」ボタンをクリックします。

●ソート
（ソート）ボタンをクリックするとコード順にソートされます。

導入と設定処理 - II-27
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１２．銀行登録
１．銀行登録とは

社員の給与や賞与を銀行振込で支給する場合で、銀行振込依頼書を作成する場合、全銀協の銀行本支店コードを登録して
下さい。社員情報より先に登録します。

２．銀行登録の手順
１．設定メニューから「銀行登録」を選択します。

●銀行コード
全銀協の銀行コードを半角４桁で入力します。銀行に、通信またはFDでデータを受け渡す場合、銀行コード・
本支店コードは必ず全銀協のコードを入力してください。

●フリガナ
半角カタカナ20文字以内で入力します。

●銀行名
全角１０文字以内で入力します。

●本支店の追加
本支店の入力欄をクリックして、「本支店追加」ボタンをクリックすると、1行追加されます。本支店コード、
フリガナ、本支店名、依頼の順に入力します。

●本支店コード
本支店コードを半角３桁で入力します。

●本支店フリガナ
半角カタカナ20文字以内で入力します。

●本支店名
全角１０桁以内で入力します。
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３．銀行一覧
１．設定メニューから、「銀行本支店登録」を選択すると、銀行本支店登録画面が表示されます。
２．一覧ボタンをクリックすると、銀行一覧画面が表示されます。

４．銀行・本支店変更、削除
「３．銀行一覧」の手順に従って銀行一覧を表示させます。変更したい銀行を一覧からダブルクリックします。

銀行名フリガナ、銀行名、本支店コード、本支店フリガナ、本支店名、依頼欄の変更ができます。

銀行コードの変更はできません。銀行コードを間違って入力した場合、いったん「銀行削除」を行って、再登録して下さい。

●依頼欄
その本支店が依頼銀行である場合、依頼欄をクリックしてチェックします。もう一度クリックすると、チェッ
クは解除されます。

依頼銀行とは？ 会社の取引銀行で、給与や賞与の振込手続きをする銀行のことです。依頼銀行
チェック欄にチェックした本支店は、後で、「依頼銀行登録」で、依頼銀行情報を登録します。

●本支店の削除
削除したい行をクリックして「本支店削除」ボタンをクリックします。

●本支店のソート
（ソート）　ボタンをクリックすると、本支店順にソートされます。

※その銀行の本支店登録が全部終わりましたら、登録ボタンを押して、次の銀行、本支店登録へと進みます。
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５．銀行・本支店印刷
「３．銀行一覧」の手順に従って銀行一覧を表示させます。

６．銀行・本支店のIMPORT、EXPORT
全銀協コード表の外部ファイルを読み込むことができます。また、「BIZTREK給与Perfect」、「BIZTREK給与Standard」
で登録した銀行や本支店の内容を外部ファイルに書き出すことができます。 
「３．銀行一覧」の手順に従って銀行一覧を表示させます。

●本支店の追加
本支店の入力欄をクリックして、「本支店追加」ボタンをクリックすると、1行追加されます。本支店コード、フリ
ガナ、本支店名、依頼の順に入力します。

●本支店の削除
削除したい行をクリックして「本支店削除」ボタンをクリックします。

●銀行の削除
画面に表示中の銀行、本支店をすべて削除する処理です。「銀行削除」ボタンをクリックします。

※変更内容は、「登録」「←」「→」ボタンをクリックしたとき保存されます。

●銀行一覧印刷
銀行コード、フリガナ、銀行名の一覧を印刷します。

●本支店一覧印刷
銀行コード、フリガナ、銀行名、本支店コード、フリガナ、本支店名の一覧を印刷します。

●銀行IMPORT
銀行データ（銀行コード，銀行フリガナ，銀行名だけのファイル）の外部ファイルをインポートします。　「IMPORT」
ボタンをクリックして、次のウインドウで、「銀行IMPORT」を選択、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。

●本支店IMPORT
銀行本支店データ（銀行コード，銀行フリガナ，銀行名，本支店コード，本支店フリガナ，本支店名，依頼フラグ
(依頼銀行の場合:True,依頼銀行でない場合:False)のファイル）の外部ファイルをインポートします。　「IMPORT」
ボタンをクリックして、次のウインドウで、「本支店IMPORT」を選択、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。
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※本支店IMPORTの場合、前もって銀行を登録してください。

●銀行EXPORT
登録した銀行のデータ（銀行コード，銀行フリガナ，銀行名だけのファイル）を外部ファイルに書き出します。
「EXPORT」ボタンをクリックして、次のウインドウで、「銀行EXPORT」を選択、「EXPORT開始」ボタンをクリ
ックします。

●本支店EXPORT
登録した銀行本支店のデータ（銀行コード，銀行フリガナ，銀行名，本支店コード，本支店フリガナ，本支店名，
依頼フラグ(依頼銀行の場合:True,依頼銀行でない場合:False)のファイル）を外部ファイルに書き出します。
「EXPORT」ボタンをクリックして、次のウインドウで、「本支店EXPORT」を選択、「EXPORT開始」ボタンをク
リックします。
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１３．依頼銀行登録
１．依頼銀行登録とは

会社の取引銀行で、社員の給与や賞与の振込手続きをする銀行の、口座番号や、手数料の登録を行ないます。銀行本支店
登録で、依頼欄にチェックしてある銀行だけが対象になりますので、先に銀行本支店登録を行なってください。

２．依頼銀行一覧
１．設定メニューから「依頼銀行登録」を選択しますと依頼銀行一覧が表示されます。

３．依頼銀行登録、変更
「２．依頼銀行一覧」の手順に従って依頼銀行一覧を表示させ、登録、変更したい依頼銀行を一覧からダブルクリックす
ると、依頼銀行登録画面が表示されます。
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４．依頼銀行削除
「２．依頼銀行一覧」の手順に従って依頼銀行一覧を表示させ、削除したい依頼銀行を一覧からダブルクリックします。
「削除」ボタンをクリックすると、依頼銀行の登録内容が削除されます。（通常の銀行本支店としての登録は削除されま
せん。）

５．依頼銀行印刷
「２．依頼銀行一覧」の手順に従って依頼銀行一覧を表示させます。

●預金種目
「普通」「当座」のどちらかを選択します。

●口座番号
半角７桁で入力します。

●会社コード
半角10桁で入力します。

●金額範囲・手数料
金額範囲・手数料を順に入力します。（一括料金を入力する場合は金額範囲・手数料欄は０のままにしておいて
ください。）

●一括料金
手数料を個別ではなく一括して支払う場合にのみ一括料金を入力します。　（金額範囲別に手数料を指定して
いる場合、一括料金は「０」としてください。）

一括料金と個別の手数料がどちらも入力されている場合は、一括料金が優先されます。

※入力内容は、「登録」「←」「→」ボタンのどれかをクリックすると保存されます。

●ソート
依頼銀行を銀行本支店コード順にソートします。

●一覧印刷
依頼銀行一覧を印刷します。

●EXPORT
依頼銀行一覧の内容を外部ファイルに書き出します。
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１４．郵便番号辞書登録   「BIZTREK給与Perfect」
１．郵便番号辞書登録とは
社員情報の住所の入力を効率よく行なえるよう、郵便番号辞書の登録ができます。郵便番号辞書の登録は、社員情報入力中に
行い、ここでは、主に変更や削除を行います。（最初は何も登録されていません。）

２．郵便番号辞書　登録、変更、削除、印刷
１．設定メニューから「郵便番号辞書登録」を選択します。

●追加
「追加」ボタンをクリックすると、1行追加されます。郵便番号、住所の順に入力します。

●郵便番号
郵便番号を半角8桁で入力します。例）673-0041

●住所
住所を全角１０文字以内で入力します。

●削除
削除したい行をクリックして、「削除」ボタンをクリックします。

●ソート
（ソート）ボタンをクリックすると郵便番号順にソートされます。

●印刷
郵便番号辞書の登録内容が印刷されます。

●EXPORT
郵便番号辞書の登録内容を外部ファイルにエクスポートします。

●IMPORT
郵便番号辞書の登録内容を外部ファイルからインポートします。
保存ファイルを選択すると、読み込みデータの一覧が表示されます。「マスターに書き込む」ボタンで、登録
されます。
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１５．社員情報登録
１．社員情報登録とは

社員のコードや名前、住所、生年月日、支給方法、社会保険の等級等、社員に関する情報を登録します。給与体系、部課、
役職、自由設定項目、住民税納付先、銀行、依頼銀行等は、社員情報の前に登録してくだい。

２．社員情報登録

１．設定メニューから「社員情報登録」を選択します。
２．社員情報登録の　人事情報　画面が表示されます。

【（１）人事情報　画面】

●社員コード
半角６桁以内で入力してください。（数字・英字・カタカナ）　社員コードが未入力の状態では登録できません。

年の途中（給与や賞与のデータが入力された状態）で社員コードを変更する場合は「その他」メニューの［社員コ
ード変更］を使用してください。

●部課コード
部課コード（部門コード+課コード）を入力してください。

■部課コード一覧の表示方法
１）すべての部課コードを表示する：部課コード入力欄で、「０」を入力するか、「部課」ボタンをクリックす
ると、登録されているすべての部課コードの一覧が表示されます。

２）特定の部門の部課コード一覧の表示方法：部課コード入力欄で、部門コードを入力するとその部門の部課
コードの一覧が表示されます。

●フリガナ
氏名のフリガナを半角カタカナ24文字以内で入力します。

６つの画面をタブで切り替えます。６画面すべての登録が終
わりましたら、登録ボタンをクリックして保存します。
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●氏名
氏名を全角１４文字以内で入力します。

●郵便番号
郵便番号を入力します。　例）673-0041
・郵便番号辞書の登録方法

郵便番号、住所(都道府県、市町村等)を入力後、［〒］ボタンの隣の［登録］ボタンをクリックすると、
その郵便番号と住所が、郵便番号辞書に登録されます。

・郵便番号辞書の呼び出し方法
郵便番号を入力したとき、登録住所が1つだけの場合は、直接住所欄に表示され、２つ以上の場合はそ
の郵便番号の住所の一覧表が表示されます。（ダブルクリックで選択します。）　［〒］ボタンをクリッ
クするか、郵便番号入力欄で「０」を入力すると、郵便番号辞書全部の一覧表が表示されます。

●住所１
社員の住所を全角１２文字以内で入力します。「源泉徴収票」の住所欄の１行目に出力されます。

●住所２
社員の住所が長くて住所１に入り切らない場合、住所２に全角１２文字以内で入力できます。「源泉徴収票」の住
所欄の２行目に出力されます。

●ＴＥＬ
半角１３文字以内で入力します。

●税区分
「計算機甲欄」「乙欄」「手入力」「月額表甲欄」の中から選択します。
（「甲欄」を使用する社員の場合、「計算機甲欄」と「月額表甲欄」のどちらかを選択することになります。「計算
機甲欄」と「月額表甲欄」では、少し税額が違いますが、年末調整とのき調整されますので、年間を通すと、ど
ちらでも同じ税額になります。コンピュータで処理する場合は通常「計算機甲欄」が使用されます。）

●給与区分
「月給」「日給月給」「日給」「時給」の中から選択します。

●扶養人数
扶養人数を入力します。毎月の源泉所得税算出時のみ使用します。
乙欄で、扶養控除を行わない場合は、実際の扶養人数にかかわらず、「0」としてください。（年の途中で扶養人数
が変わった場合、その都度扶養人数の変更を行なってください。）

●年調
「する」「しない」のどちらかを選択してください。

●厚生年金区分
「男子」「女子」「坑内員」のどれを選択してください。

●性別
「厚生年金区分」で「坑内員」が選択されている場合のみ「男子」「女子」のどちらかを選択します。

●役職コード
役職コードを入力してください。（役職ボタンをクリックするか、役職コード欄で「０」を入力すると、役職コー
ドの一覧が表示されます。ダブルクリックで選択します。）

「月給」 毎月支給する基本給の額が固定で、残業手当の支給や遅刻欠勤などの控除が行なわれない社員の場合、
「月給」を選択します。

「日給月給」毎月支給する基本給の額が固定で、残業手当の支給や遅刻欠勤などの控除が行なわれる社員の場合、
「日給月給」を選択します。

「日給」 日給の額が固定で、（日給× 出勤日数）によって毎月の給与を計算する社員の場合、「日給」を選択し
ます。

「時給」 時給の額が固定で、（時給× 労働時間数）によって毎月の給与を計算する社員の場合、「時給」を選択
します。
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【（２）支給方法　画面】
「支給方法」タブをクリックすると、支給方法　の画面が表示されます。

●生年月日
元号を「昭和」「平成」「大正」「明治」の中から選択し、年月日を入力します。

●入社月日
元号を「昭和」「平成」「大正」「明治」の中から選択し、年月日を入力します。給与や賞与の支給対象者かどうか
を判定する時参照されます。必ず入力して下さい。

●社員区分
「在職」「休職」「退職」の中から選択します。社員が退職した場合、「在職」→「退職」、「休職」→「在職」など、
社員区分が変わったら、その都度変更します。

●退職年月日
社員区分が「退職」となっている場合のみ、退職年月日の入力ができます。退職者源泉徴収票が出力できます。

●賞与支給
賞与支給の「対象」か「対象外」かのどちらかを選択します。

●自由設定項目欄．．．．「BIZTREK給与Perfect」のみ
自由設定項目１～３の名称が表示されています。それぞれのコードを入力します。
（それぞれのボタンをクリックするか、コード欄で「０」を入力すると、コードの一覧が表示されます。ダブルク
リックで選択します。）

●写真貼付
写真貼付ボタンをクリックすると、写真欄が反転します。写真や似顔絵等をペーストしてください。

●被扶養者名１、被扶養者名２
それぞれ半角換算44文字まで。年調社員情報と源泉徴収票の、摘要2、摘要3にそれぞれコピーされます。

※次に、（２）支給方法の画面に進みます。
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「振込先１」「振込先２」

【振込先銀行】．．社員のもっている銀行口座の情報です。（給与・賞与の振込先）

【依頼銀行】．．．依頼銀行とは、会社の取引銀行で、給与や賞与の振込手続きをする銀行のことです。前もって、
銀行本支店登録画面で、依頼銀行欄にチェックがしてあり、依頼銀行登録画面で必要項目が入力
されていなければなりません。

【給与支給と賞与支給】．．それぞれ別に支給区分を登録できます。

「現金」

【給与支給と賞与支給】．．それぞれ別に支給区分を登録できます。

●支給区分登録例

1)給与全額を振込先１に振り込む場合
全額振り込む場合は、定率100％ と指定します。

（振込先１：定率100）（振込先２：定率0%）（現金：定率0%）

●銀行コード
社員の銀行口座の、銀行コード+本支店コード（数字７桁）を入力してください。
※銀行コード一覧　銀行コード欄で「０」を入力すると、登録済の銀行本支店コー
ドの一覧が表示されます。

●預金種目
社員の銀行口座の、預金種目です。「普通」「当座」のどちらかを選択します。

●口座番号

●依頼銀行コード
会社の取引銀行の銀行コード+本支店コード（数字７桁）を入力してください。
※銀行コード一覧　銀行コード欄で「０」を入力すると、登録済の依頼銀行本支店
コードの一覧が表示されます。

●支給区分
「定額」「定率」「残額」　の中から選択します。

●支給額(率) 
支給区分を 「定額」 とした場合、支給金額　を入力します。

「定率」 とした場合、支給率　を入力します。
「残額」　とした場合は、入力できません。

●支給区分
「定額」「定率」「残額」の中から選択します。

●支給額(率) 
支給区分を 「定額」 とした場合、支給金額　を入力します。

「定率」 とした場合、支給率　を入力します。
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2)給与のうち５万円を現金支給、残額を振込先１に振り込む場合
（振込先１:残額）（振込先２：定率0%）（現金:定額50,000）

3)給与のうち半額を振込先１、残額を振込先２に振り込む場合
◎振込先の一方を定率50％、もう一方を残額と指定します。

（振込先１:定率50%）　（振込先２:残額） （現金：定率0%）

●給与明細備考
給与明細書に印刷する備考を全角１１文字以内で登録できます。社員ごとに３種類まで登録できます。
給与明細書（白紙用紙）の場合、明細書の左上に、給与明細書（ヒサゴ）の場合、明細書の右上にそれぞれ印字さ
れます。

※次に、（３）固定項目・交通費の画面に進みます。

【（３）固定項目・交通費　画面】
「支給項目・交通費」タブをクリックすると、支給項目・交通費　のページが表示されます。

●基本給
「月給」「日給月給」の場合は、基本給の月額を、「日給」の場合は日給額を、「時給」の場合は、時給を登録します。

●前月社会保険料控除後の給与等の金額
導入時、賞与から入力を始める場合に、入力が必要です。

賞与に対する源泉所得税率は、「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」によって決定されます。『給与Standard』
『給与Perfect』では、賞与の支給月の前月の給与情報により、源泉所得税率を決定しますが、導入が賞与からの場合は、前
月の給与情報を参照することができないため、この欄を使用します。また、「年次更新」を行なった場合には、自動的に、前
年度の１２月の「前月社会保険料控除後の給与等の金額」がセットされます。賞与の月の前月の給与情報が入力されている
場合は、この欄の金額は参照されません。
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●支給項目
社員情報に登録された給与体系コードの手当名称が表示されます。
［固定手当］は、給与明細を入力するときに、自動的に表示されますが、変更も可能です。
［計算手当］は、ここに登録した単価に、勤怠データで入力する回数を掛けた結果が、手当金額になります。［変動
手当］は、ここでは入力しません。（ここで入力しても、給与明細には反映されません。）

いったん社員情報登録後、給与体系登録で、「手当」名称等を変更した後、「その他」メニューの「エラーチェッ
ク」の「社員情報チェック2」を行うと、この画面に反映されます。

●交通費区分
交通費の非課税限度額を計算するための、区分を入力します。（区分は会社情報に保存されています。）　（「交通
費」ボタンをクリックするか、交通費区分で「０」を入力すると、非課税限度額の一覧が表示されます。）

●交通費の管理
交通費は、３種類まで管理することができます。ただし、非課税限度額により課税か非課税かを自動計算するのは
１つ目のみです。（２つ目、３つ目の金額は全て非課税となります。）

●支給区分
「現金」「現物」「支給しない」の中から選択します。

「現物」支給の場合も、「現金」支給の場合も、支給金額として交通費の欄に表示されます。「現物」支給の場合は
控除項目として「前渡金」等を設定し、現物支給の金額を入力し、金額を差し引く必要があります。　ここで選択された
「現金」「現物」の区分は、月額基礎届・月額変更届を作成するときに参照されます。

●基準月
前回交通費を支給した月を入力します。（導入月以前の月を入力します。）

●サイクル
何ヵ月毎に交通費を支給するかを入力します。日割支給のときは「99」を入力します。

●支給金額
支給金額を入力します。（３ヵ月毎に支給するのであれば、３ヵ月分の金額を入力します。日割支給のときは、1
日あたりの金額を入力します。）

給与の支給月が、前回支給月＋サイクル　と一致している時、交通費が給与明細画面に自動表示されます。

例）ある社員の交通費の支給状況が以下のような場合、設定は次のようになります。

定期券（電車）を６ヵ月に一度支給。前回支給が１０月。金額は６ヵ月分で61,000円。
定期券（バス）を３ヵ月に一度支給。前回支給が１月。　金額は３ヵ月分で34,000円。
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【（４）控除・各単価　画面】
「控除項目・単価」タブをクリックすると、控除項目・単価　のページが表示されます。

●控除金額
社員の所属部門で登録されている控除名称が表示されます。ここで入力するのは、［固定控除］の 金額と、［計算
控除］の単価です。［固定控除］は、給与明細を入力するときに、自動的に表示されますが、変更も自由に行なえ
ます。［計算控除］は社員情報に登録されている単価と、計算手当の回数をを掛けて自動計算されます。［変動控除］
には、ここでは金額を入力しません。（入力しても給与明細入力の時自動表示されません。　）

●残業手当～遅刻早退
「日給月給」者

この欄の金額が「0」であれば、部門に設定されている計算式が使用されます。この欄に金額が入力されて
いれば、こちらが優先されます。

特定の社員について、部門毎に計算される単価以外の単価を適用する場合、登録します。

「月給」「日給」「時給」者
賃金規定（マ- ベル給与人事の場合は部門別の賃金規定）に設定されている計算式による計算は行われない
ので、残業手当や欠勤控除が発生する場合は、ここで手入力します。

●前月端数残
前月の端数繰越残があれば入力します。

※次に、（５）社保・住民税の画面に進みます。
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【（５）社会保険料・住民税　画面】
「社会保険料・住民税」タブをクリックすると、 社会保険料・住民税の画面が表示されます。

●健康保険番号
半角６文字以内で入力します。

●健康保険等級
健康保険の等級を入力します。※「健康保険等級」ボタンをクリックすると、等級一覧表が表示されます。
※標準報酬月額を入力すると、等級が自動表示されます。

健康保険の等級が未入力ですと、賞与の健康保険料が計算されませんので、必ず入力してください。

●報酬月額
健康保険の報酬月額を入力します。（省略できます。）

●標準報酬月額
健康保険の標準報酬月額を入力します。※等級を入力すると、標準報酬月額が自動表示されます。

●介護保険区分

「該当する」
現在、40歳以上、65歳未満で、月々、介護保険料が発生している場合。

「該当しない」
40歳以上、65歳未満という年齢の範囲外の為、または、被扶養者等（健康保険等級が0）の　為、介護保
険料が発生しない場合。

「適用除外」
（40歳以上、65歳未満であっても）該当しない場合。（海外居住者等）

「介護保険区分」（該当する・該当しない・適用除外）が、「適用除外」でない社員は、(生年月日を基に)　介
護保険に該当する期間の年月が自動表示されます。　該当者の健康保険料には、介護保険料も含んだ金額が表示されま
す。社員情報新規登録時は、最初に入力する給与の月を基準にして、「介護保険区分」を設定してください。

※「介護保険区分」、「介護保険が控除される最初の給与（○年× 月）」　による社員情報検索が可能です。
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社員情報登録後、導入開始の給与の月までの間に「介護保険区分」が変わる場合　　　　　　　　
例えば、2012年5月に登録した社員の介護保険料「対象給与」が、2012年6月からだとします。7月支給の給与計算
からスタートするとすると、（社員情報登録した5月には該当しませんでしたが、7月の時点では、該当するので）「介護
保険区分」は、「該当する」と設定します。（「対象給与」の開始年月と、最初に入力する給与の月が同じであれば、「介
護保険区分」が「該当しない」となっていても、当月の新規該当者として給与入力の時に自動抽出されます。）

●納入期間と対象給与
「納入期間」とは、暦月のいつからいつまで介護保険料が発生するかで、「対象給与」とは、その介護保険料をいつ
からいつまでの給与で控除するか、ということです。（会社情報の「社会保険料控除」の設定が「翌月」であれば、
「納入期間」に１足した月になります。）　

納入期間、対象給与は手入力で変更が可能です。

※納入期間（介護保険料が発生する期間）

※対象給与（介護保険料を給与から控除する期間）

●健康保険料
健康保険等級を入力すると、自動的に保険料が表示されます。（手修正した場合は、修正後の保険料が優先されま
す。）

●基礎年金番号
半角10文字以内で入力します。(「社員台帳」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」に印字されます。)

●厚生年金番号
半角13文字以内で入力します。

●厚生年金基金番号
半角10文字以内で入力します。（基金に加入している場合、必ず番号を入力してください。未入力の状態では、年
金基金保険料が表示されません。）

●厚生年金等級
厚生年金の等級を入力します。「厚生年金等級」ボタンをクリックすると、等級一覧表が表示されます。

厚生年金の等級が未入力ですと、賞与の厚生年金保険料が計算されませんので、必ず入力して下さい。

「40歳に達した日の属する月から、65歳に達した日の属する月の前月まで」です。達した日とは、誕生日
の前日のことです。従って、
開始 は、2日～月末生まれの人は、40歳の誕生月からで、1日生まれの人は、40歳の誕生月の前月分か
ら発生します。（介護保険制度は2000年４月からなので、開始年月がこれ以前の場合は、2000年4月開
始になります。）
終了 は、2日～月末生まれの人は、65歳の誕生月の前月、1日生まれの人は、65歳の誕生月の前々月分
までです。

（１）生年月日：昭和10年5月1日(1935年)以前の人
2000年4月の時点で、65歳に達しているので、計算されません。

（２）生年月日：昭和10年5月2日(1935年)～昭和35年5月1日の人
納入期間：2000年4月～［65歳に達した日の属する月の前月］

（３）生年月日：昭和35年5月2日(1960年)以降の人
納入期間：［40歳に達した日の属する月］から、［65歳に達した日の属する月の前月］

会社情報登録で、「社会保険料控除」が「翌月」なら、納入期間にプラス1されます。「当月」の場合、納入
期間と同じになります。
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●報酬月額
厚生年金の報酬月額を入力します。（省略できます。）

●標準報酬月額
厚生年金の標準報酬月額を入力します。※等級入力した場合は、標準報酬月額は自動表示されます。

●厚生年金保険料
厚生年金等級を入力すると、自動的に保険料が表示されます。（手入力もできます。）
※（按分）２カ所以上の事業所に勤務している場合、按分した厚生年金保険料を手入力します。

●厚生年金基金保険料
厚生年金基金番号が入力されている場合、厚生年金等級を入力すると、自動的に保険料が表示されます。（手入力
もできます。）
※（按分）２カ所以上の事業所に勤務している場合、按分した厚生年金基金保険料を手入力します。

●市町村コード
住民税納付先で設定した、市町村コードを入力すると、市町村名が表示されます。（「0」→リターンで市町村一覧
が表示されます）

●住民税額
6月から順に住民税額を入力します。7月の住民税を入力後、tabキーをクリックすると、下記ダイアログが表示さ
れます。8月以降も同じ金額であれば、「はい」をクリックします。

●雇用保険
「自動計算」　　給与体系で登録した「雇用保険率（料額表A欄・料額表B欄・計算しない）」に従って、自動計算

されます。
「手入力」　　　雇用保険料は、自動計算されません。

※次に、（６）年次有休の画面に進みます。
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【（６）年次有休　画面】

● 有休1日当りの時間数
有休を時間単位で取得するときに、何時間で1日分とするかを登録します。最初は、会社情報で登録した時間数が
自動的に入りますので、個人によって異なる場合のみ、社員情報で変更します。
※時間単位取得を実施しない場合でも、便宜上数値を入力してください。
※労使協定によります。
→バージョンアップ時は、(コードが最初の給与体系の)基準時間が自動設定されます。）

● 時間単位取得の上限日数
全角で１０文字まで入力できます。有休を時間単位で取得できる上限日数(5日以内)を登録します。 
※労使協定によります。
→バージョンアップ時は、(「５」が自動設定されます。）

※↓会社情報の、有休自動付与が「する」になっている場合、次回付与月の給与計算時に、「前年繰越日数・時間
数」「当年付与」「当年取得」が自動計算されます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
● 前年繰越日数・時間数
前年より繰り越された有休日数・時間数(時間単位で取得した残)を入力します。
※有休の自動付与「する」(会社情報)の場合、稼働後は自動計算されます。

● 当年付与
当年付与された有休日数を入力します。
※有休の自動付与「する」(会社情報)の場合、稼働後は自動計算されます。

● 当年取得 
当年取得した（消化した） 有休日数と時間単位取得の有休時間数を入力します。有休付与の年初の時は、「0」
となります。 ※　稼働後は給与明細入力画面の値が加算されます。

●（当年取得のうち）時間単位で取得した日数、時間数
当年時間単位で取得した有休を日数+時間数に換算したもの。自動計算。

● 残数(有休残日数・時間数)
自動計算されます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

● 次回付与日
入社年月日の6ヶ月後を初回付与日として、付与サイクル(初期値は12)ヶ月毎に付与される場合の、次回付与日が
自動算出されます。それと給与の締日・支給日を考慮して付与対象となる給与の年月が算出されます。実際と違っ
ていれば、正しい次回付与日、付与対象給与の年月を入力してください。
例）末締翌月払いで、次回付与日が2010.5.31の場合、10年6月分給与が、付与対象給与となります。
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【（７）社員履歴　画面】　 （７）は「給与Perfect」のみの機能です。

社員履歴は、社員の履歴や、これからの予定等、給与計算・人事管理に関する情報を自由に登録できる項目です。

●履歴の追加
「履歴追加」ボタンをクリックすると、1行追加されます。日付等、内容を入力します。

●日付等
全角で１０文字まで入力できます。

●内容
全角で３０文字まで入力できます。

●履歴削除
削除したい行NOの右横の□をクリックして、「履歴削除」ボタンをクリックします。確認画面で「はい」をクリッ
クすると削除されます。

●履歴並替（大->小）
履歴NOの大->小 の順に履歴を並べ替えます。

●履歴並替（大->小）
履歴NOの小->大 の順に履歴を並べ替えます。

● 付与サイクル・増加日数・最高付与日数
有休の年度更新(残の繰越+新年度付与)を自動で行なう場合の、付与サイクル(何ヶ月毎に行なうか)、増加日数(付与
日数が毎回何日ずつ増えるか)、最高付与日数(付与日数の上限)を入力します。
→バージョンアップ時は、「12」「1」「20」が自動設定されます。

※次に、（７）社員履歴の画面に進みます。 
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履歴の使い方のヒント

※すべての画面の登録が終わったら、人事情報の画面に戻り、登録 ボタンをクリックして社員情報登録します。

●日付欄に、日付を入力する
「日付等」欄と、「内容」欄は、どちらも文字が入力できる項目ですが、「日付等」欄に日付を入力すると、検索
するとき、日付範囲での検索ができるようになります。正しく検索する為に、日付は西暦で、日付の桁数を統
一してください。

例：YYYY.MM.DDのフォーマットで入力する。（2012.01.10）

●日付欄に、項目名を入力する
「日付等」欄に項目名、「内容」欄にその内容を入力する、といった使い方ができます。例えば、社員の資格を
入力し、あとで検索もしたい場合を想定します。自由設定項目で、資格マスターを登録し、社員毎に資格コー
ドを入力する、といった方法もありますが、これでは、各社員１つしか資格を登録できません。実際、複数の
資格をもっている場合もあるわけですからこれでは不便です。このようなとき、履歴を利用します。この例で
すと、「日付等」欄に［資格］、「内容」欄に具体的な資格内容を入力します。この方法ですと、いくつでも登録
できます。
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３．社員情報検索

社員情報の確認や変更、印刷などを行いたい時、該当する社員情報を検索します。

１．設定メニューから「社員情報検索」を選択するか、社員情報登録画面で、「検索」ボタンをクリックします。
２．検索条件入力画面が表示されます。

●「社員コード」～「役職コード」まで（給与Standare）
●「社員コード」～「自由設定項目３」まで（給与Perfect）
それぞれ範囲指定ができます。全員の場合は、何も入力しません。

●氏名
○○の文字ではじまる社員　または、○○の文字を含む社員の指定ができます。

●性別
「男子」「女子」のどちらかを選択

●社員区分
「在職」「休職」「退職」のどれかを選択

●生年月日元号
「昭和」「平成」「大正」「明治」のどれかを選択します。

●生年月日
生年月日の「年」「月」を範囲指定します。

●入社年月日元号
「昭和」「平成」「大正」「明治」のどれかを選択します。

●入社生年月日
入社年月日の「年」「月」を範囲指定します。

●介護保険区分
「該当する」「該当しない」「適用除外」のどれかを選択します。

●介護保険が控除される最初の給与
社員情報の介護保険の対象給与開始年月を指定します。
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３．検索条件入力後、検索開始ボタンをクリックすると、該当社員の一覧が表示されます。
社員一覧画面は他に2種類あり、「写真一覧へ」「有休一覧へ」ボタンで切り替えます。

４．社員情報複製

よく似た社員情報を複数登録する場合、登録済の社員情報の複製を行うことができます。

「３．社員情報検索」の手順に従って、社員情報一覧の画面を表示させます。

●社員履歴「日付等」　　（BIZTREK給与Perfectのみ）
「日付等」の欄の条件を入力します。

●社員履歴「内容」　　（BIZTREK給与Perfectのみ）
「内容」の欄の条件を入力します。２つ指定でき、どちらかを満たしているものが検索されます。（指定された文字
列が、先頭に入力されている履歴をもつ社員が検索されます。）

「日付等」欄は、文字入力欄ですが、履歴の発生した年月日を西暦で入力しておくと、このように、日付範囲での検索ができます。
例）「2012.01.01～2012.01.31」の期間に「社員研修」を受けた社員を検索する場合：
「日付等」==「2120.01.01」～「2120.01.31」
「内容」　==「社員研修」　　　　　　と入力します。

(1)社員履歴の日付等欄に「xxxx.xx.xx」の形式で日付が入力されており、その範囲が、 条件を満たしている。
(2)　〃　　内容欄に　「社員研修．．．．」と入力されている。

※(1)(2)の条件をどちらも満たす社員が登録されていれば、検索されます。

●社員複製の方法
複写元にする社員を１人クリックし、「社員複製」ボタンをクリックします。
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↑「はい」をクリックします

次に、新しい社員コードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。
社員情報が複製され、新しい社員コードの社員が１名追加されます。「氏名」欄にも社員コードと同じコードが入って
いますので、氏名を入力しなおしてください。

５．社員情報変更

「３．社員情報検索」の手順に従って、社員情報一覧の画面を表示させます。変更したい社員を一覧からダブルクリック
します。※給与明細・賞与明細等が既に登録されている社員の、コード変更はここではできません。その他メニューの「社員コード変
更」で行ってください。

６．社員情報一括設定　「給与Perfect」

社員情報のうち、「交通費区分」「交通費支給区分（１）」「交通費前回支給月（１）」「交通費サイクル月（１）」「税区分」
「給与区分」「年調」「雇用保険」の各項目のどれかを、複数の社員について、一括して設定・変更することができます。未
設定の項目、間違えて設定した項目について、一括設定を利用すると便利です。

「３．社員情報検索」の手順に従って、社員情報一覧の画面を表示させます。

（表示されているうち、一部の社員のみ一括設定したい時は、「shiftキー」＋クリックで範囲指定、「コマンド（Windows版はCtrl）
キー」＋クリックで個別指定を行い、対象社員のみ表示させてください。）
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７．社員情報削除

「３．社員情報検索」の手順に従って、社員情報一覧の画面を表示させます。削除したい社員を一覧からダブルクリック
します。給与明細・賞与明細等が既に登録されている社員の削除は、できません。その他メニューの「給与データ一覧・削除」
「賞与データ一覧・削除」で、データを削除してから、社員情報を削除してください。

８．社員情報印刷

「３．社員情報検索」の手順に従って、社員情報一覧の画面を表示させます。

「一括設定」ボタンをクリックします。

●一括設定
表示中の社員全員が対象になります。先に、設定したい項目の□をクリックして× 印をつけてから（いくつでも可）、
設定内容の入力、選択を行います。次に開始ボタンをクリックすると一括設定が実行されます。

（表示されているうち、一部の社員のみ一括設定したい時は、「shiftキー」＋クリックで範囲指定、「コマンド（Windows版はCtrl）
キー」＋クリックで個別指定を行い、対象社員のみ表示させてください。）

●台帳印刷
台帳印刷ボタンをクリックすると、下記、帳表選択画面が表示されます。

○住所録
社員コード、氏名、住所、電話番号等を印刷します。

○人事情報 
社員情報登録画面の１頁の人事情報の一覧表を印刷します。

○履歴
社員情報登録画面の６頁の履歴の一覧表を印刷します。

○全頁
社員情報登録画面の全頁の台帳を印刷します。（「□写真を印刷する」をチェックすると、写真も印刷され
ます。）
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９．個人別単価コピー

社員情報の単価（基本給・給与体系別手当／控除・個人別残業単価等）を１社員から他の複数の社員へコピーする機能です。
■注意：「個人別単価コピー」は、必要な時にだけ行ってください。また、いったん単価コピーを実行しますと、実行前の状態に戻す
ことはできませんので、必ずデータのバックアップコピーを取ってから行ってください。

「３．社員情報検索」の手順に従って、社員情報一覧の画面を表示させます。
(1)コピー元となる社員の単価を登録（変更）しておきます。［コピー元となる社員情報を一覧からダブルクリックして、各々の単価を
入力（変更）して、登録ボタンで一覧に戻ります。］
(2)コピー元となる社員を一覧から１クリックして反転させ、一覧画面右上の「社員単価コピー」ボタンをクリックします。
(3)コピー元となる社員の社員情報から、「基本給」「給与体系別手当」「給与体系別控除」が表示されます。「次頁へ」ボタンで「個人別
残業単価等」が表示されます。コピーしたい項目それぞれの左端または右端のチェックボックスをチェックします。（なお、この画面で
各単価の変更も可能です。単価を変更した場合、コピーを実行した場合のみ、変更後の単価が、コピー元、コピー先の両方に保存され
ます。）

コピーしたい単価にすべてチェックし終った ら、「コピー開始」ボタン（2頁目）をクリックします。

○1～3頁
社員情報登録画面の１～３頁の台帳を印刷します。（「□写真を印刷する」をチェックすると、写真も印刷されます。）

○4～6頁
社員情報登録画面の４～６頁の台帳を印刷します。

○５頁(社会保険のみ)
社員情報登録画面の５頁(社会保険)の印刷をします。

○６頁（有休残）
社員情報登録画面の６頁(年次有休の印刷をします。

○タックシール
タックシールに、社員の住所、宛名を印刷します。（エーワンの、汎用タイプインチ改行　A４版28183　をご使用くだ
さい。）

○社員単価
社員情報の「基本給」、給与体系別手当単価１～１３、給与体系別控除単価１～１６、個人別残業単価等を印字します。

○資格取得届(A4横)
新入社員の資格取得届を印刷します。
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１６．昇給入力  「BIZTREK給与Perfect」
１．昇給入力とは

社員の給与が昇（降）給したとき、［基本給］，［部門別手当1～13］の昇（降）給後の金額を、昇（降）給前の金額を参照
しながら入力することができます。　「昇給入力」はいったん、「社員情報」とは別の「昇給ファイル」に行なわれ、後
で、「社員情報」に書き込こまれます。　「社員情報」に書き込むまでは、給与には反映されません。
※「昇給入力」処理を使用しないで、社員情報にそれぞれの金額を直接入力しても構いません。

２．昇給データの検索

１．設定メニューから、「昇給入力」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されます。

●昇給月
昇給月を入力します。

●部門コード、役職コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何も指定しません。

●性別
性別を選択します。
●給与区分
最初は、［月給者］［日給月給者］［日給者］［時給者］がすべてチェックされています。
除外する給与区分があれば、チェックボックスをクリックしてチェックを解除します。

●社員区分
［在職者］［休職者］がチェックされています。
除外する社員区分があれば、チェックボックスをクリックしてチェックを解除します。
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３．昇給データ入力、訂正、更新

「２．昇給データの検索」の手順に従って、昇給データ一覧を表示させます。入力する社員を一覧からダブルクリックし
ます。

※作成開始ボタンをクリックすると、既に「昇給データ」が１件でも存在する場合は、下のメッセージが表示され
ます。

（新規作成）
検索条件を満たすそれぞれの社員について、昇給データが既にあれば、それを削除し、新たに作成しま
す。

（確認／修正）
今回の検索条件を満たす社員の昇給データが既にあれば、そのまま表示し、なければ新たに作成します。

入力する項目



４．昇給データ更新

昇給データを入力・変更後、社員情報に書き込むことができます。
全員の昇給データを入力後、一覧画面の「社員情報更新」ボタンをクリックしますと下図の確認画面が表示されます。
「はい」をクリックします。

しばらくすると、下図ウィンドウが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

５．昇給データ印刷

「２．昇給データの検索」の手順に従って、昇給データ一覧を表示させます。「印刷」ボタンをクリックして昇給データ
の印刷を行います。
◆「全件表示」←→「選択のみ表示」の切替
一覧に表示されているデータの一部を印刷対象にしたいときは、対象にしたいものを一覧からクリックします。複数
選択したい場合は、範囲指定（shitキーを押しながらクリック）または個別指定（Mac:コマンドキーを押しながらク
リック，Windows:Ctrlキーを押しながらクリック）を行います。その後、「全件表示」を「選択のみ表示」に切り替
えますと、選択したデータのみ表示され、それが処理対象となります。また「全件表示」に戻すと、元の全員が一覧
に表示されます。

６．昇給データ削除

「２．昇給データの検索」の手順に従って、昇給データ一覧を表示させます。削除する社員を一覧からダブルクリックし
ます。昇給データ入力画面の削除ボタンをクリックして削除を行います。
※昇給データの　全件削除 は「その他」の処理のマスター削除の中の［昇給データ削除］で行ないます。
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ここで、入力できるのは、基本給と給与体系別手当1～手当13の固定または計算の「昇給後の金額」です。最初は、
昇給後のそれぞれの金額欄に、昇給前と同じ金額が表示されます。「昇（降）給」により、金額が変わった項目の
み、金額の訂正をしていきます。

社員情報の「変動項目」に金額が入力されている場合、そのまま表示されますが、昇給後の金額を入力することはできません。

［昇給後の金額］を入力すると、右側の［差額］と一番下の［基本給+固定手当計］が自動計算されます。

「昇給入力」を行ないますと、昇給ファイルに登録されます。（昇給ファイルは、社員情報とは別の独立し
たファイルです。）　昇給ファイルに登録された昇給内容は、昇給入力一覧にある「社員情報更新」ボタンをクリックす
ると、社員情報に書き込まれます。　「給与入力」の［最新］処理を行なった場合、自動表示される基本給やそれぞれの
手当は、すべて「社員情報」からもってきます。　昇給ファイルに登録しただけでは、昇給データは、給与に反映されま
せんのでご注意下さい。
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７．昇給前金額EXPORT

「２．昇給データの検索」の手順に従って、昇給データ一覧を表示させます。
次に、「昇給前金額EXPORT」ボタンをクリックして、保存ファイル名入力→保存ボタンで昇給ファイルのEXPORTを行うこと
ができます。

８．昇給後金額IMPORT

（昇給後金額データの作成方法）
７でEXPORTしたファイルをEXCEL等の表計算ソフトで開きます。

社員コード、（昇給前）基本給、給与体系別手当1～13の順に項目が並んでいます。
昇給後のデータを作成するには、基本給、給与体系別手当1～13の欄に、昇給後の金額を上書きして入力します。
すべて入力し終わったら、名前をつけて保存します。（ファイル形式は「SYLK形式」を推奨。）

（昇給後金額データのIMPORT）
昇給データをIMPORTするには、７の昇給一覧画面から、「昇給後金額IMPORT」ボタンをクリックして、先ほど保存した昇
給後金額のファイルを開きます。

昇給後金額がIMPORTされた社員は「更新フラ
グ」が「未」となります。 この部分がIMPORTされた金額です。
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導入と設定処理 - II-56

１７．パスワード登録
１．パスワード登録とは

「BIZTREK給与Standard」「BIZTREK給与Perfect」のデータを開くときの、ユーザー名とパスワードを登録します。

２．パスワード登録の手順

１．「給与Perfect」．．．設定メニューから、「パスワード登録」を選択しますと設定済のパスワードの一覧が表示されます。
「給与Standard」．．．設定メニューから、「パスワード登録」を選択しますと３パスワード変更画面に変わります。

３．パスワード変更

■「BIZTREK給与Perfect」
最初、「責任者」「管理者」「入力者A」のレベルのパスワードが１つずつ登録されています。このパスワードを変更す
るには、変更したいパスワードの行を一覧からダブルクリックしますとパスワード登録画面が現われます。　　
【パスワード一覧画面】

【パスワード変更画面】
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導入と設定処理 - II-57

４．パスワード追加・・「BIZTREK給与Perfect」

最初、「責任者」「管理者」「入力者A」のレベルのパスワードが１つずつ登録されています。
パスワードを追加するには、「２-パスワード登録」の手順に従ってパスワード一覧を表示させます。一覧から「新規登
録」ボタンをクリックしますと、パスワード登録画面が表示されます。パスワード変更と同じ手順で入力して下さい。

５．パスワード削除・・「BIZTREK給与Perfect」

登録されているパスワードを削除するには、「２．パスワード登録」の手順に従ってパスワード一覧を表示させます。削
除したいパスワードを一覧からダブルクリックしますと、パスワード登録画面が表示されます。ここで「削除ボタン」
をクリックすると、そのパスワードが削除されます。

パスワードを全て削除してしまうことはできません。間違って全てのパスワードを削除してしまった場合、パスワード
登録メニュー終了時に、責任者レベルのパスワードを登録するようメッセージを表示します。　

●ユーザＩＤ
ユーザ固有のＩＤ番号を半角英数２文字で入力します。必須入力項目です。重複登録はできません。

●ユーザレベル
責任者、管理者、入力者Ａの中から選択し、「OK」ボタンをクリックします。メッセージﾞ欄に処理範囲が表示さ
れますので、確認してください。同じレベルのユーザを複数登録しても構いません。必須入力項目です。
ユーザーレベル選択すると、メッセージ欄に、処理可能な範囲が表示されます。
［責任者］ パスワード登録を含め、全ての処理が可能です。最低１人は登録して下さい。
［管理者］ パスワード登録以外の処理が可能です。
［入力者Ａ］ タイムカード入力・勤怠データ入力処理だけが可能です。

●ユーザ名
重複不可。必須入力です。半角英数20文字以内。

●パスワード
他のユーザと重複しても構いません。必須入力です。半角英数20文字以内。

データを開くとき、「ユーザ名」と「パスワード」を入力します。ユーザ名とパスワードは自己で管理し、忘れ
ないようにご注意下さい。ユーザ名とパスワードを忘れてしまうと、「BIZTREK給与Standard」「BIZTREK給与Perfect」
のデータを開くことができなくなります。

●属性
役職や所属などを入力します。省略可。



第２章- 導入と設定処理

導入と設定処理 - II-58

１８．環境設定
１．環境設定とは

外部データをEXPORT、IMPORTするときのファイル形式や、プリンタに関する設定を行います。

２．環境設定の手順

設定メニューから、「環境設定」を選択します。
【（１）システム　画面】
データをEXPORT・IMPORTする時の形式を、「SYLK形式」「TEXT形式」「CSV形式」の中から選択します。
□「EXPORT」データにヘッダをつける のチェックボックスをチェックすると、EXPORTされたファイルの1行目に、
自動的にヘッダ（項目名）が入り、チェックをはずすと、ヘッダ（項目名）が入りません。
（※注意！）IMPORTする時、元のファイルには、項目名をつけないで保存してください。

【（２）プリンタ　画面】

●帳表フォント
帳表をレーザープリンタやインクジェットプリンタに印字する場合のフォントを、ポップアップメニューから選択
できます。

●印刷マージン
帳表をレーザープリンタやインクジェットプリンタに印字する場合の印刷マージンを、ミリ単位で指定できます。
（使用例）  帳表を印字位置を全体的に3ミリ右に寄せたい時、横方向3ミリと指定します。

逆に3ミリ左に寄せたい時は、-3ミリと指定します。
全体的に3ミリ下にずらしたい時は、縦方向3ミリと指定します。
逆に3ミリ上にずらしたい時は、縦方向-3ミリと指定します。

↓ヘッダをつけて社員情報をEXPORT

↓ヘッダをつけないで社員情報をEXPORT
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導入と設定処理 - II-59

●ドットインパクトプリンタ
「ドットインパクトプリンタ」の「ポート」ポップアップメニューの下にある「追加」ボタンをクリックします。
以下のようなポート設定ダイアログが表示されますので、ここでプリントサーバーの設定を行います。 

●名前
ポート一覧に表示する名前です。特に制限はないですが、分かりやすい名前を付けてください。

●IPアドレス
プリントサーバーのIPアドレスを入力します。 

●プロトコル
「RAW」または「LPR」を選択してします。通常は「RAW」を選択すればいいのですが、「FPServer II」は、「LPR」
を選択してください。「LPR」を選択した場合は、「キュー名」が必要になります。「FPServer II」の場合、デフォ
ルトのキュー名は「P1」となっていますので、そのように入力してください。なお、「キュー名」はプリントサー
バーによって変わってきますので、マニュアルを参照して、正しいキュー名を入力してください。キュー名が違っ
ていると印刷できません。 

※プロトコルまで設定が終われば、「登録」ボタンをクリックして設定を保存してください。その後、ポート一覧
より今追加したポートを選択してください。

●文字コード
使用するドットインパクトプリンタの文字コードを「PR201」と「ESC/P」のどちらか選択して下さい。

※文字コードの選択まで終わりましたら、「保存」ボタンをクリックしてして保存して下さい。
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導入と設定処理 - II-60

１９．Myメニュー登録
１．Myメニューとは

よく使う項目等、好きな項目を「Myメニュー」に登録できます。

２．Myメニュー登録の手順
１．「最近の操作」に表示されている項目を「Myメニュー」に登録できます。
「Myメニュー」に登録したい項目を「Myメニュー」の好きな場所にドラッグします。「Myメニュー」には、上下2段
それぞれ７項目のアイコンが配置できます。

２．アイコンの選択ウィンドゥが現れますので、好きなテーマを選び、好きなアイコンをクリックして選びます。

３．Myメニューに、アイコンが、現れます。
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３．Myメニュー編集
１．設定メニューから、「myメニュー編集」を選びます。
２．編集したい項目名を左側の一覧からクリックして選び、アイコン変更、名称変更、削除のボタンをどれかクリック
します。また、ドラッグ＆ドロップか↑↓キーで、項目の順序を入れ替えることができます。
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給与計算処理 - III-1

１．給与計算処理の前に
設定処理が終わりますと、給与計算処理が可能になります。
「BIZTREK給与Standard」「BIZTREK給与Perfect」では、次のような手順に沿って、毎月の給与計算処理を行います。

１．社員情報等、設定内容に変更があれば、変更します
入社、退職、扶養人数の変更、部課の移動、振込先や支給方法、交通費の金額、住民税、住所等、社員情報に変更が
あれば変更します。　その他設定情報に変更があれば、変更を行います。

２．健康保険、厚生年金保険料の変更を行う月は、変更処理を行います
算定基礎届による改定（通常10月支給の給与から）や、月額変更届による改定があった場合、変更処理を行います。

３．昇給等、給与の固定金額や計算方法に変動があった場合、変更します
昇給の場合は、昇給入力を行います。給与の手当、控除項目が変更になった場合は、給与体系登録画面で変更を行い
ます。

４．勤怠データの集計を行います
当月給与の勤怠データの集計を行います。「タイムカード入力」を行って集計する場合は、タイムカードや出勤簿を
準備します。

５．給与計算を行います
当月の勤怠データや、変動項目の手当や控除金額を入力し、残業手当、所得税、保険料等を自動計算させます。タイ
ムカードデータをインポートしたり、タイムカード入力を行って、勤怠データを集計することも可能です。また、外
部ファイルから勤怠データや給与明細データをインポートすることも可能です。

６．給与明細書の入力内容をチェックリストで確認します
入力した給与明細データに間違いがないかをチェックリストを出力して確認します。間違いがあれば、再度給与明細
画面を開いて訂正します。

７．給与明細書の印刷を行います。
本人に渡す、給与明細書の印刷を行います。

８．帳表出力を行います。
住民税一覧表、銀行振込依頼書、金種一覧表、勤怠一覧表、支給控除一覧表等の出力を行います。「BIZTREK財務」
で仕訳データを読み込む場合は、仕訳転送を行います。
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２．給与入力
１．給与入力とは

毎月の勤怠データや変動項目を入力して、残業手当や社会保険料や所得税の金額を自動計算させ、給与明細データを作成
します。勤怠データは、「一ヶ月分を集計したものを給与明細書に入力する方法」と、「タイムカード入力で、毎日の出退勤時刻を入
力し、勤怠データとして集計する方法」、そして、「タイムレコーダーから、タイムカードデータをIMPORTし、勤怠データとして自動
集計する方法」があります。また、外部ファイルから勤怠データや給与明細をインポートすることも可能です。

２．給与入力の手順

１．給与メニューから、「給与入力」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されますので条件を入力後、「給与入力へ」ボタンをクリックします。

●支給月
給与を支給する月をクリックして選択します。

●支給月日
会社情報に登録されている支給日をもとに、支給月日が表示されますが、実際と違う場合は、実際の支給月日を手
入力します。（本来の支給日が会社の休日のため、繰り上げて支給する場合等。）

●部門コード、役職コード、給与体系コード、勤務体系コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何も指定しません。

●給与区分
「月給者」「日給月給者」「日給者」「時給者」のうち、検索対象者をすべてチェックします。

●処理区分
「勤怠データ未入力の社員のみ」「給与明細データ未入力の社員のみ」「給与明細書未発行の社員のみ」 「有休更新
月」「休職者を除く」のどれかに絞って検索する場合、チェックします。(休職者の今月分の給与データが既に作成
済みの場合は、「休職者を除く」にチェックしても休職者は検索されます。)

●当月所定日数
その月の必要勤務日数を給与体系毎に登録します。所定日数が全給与体系同じ場合は、
「一括入力」ボタンをクリックして、一括設定を行うと便利です。→

「給与入力へ」ボタンクリックで、該当する給与データの検索が始まります。

第３章- 給与計算処理
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給与計算処理 - III-3

当月から新規に介護保険に該当する社員と、当月から該当しなくなる社員が自動抽出（社員情報の対象給与の開始年
月、終了年月）され、一覧表示されます。

例）　平成23年(2011年)11月分の給与入力のときは、対象給与の開始が「2011年11月」となっている社員（新規該当者）
が抽出されます。

一覧を確認して、間違いなければ、「介護保険料自動設定」ボタンをクリックします。
新規に該当する場合は、社員情報の「介護保険区分」が「該当する」となり、健康保険料も介護保険料を含んだ金額に書き変

ります。
当月の給与から、新しい保険料が適用されます。（間違いがあれば、「キャンセル」した後、設定メニューから社員情報を開き、
生年月日等、間違い箇所を訂正してください。）　1度「介護保険料自動設定」ボタンをクリックすると、同じ月の給与入力の前
でも、次回からはこの画面は表示されません。

13月（予備月）について
一連の給与処理の中で、最初に必ず支給月をボタンで選択します。この支給月の中に「13月(予備月)」という月があり
ます。これは、給与支給日が「翌月」の場合にだけ選択でき、次のような場合に使用します。
通常の給与支給日は翌月ですが、休日等の為支給日が繰り上がり、当月中に支払う場合があります。こういうこと
が起こったときは、支給月は「本来支給されるべき月」を選択し、支給日付に実際支払った日付を入力します。

例）末締、翌月5日支給の場合で、5月5日支給の給与を連休の為4月30日に支払った給与の入力は、5月のボタンをクリックし、
支給日を「4月30日」として処理します。

ところが、翌年1月に支給されるべき給与を本年中に支給することになった場合、翌年1月のボタンはありません。
この場合「13月(予備月)」を使用します。「13月」は社会保険関連帳表では翌年1月分の扱いになります。しかしなが
ら、本年中の所得になりますので、本年の年末調整の対象になります。年調を行なった結果を「13月」の給与に反映
させることもできます。（「13月」の源泉所得税欄に反映）「13月」の給与明細書の名称は「○○年１月分　給与」とな
ります。
例）末締、翌月5日支給の場合で、翌年1月5日支給の給与を連休の為12月28日に支払った給与の入力は、13月のボタンをクリッ
クし、支給日を「12月28日」として処理します。

社員情報の介護対象給与の「開始月」＝「当月」である場合に、下図ウィ
ンドウが表示されます。

３- １．介護保険　新規該当者と、新規非該当者の抽出



給与・賞与から、健康保険料・厚生年金保険料を控除する時の対象年齢は、次のようになっています。

※健康保険料・厚生年金保険料の年齢の考え方：
「70歳に達する」とは、「70歳の誕生日の前日」と考えます。
例えば、厚生年金保険料の場合、「70歳の誕生日の前日」の属する月から保険料は控除しません。
例）7月18日生まれで、今年満70歳の社員の場合、
■70歳に達する日ーーーー＞「70歳の誕生日(7月18日)の前日」なので、7月17日。
■保険料  ーーーーーーーー＞「70歳の誕生日(7月18日)の前日」(7月17日)の属する月(７月分)から控除しない。
上記例で、保険料を翌月給与から控除している場合は、8月分給与計算の時、下図ウィンドウが表示されます。
ここで、「厚生年金保険料自動設定」ボタンをクリックすると、社員情報の厚生年金保険の等級や保険料がすべて空
欄に書き変わり、今月分から厚生年金保険料が控除されなくなります。

４．雇用保険　高齢者免除対象者の自動表示　
継続して勤務していた、雇用保険「自動計算」の社員が、4月1日時点で64歳になった場合、高齢者免除の対象者にな
ります。毎年4月の給与入力の時、該当者がいる場合、自動的に抽出され表示されます。この画面で、「高齢者自動設
定」ボタンをクリックすると、社員情報の雇用保険区分が「高齢者免除」に変わり、今月から、給与の雇用保険料が0
になります。※労働保険料賃金集計表(BZTREK給与Perfectの機能)の「高齢区分」と連動します。

５．給与計算対象社員の一覧が表示されます。　
一覧画面からダブルクリックすると、給与入力画面が開きます。また「EXPORT」や給与明細書の連続印刷、帳表印刷
等をこの画面から行うことが出来ます。
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○健康保険料 ～39歳迄 健康保険料
40歳～64歳迄 健康保険料＋介護保険料
65歳～74歳迄 健康保険料(介護保険料は個人で払う)
75歳以上 控除なし(後期高齢者保険料・介護保険料を個人で払う)

○厚生年金保険料 ～69歳迄 控除あり
70歳以上 控除なし

３- ２．厚生年金保険　新規非該当者の抽出
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３．タイムカード入力

出社と退社の時刻を入力する事により、残業時間や遅刻早退時間を自動計算し集計します。
＊集計された残業時間などを勤怠データとして入力する場合は、この処理は必要ありません。

１． 「２給与入力の手順」に従って、給与一覧画面を表示させ、社員をダブルクリックすると、給与入力画面が表示さ
れます。この画面から、「タイムカードへ」ボタンをクリックします。

２． タイムカード入力画面が表示されます。表示されている時間の入力方法（「60進法」または「10進法」）に従って入
力してください。時刻の入力は、すべて、 24時間表記で行います。

●休日チェック
曜日の右側の□欄は、休日チェック欄です。最初は、［会社情報］で、休日と設定されている曜日がチェックされ
ています。その他に、祝日等の会社の休日があれば、その日をチェックします。チェックされている休日欄をもう
一度　チェックすると、チェックが解除されます。
★休日チェック欄がチェックされていると、［休日］の残業時間帯が適用されます。

●【時刻】出社
出社時刻を入力します。就業時刻前の時刻を入力すると、実働時間に加算されます。（残業時間には、加算されま
せん。）就業時間前の時間を実働時間に加算させたくない時は、就業開始時刻を出社時刻としてください。出社時
刻を入力すると、休憩時間が自動的に表示されます。

●【時刻】退勤
退勤時刻を入力します。実働時間と、残業時間・遅刻早退時間が自動計算されます。

●【時刻】外出
外出時刻を入力します。

●【時刻】再入
再入（外出の戻り）時刻を入力します。外出時間が自動計算され、実労時間が再計算されます。

残業時間等は、社員情報に登録されてい
る勤務体系コードの設定内容に基づいて
自動計算されます。
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●【時間】休憩
自動的に表示されます。手入力ができますので、残業時の休憩時間などは足して、再入力してください。

●【時間】実働
（退社時刻- 出社時刻- 休憩時間）により、自動計算されますが手入力も可能です。

●【時間】早出
早出時間帯の設定がある場合、自動計算されます。

●【時間】外出
自動計算されます。

●【時間】普通残業
自動計算されますが、手入力も可能です。

●【時間】深夜残業
自動計算されますが、手入力も可能です。

●【時間】休日残業
自動計算されますが、手入力も可能です。

●【時間】休日深夜
自動計算されますが、手入力も可能です。

●遅刻・早退時間
自動計算されますが、手入力も可能です。

●備考
全角３文字以内で自由に入力できます。「有休」と入力すると、有休日数に加算されます。

□定時を自動入力するには？
（定時自動入力ボタン）　勤務体系に登録された、終業時間帯（開始）と終業時間帯（終了）の時刻が、出社・退社
の欄に、それぞれ設定されます。

□タイムカード入力画面を印刷するには？
（印刷）　タイムカード入力画面が印刷されます。

□タイムレコーダーから読み込んだデータを表示させるには？
（読込データボタン）

□集計値を勤怠データにもっていくには？
（集計登録）　実働・残業・遅刻早退の合計を、勤怠データとして登録し、給与入力確認画面に戻ります。

●就業時間登録(勤務体系登録)
該当社員の就業時間等の設定内容を変更したい場合は、タイムカード入力画面から、「就業業時間登録」ボタンをク
リックして行います。該当社員の勤務体系の、設定内容が表示されますので、ここで変更を行います。（勤務体系
マスターの変更になりますので、同一勤務体系の他の社員にも適用されます。）→　詳細説明は次頁



●就業時間登録(勤務体系登録)

［平日］ 【就業時間帯】（開始）・・・平日の就業開始時刻を入力します。　例）9.30
〃　　（終了）・・・平日の就業終了時刻を入力します。　例）17.30　　　　　

【休憩（時間帯指定）】（開始）・・・平日の就業時間中の休憩開始時刻を入力します。　例）12.00　
〃　　　　　（終了）・・・平日の就業時間中の休憩終了時刻を入力します。　例）13.00

【休憩（時間数指定）】 ・・・・・・平日の就業時間中の休憩時間数を入力します。例）1.00
【早出時間帯】　　　（開始）・・・平日の早出開始時刻を入力します。　例）8.30

〃　　　　　（終了）・・・平日の早出終了時刻を入力します。　例）9.30

★［残業時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、普通残業とみなされる時間帯です。
【残業時間帯】　　　（開始）・・・平日の普通残業開始時刻を入力します。　例）17.30

〃　　　　　（終了）・・・平日の普通残業終了時刻を入力します。　例）22.00

★［深夜残業時間帯］とは、その時間帯に就業した場合、深夜残業とみなされる時間帯です。
★24時を超えて深夜残業がある場合は、25時、26時．．．というように設定します。

例）午前2時まで深夜残業がある場合、26.00　と入力します。
【深夜残業時間帯】　（開始）・・・平日の深夜残業開始時刻を入力します。　例）22.00

〃　　　　　（終了）・・・平日の深夜残業終了時刻を入力します。　例）24.00

［土曜日］ 土曜日が休日（会社の休業日）でない場合に、それぞれの時間帯を設定します。平日と同じ場合は、「平
日→土曜へ複写」ボタンをクリックすると、平日の時間帯が複写できます。土曜日が休日の場合は、休日の時
間帯が適用されます。（この設定画面には、何も設定する必要はありません。）

［休日］ 休日出勤した場合の、それぞれの時間帯を設定します。 平日と同じ場合は、「平日→休日へ複写」ボタンをク
リックすると、平日の時間帯が複写できます。休日というのは日曜日・祝日に限らず、会社の休業日が該当
します。

［時刻の端数処理］ 毎日の出勤、退勤、外出、再入の時刻について、端数処理を行う場合は、処理単位（何分未満）と、
「切り捨て」「切り上げ」のどちらかを選択します。

例）出勤時刻15分未満「切り上げ」と設定すると、9時16分～9時29分の出社時刻を入力した場合、自動的に9時30分
に調整されます。

［集計時間の端数処理］
●端数処理単位．．．．．端数処理を、1日単位でするか、1ヵ月単位でするか、どちらか選択します。
●実働～遅刻早退．．．それぞれ、何分未満を処理するかと、「切り捨て」「切り上げ」のどちらかを選択します。

●早出合計処理　．．．「勤怠データに保存するとき、早出合計を普通残業合計に加算する」に該当する場合は□にﾁｪｯｸします。
●外出合計処理　．．．「勤怠データに保存するとき、外出合計を遅刻早退合計に加算する」に該当する場合は□にﾁｪｯｸします。

給与計算処理 - III-7

第３章- 給与計算処理

■休憩について■
※休憩時間帯が決まっている場合は「時間帯指定」欄、休憩時間帯は一定でなく時間数のみ決まっている場合は、「時間帯指定」欄
に入力します。

例：12時から13時まで休憩時間　→　時間帯指定
時間は不規則で、1時間の休憩をとる　→　時間数指定

※「時間帯指定」と「時間帯指定」の併用も可能です。
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４．給与明細入力

「２給与入力の手順」に従って、給与一覧画面を表示させ、社員をダブルクリックすると、給与入力画面が表示されます。 
勤怠データや、変動項目等の金額を入力しますと、残業手当や所得税、保険料の金額が自動計算されます。

【勤怠】
時間の入力は、［会社情報］で登録した「60進法」または「10進法」に従って行ないます。なお、日数や、回数の入
力は、すべて「10進法」で行ないます。（例：欠勤日数が１日半あれば、「１.５」と入力します。）

タイムカード入力処理を行い、「集計登録」を行った場合は、「遅刻早退時間」「時間外勤務時間（普通）」「時間外勤
務時間（深夜）」「時間外勤務時間（休日・法定）」「時間外勤務時間（休深・法定）」は既に書き込まれています。

●所定日数
給与入力処理の最初の画面（検索条件入力）に、給与体系毎に当月所定日数を入力しますが、その日数が表示され
ます。ここで変更もできます。い。

●勤務日数
社員が実際に出勤した日数を入力します。日給者の場合は［社員情報の基本給］× ［勤務日数］＝［給与明細の基本給］
となります。有休消化日数は含みません。

●時間外勤務時間（普通）
平日の普通残業の合計時間を入力します。

●時間外勤務時間（深夜）
平日の深夜残業の合計時間を入力します。

●時間内深夜
就労時間内で深夜勤務が発生した場合の入力欄です。
※給与体系登録の賃金規定、平日深夜残業時間内（加算分）の割増率で金額が加算されます。

●時間外勤務時間（休日・法定以外）
休日（法定以外）の普通残業の合計時間を入力します。

●時間外勤務時間（休日・法定）
休日（法定）の普通残業の合計時間を入力します。

「遅刻/早退回数」～「有休残」
までの項目は、入力on/offの設
定ができます。例えば、「欠勤日
数（一般）」～「公休日数」欄は
めったに入力することがないと
いった場合、「欠勤日数（一般）」
～「公休日数」の各項目名をク
リックすると、各入力欄がオレ
ンジ色に変わり、入力不可とな
るので、効率よく入力すること
ができます。再び項目名をクリ
ックすることにより、また入力
可となります。
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『休日（法定）』と『休日（法定以外）』について
法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないと
されている休日です。従って、「時間外勤務時間（休日・法定）」とは、法定休日に時間外勤務を行った時間数になります。
一方「時間外勤務時間（休日・法定以外）」とは、法定休日以外の休日（=法定外休日）に時間外勤務を行った時間数です。
これらは、給与体系の「賃金規定」画面の割増率（「休日普通残業（法定）」と「休日普通残業（法定以外）」）にそれぞれ対
応しています。つまり、「時間外勤務時間（休日）」について、２種類の割増率の設定ができるということです。
※１種類の割増率しか必要ない場合は、どちらを使っても支障ありませんが、どちらか一方に決めて、もう一方に間違って
入力しないようにしてください。（月により入力欄が違いますと、年間集計等を正しく行うことができません。）「時間外勤務
時間（休日深夜）」についても、同様です。

●勤務時間（上：残業含む）
時間外勤務時間を含んだ、勤務時間を入力します。金額には影響しません。

●勤務時間（下：基準内）
時間外勤務時間を含まない、就業時間内での勤務時間の入力欄です。勤務時間（上：残業含む）から、時間外勤務
時間の合計と、遅刻早退時刻をマイナスした時間数が自動計算されます。

時給者の場合は、［社員情報の基本給］× ［勤務時間（基準内）］＝［給与明細の基本給］となります。勤務時間

（基準内）は、時給者以外の金額には関係しません

●遅刻/早退（回数）
遅刻/早退の回数を入力します。（計算には関係しません。）

●遅刻/早退（時間）
遅刻/早退の時間を入力します。

●欠勤日数（一般）
病傷以外の欠勤がある場合、その日数を入力します。

●欠勤日数（病傷）
病傷の欠勤がある場合、その日数を入力します。

給与明細書（帳表）には、「欠勤日数（一般）」「欠勤日数（病傷）」が合計されて、［欠勤日数］として印字されます。

（欠勤控除は、［欠勤日数］で計算されます。）　支給控除一覧表・賃金台帳には「欠勤日数（一般）」「欠勤日数（病傷）」が
別々に集計・印字されます。

●公休日数
欠勤扱いにしない、代休や特別休暇（年次有休休暇以外）がある場合、その合計をここに入力します。

●有休日数
年次有給休暇の日数を入力します。

●有休残
給与入力処理が「最新」で、はじめて勤怠入力を行う場合に、社員情報の有休残からコピーされます。有休(消化
日数・時間数)を入力すると有休残(日数・時間数)が自動計算されます。「最新」の場合、給与明細を登録すると、
同時に社員情報の「有休残」も更新されます。）

●計算手当１～５
「計算手当」の名称が表示されますので、それぞれの回数や日数等を入力します。

{計算手当（給与体系登録画面で設定）の単価（社員情報に登録）}× （回数）＝計算手当の金額

●計算控除１～５
「計算控除」の名称が表示されますので、それぞれの回数や日数等を入力します。

{計算控除（給与体系登録画面で設定）の単価（社員情報に登録）}× （回数）＝計算控除の金額
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●扶養人数
社員情報に登録されている人数が、給与データの扶養人数として読み込まれ、表示されます。ここで変更できます
が、変更した人数は、給与データには保存されますが、社員情報には保存されません。

【支給額】
《手当項目名》
会社情報および給与体系登録画面で入力した名称が表示されます。
青色の欄は、会社情報で登録した、共通手当です。肌色の欄は給与体系別手当（最大１３）です。給与体系別手当は、
名称が、空欄（未設定）の場合、金額の入力はできません。共通手当は、名称が空欄でも、入力可能です。

●基本給
日給者、時給者の基本給は勤怠データが入力済みの場合にのみ、自動計算されます。
［月給者］［日給月給者］・・社員情報に登録されている「基本給」。
［日給者］ ・・・・・・・・社員情報に登録されている「基本給」× 「勤務日数」。
［時給者］ ・・・・・・・・社員情報に登録されている「基本給」× 「勤務時間（基準内）」。

●給与体系別手当１～手当１３
各給与体系別の手当毎に設定されている区分（［固定手当］［変動手当］［計算手当］）により、下記のように自動表
示されます。
［固定手当］・・・・・・・社員情報に、手当金額が入力されている場合、金額が自動表示されますが、手入力もできます。
［変動手当］・・・・・・・手当金額を手入力します。
［計算手当］・・・・・・・勤怠データに、回数が入力されていれば、社員情報に登録されている「計算手当単価」×「回数」。

●通勤手当
通勤手当のうち、非課税分の金額を入力する欄です。当月が、(社員情報に登録されている)交通費の「基準月+(支
給サイクルの倍数)」に該当する場合、交通費の金額が自動的に表示されます。（手入力も可能です。）なお、支給
金額の合計が、非課税限度額を上回る場合、サイクル１に設定されている支給金額で、課税・非課税を自動計算し
ます。従って、サイクルが２つ以上ある場合で、１月の支給金額が非課税限度額を越える場合は、手入力で修正し
てください。(非課税限度額を上回っているかどうかは、社員情報の「支給区分」と会社情報の「交通費非課税限
度額」の表により判別します。)

●課税通勤手当
通勤手当のうち、課税分の金額を入力する欄です。サイクル１に設定されている支給金額が非課税限度額を越えて
いる場合、その課税分が自動的に表示されます。サイクル２・３も使用している場合は、課税限度額の自動計算は
されませんので、手入力してください。

●平日普通残業（※項目名は、会社情報の「共通手当控除名称」で変更できます。）
※勤怠データに平日普通残業時間が入力されている場合、下記のように自動的に計算されます。
［１］社員情報の、個人別単価に０以外の金額が入力してある場合
◎平日普通残業手当　＝　個人別普通残業単価× 残業時間

［２］社員情報の、個人別単価が０の場合
◎ 平日普通残業手当 　＝　（給与体系に設定されている計算式による単価）× 残業時間× 割増率

●平日深夜残業（※項目名は、会社情報の「共通手当控除名称」で変更できます。）
※勤怠データに平日深夜残業時間が入力されている場合、 下記のように自動的に計算されます。
［１］社員情報の、個人別単価に０以外の金額が入力してある場合
◎平日深夜残業手当＝個人別深夜残業単価　× 　平日深夜残業時間

［２］社員情報の、個人別単価が０の場合
◎ 平日深夜残業手当＝（給与体系に設定されている計算式による平日深夜残業単価）× （平日深夜残業時間× 割増率）

●休日普通残業（※項目名は、会社情報の「共通手当控除名称」で変更できます。）
※勤怠データに休日普通残業時間（法定以外）または休日普通残業時間（法定）が入力されている場合、自動的に
計算されます。
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［１］社員情報の、個人別単価に０以外の金額が入力してある場合
◎休日普通残業手当（法定以外）＝個人別休日普通残業単価（法定以外） × 　休日普通残業時間（法定以外）
◎休日普通残業手当（法定）　　＝個人別休日普通残業単価（法定）　　× 　休日普通残業時間（法定）

■休日普通残業手当　＝　休日普通残業手当（法定以外）+　休日普通残業手当（法定）
［２］社員情報の、個人別単価が０の場合
◎休日普通残業手当（法定以外）
＝（給与体系に設定されている計算式による休日普通残業単価）× 休日普通残業時間（法定以外）× 割増率（法定以外）

◎休日普通残業手当（法定）　　
＝（給与体系に設定されている計算式による休日普通残業単価）× 休日普通残業時間（法定）× 割増率（法定）
■休日普通残業手当　＝　休日普通残業手当（法定以外）+　休日普通残業手当（法定）

●休日深夜残業（※項目名は、会社情報の「共通手当控除名称」で変更できます。）
※勤怠データに休日深夜残業時間（法定以外）または休日深夜残業時間（法定）が入力されている場合、自動的に
計算されます。
［１］社員情報の、個人別単価に０以外の金額が入力してある場合
◎休日深夜残業手当（法定以外）＝個人別休日深夜残業単価（法定以外）× 休日深夜残業時間（法定以外）
◎休日深夜残業手当（法定）　　＝個人別休日深夜残業単価（法定）× 休日深夜残業時間（法定）
■休日深夜残業手当　＝　休日深夜残業手当（法定以外）+　休日深夜残業手当（法定）

［２］社員情報の、個人別単価が０の場合
◎休日深夜残業手当（法定以外）
＝（給与体系に設定されている計算式による単価× 休日深夜残業時間（法定以外）× 割増率（法定以外）

◎休日深夜残業手当（法定）　　
＝（給与体系に設定されている計算式による単価× 休日深夜残業時間（法定）× 　割増率（法定）
■休日深夜残業手当　＝　休日深夜残業手当（法定以外）+　休日深夜残業手当（法定）

●遅刻早退控除
※勤怠データに遅刻/早退時間が入力されている場合、自動的に計算されます。
［１］社員情報の、個人別単価に０以外の金額が入力してある場合
◎遅刻早退控除　＝　個人別遅刻早退単価× 遅刻早退時間

［２］社員情報の、個人別単価が０の場合
◎遅刻早退控除　＝　給与体系に設定されている計算式による遅刻早退単価× 遅刻早退時間× 割増率

●欠勤控除
※勤怠データに欠勤日数が入力されている場合、自動的に計算されます。
［１］社員情報の、個人別単価に０以外の金額が入力してある場合
◎ 欠勤控除　＝　欠勤単価× 欠勤日数× 割増率

［２］社員情報の、個人別単価が０の場合
◎欠勤控除　＝　給与体系に設定されている計算式による欠勤単価 × 　欠勤日数　× 　割増率

●課税手当合計ー＞自動計算。手入力できません。
支給額合計- 非課税手当計。

●非課税手当計 ー＞自動計算。手入力できません。
通勤手当＋非課税手当（給与体系別手当で、［非課税］となっているもの）の合計。

●支給額合計 ー＞自動計算。手入力できません。
基本給＋給与体系別手当１～１３＋通勤手当＋課税通勤手当＋残業手当（４種類）ー遅刻早退控除ー欠勤控除。
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【控除額】
《控除項目名》
会社情報および給与体系登録画面で入力した名称が表示されます。
青色の欄は、会社情報で登録した、共通控除です。肌色の欄は給与体系別控除（最大１６）です。給与体系別控除は、
名称が、空欄（未設定）の場合、金額の入力はできません。共通控除は、名称が空欄でも、入力可能です。

●健康保険料
社員情報の健康保険料(介護保険料含む)を自動表示。手入力可。(介護保険料欄外表示)

●厚生年金保険料
社員情報の厚生年金保険料を自動表示。手入力可。

●厚生年金基金保険料
社員情報の 厚生年金基金保険料を自動表示。手入力可。

健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料は、会社情報の社会保険料控除が「翌月」の場合、社員の入社
月の給与には自動表示されません。

●雇用保険料
給与体系の雇用保険率が「料額表A欄」または「料額表B欄」で、社員情報の雇用保険欄が「自動計算」となって
いる場合のみ、自動表示します。

●社会保険合計
健康保険料～雇用保険料の合計です。手入力できません。

●課税対象額
（課税手当合計）- （社会保険合計）。自動計算されます。手入力できません。

●源泉所得税
自動計算されます。手入力も可能です。一度手入力しても、「再」のボタンをクリックすると、再度自動計算させ
ることができます。

●住民税
社員情報に登録されている金額が、自動表示されます。手入力も可能です。

●給与体系別控除１～16
［固定控除］　社員情報に、控除金額が入力されている場合、自動表示されますが、手入力 もできます。
［変動控除］　控除金額を手入力します。

●控除額合計
社会保険合計＋源泉所得税＋住民税＋給与体系別控除１～１６の合計。手入力できません。

●差引支給額（差引支給額の2段下）
[支給額合計]- [控除額合計]の金額が自動計算されます。

●前月調整（差引支給額の１段下）
「最新」処理で、初めて給与明細入力を行なう場合のみ、社員情報の「前月調整」金額を表示します。手入力でき
ます。

●端数調整 （差引支給額の２段下）
「最新」処理の場合、給与体系情報の、端数処理に端数処理単位が登録されている場合のみ、自動計算します。

●合計支給額
[差引支給額]＋[前月調整]- [端数調整]



第３章- 給与計算処理

給与計算処理 - III-13

●現金支給～銀行振込2
社員情報の支払方法に基づいて自動計算されます。手入力もできます。
※銀行振込（１または２）欄に金額が表示されるべきところ、表示されない場合：

→社員情報の振込先銀行、預金種目、口座番号、依頼銀行、支給区分（定率100%）等が、正しく設定されているか
ご確認ください。→　預金種目、支給区分は、ポップアップメニューをクリックして、再度選び直してください。

※現金振込欄に金額が表示されるべきところ、表示されない場合：
→社員情報の現金欄の支給区分（定率100%） が正しく設定されているかどうかご確認ください。
→　支給区分は、ポップアップメニューをクリックして、再度選び直してください。

●備考
社員情報に登録されている内容が表示され、手入力による変更も可能です。ここで変更した備考は、給与明細の備
考として保存されます。

【ボタンの説明】

●詳細
「詳細」ボタンをクリックすると、残業単価や割増率等、より詳しい情報を見ることができます。下図のＡ～Dの入
力欄はどちらの画面で入力しても構いません。

支払基準額：基本給+残業対象手当の合計
割増前単価：右計算式(給与体系)によって計算された単価

※日給月給者のみ。

Ａ ＡB BC C

D
D

詳細ボタン

戻るボタン

60進入力の場合の、
10進換算の時間数
各手当の割増率
(給与体系より)
割増単価

残業手当等

給与体系に保
存されている
各単価の端数

↓給与体系(賃金規定)で選択する計算式

(1)平日普通残業+平日深夜残業(時間外)+休日普通残業(法定以外)+休日
深夜残業(法定以外)=(Ａ)の合計時間数のうち、45時間超60時間以
下の時間数

(2)平日普通残業+平日深夜残業(時間外)+休日普通残業(法定以外)+休日
深夜残業(法定以外)=(Ａ)の合計時間数のうち、60時間超の時間数

Ａ

「遅刻/早退回数」～「有休残」までの項目は、入力on/offの設定ができます。例え
ば、「欠勤日数（一般）」～「公休日数」欄はめったに入力することがないといった
場合、「欠勤日数（一般）」～「公休日数」の各項目名をクリックすると、各入力欄
がオレンジ色に変わり、入力不可となるので、効率よく入力することができます。
再び項目名をクリックすることにより、また入力可となります。
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●月割交通費
交通費のサイクルが2以上（2ｶ月以上まとめて支給する）の場合、1ｶ月分に換算した交通費を表示します。算定基
礎届、月額変更届は、月割交通費が集計されます。

●前月複写
前月給与の各手当、控除金額と、扶養人数が、当月給与の各項目に複写されてきます。当月が、最新月であれば、
所得税、雇用保険料等は再計算されます。（再計算させたくないときは、実績入力で行ってください。）　※勤怠デ
ータは複写されません。

●社員情報へ
給与明細書を表示中の社員の社員情報の表示・変更を行ないます。（社員コードや給与体系コードの変更や、削除は
できません。）変更内容を社員情報に保存するには、「登録」ボタンをクリックします。次に、「変更した内容を給与
明細に反映させますか？」の画面が表示されるので「はい」をクリックすると、〔氏名・部課・役職・税区分・給与区
分・雇用保険・扶養人数を再読み込みします。〕の確認画面が表示されます。「はい」をクリックすると、社員情報の変
更内容を給与データに反映させることができます。

●前へ、次へ
表示中の給与明細を保存して、次（前）の社員の給与明細書を表示します。

●登録
表示中の給与明細を保存して、元の一覧画面まで戻ります。

●［最新］（新規　または　変更）

今までに処理済の月の中で最も新しい（数字の大きな）月の処理をしている時、［最新］と表示されます。この時には、社
会保険料・源泉所得税・残業手当・欠勤控除・遅刻早退控除・現金，振込1，振込2の計算がすべて自動で行なわれます。
その他、次の処理が行なわれます。
(1)　登録すると［有休残］が社員情報の有休残に書き込まれます。
(2)　［交通費］の支給額が自動表示され、登録すると会社情報の［前回支給月］が更新されます。
(3)　登録すると、［端数調整］の金額が会社情報の［前月端数残］に書き込まれます。
★★初回（最新・新規）の時だけの処理
(1)［最新］のときで、［勤怠データ入力］を初めて行なうときは、社員情報の［有休残］が、勤怠データの［有休残］
に表示され、［有休］欄に数字が入力されると、［有休残］は自動計算されます。（有休残の手入力も可能です。）
(2)［最新］のときで、［給与明細入力］を初めて行なうときは、社員情報の［前回調整額］が、給与明細の［前月端数
残］に表示されます。

＊これに対し、最新の月より前のデータの処理をする場合はすべて［遡り］の処理になります。

●［遡り］（新規　または　変更）

社会保険料・源泉所得税・残業手当・欠勤控除・遅刻早退控除・現金，振込1，振込2の計算は自動計算されませんので、
これらはすべて手入力します。　（［課税手当合計］［非課税手当計］［支給額合計］［社会保険料合計］［課税対象額］［控
除額合計］［差引支給額］［合計支給額］のように集計項目となっている場合は自動計算されます。）

［最新］と［遡り（さかのぼり）］　について
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↑その月の給与明細書を初回開く時、社員情報に
保存されている有休残日数、有休残時間数が給与
明細書の有休残に自動的に入ります。

↓給与明細書を登録すると、社員情報の当
年取得日数、時間数、時間単位取得日数、
時間数、残数が更新されます。

↑その月の給与明細書を初回開く時、社員情報に
保存されている有休残日数、有休残時間数が給与
明細書の有休残にも自動的に入ります。

(2)●有休残の自動付与(会社情報)「する」ときで、当月が付与月(年度更新月)のとき

(1)●有休残の自動付与(会社情報)「しない」とき、または、
●有休残の自動付与(会社情報)「する」ときで、当月が付与月(年度更新月)でないとき

↑有休日数，時間数を入力
すると有休残が自動計算さ
れます。☆マークは有休残
未更新の状態を表します。

↑給与明細書を登録すると同時に、社員情報の有休残の更新，有休付与
が行なわれます。この例ですと、旧年度の有休残は27日と1時間(給与
明細入力画面より)です。このうち、新年度に繰り越されるのは旧年度
付与の18日分のみです。それと新年度分として19日付与されます。
当年取得日数、時間数、時間単位取得日数、時間数はすべて0になりま
す。残数は、前年繰越+当年付与となります。
次に、社員情報に連動して、給与明細書の有休残も新年度用に書き変わ
ります。

【給与明細変更のとき】(いったん登録後、再度開いた時)

【給与明細新規入力のとき】

給与明細登録後に、有休取得日数・時間数の変更を行なうときは、「有休入力」
または「詳細」ボタンをクリックして、詳細画面を表示させます。前年度の有休
の変更なら、「締前有休」欄、新年度の有休の入力なら「締後有休」欄にそれぞ
れ入力します。

新年度の残→
(残繰越と新年
度付与済)

給与明細登録時の「有休残」の自動計算について

↓社員情報(給与明細登録前)

↑有休日数，時間
数を入力すると有
休残が自動計算さ
れます。

↓給与明細入力画面 ↓社員情報(給与明細登録後)

↓社員情報(給与明細登録前) ↓給与明細入力画面 ↓社員情報(給与明細登録後)
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■給与締日に一括して全員に有休付与している場合（一括付与）

■給与の締日に関係なく、(社員の入社日によって)有休付与日を設定している場合

→　毎年決まった月の締日に一括付与している場合や、毎月の締日に、その月が入社月にあたる社員に一括付与している場合は、
有休自動付与が問題なく使用できます。
■例　20日締。入社月により、付与月を決定し、（→例：1月入社の場合は6月に付与等。）毎月20日に有休付与する場合。
（または毎年決まった月の20日に全員に付与する等。）
毎月、給与データ登録時、有休の自動付与が行われます。あるいは、毎年決まった月の給与データ登録時、有休の自動付
与が行われます。（自動付与「する」という設定の時のみ）

→　有休付与のタイミングが、給与締日と一致していない場合は、注意が必要です。
■例１　2010年2月21日入社の社員　→ 8月20日で入社後6ヶ月。(8月21日から有休休暇を取得することができます。)　

Ａ．20日締、当月払いの場合　→　有休付与日と、給与締日が一致しているので問題ありません。
8月分(7/21～8/20)給与データ登録時、有休の自動付与が行われます。（自動付与「する」という設定の時）

B．20日締、翌月払いの場合　→　有休付与日と、給与締日が一致しているので問題ありません。
9月分(8/21～9/20)給与データ登録時、有休の自動付与が行われます。（自動付与「する」という設定の時）

C．末日締、翌月払いの場合　→　有休付与日と、給与締日が不一致なので運用上の注意が必要です。
9月分(8/1～8/31)給与データ登録時、有休の自動付与が行われます。（自動付与「する」という設定の時）
※最初、8/1～8/20(前年度)までの有休消化日数入力後、登録。次に、8/21～8/31(新年度)の有休消化日数を「締後有休」
に入力します。これは新年度の有休消化として残数計算されます。一方、8/1～8/20の有休消化日数の変更は、「締前有休」
に入力して行います。（これは新年度有休残とは連動しません。）

■例２　2010年2月1日入社の社員　→　7月31日で入社後6ヶ月。(8月1日から有休休暇を取得することができます。)　
Ａ．20日締、当月払いの場合　→　有休付与日と、給与締日が不一致なので運用上の注意が必要です。
8月分(7/21～8/20)給与データ登録時、有休の自動付与が行われます。（自動付与「する」という設定の時）
※最初、7/21～7/31(前年度)までの有休消化日数入力後、登録。次に、8/1～8/20(新年度)の有休消化日数を「締後有休」
に入力します。これは新年度の有休消化として残数計算されます。一方、7/21～7/31の有休消化日数の変更は、「締前有休」
に入力して行います。（これは新年度有休残とは連動しません。）

B．20日締、翌月払いの場合→　有休付与日と、給与締日が不一致なので運用上の注意が必要です。
9月分(7/21～8/20)給与データ登録時、Aと同様に、有休の自動付与が行われます。（自動更新「する』とき）

C．末日締、翌月払いの場合　→　有休付与日と、給与締日が一致しているので問題ありません。
8月分(8/1～8/31)給与データ登録時、有休の自動付与が行われます。（自動付与「する」設定の時）

●有休付与のタイミングと有休残「自動付与」機能の使い方
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○3　ヒサゴGB1185 ←　この帳票はメーカー生産終了となっています。
○4　ヒサゴBP2046（はがき）
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○4　ヒサゴBP2120T（密封式）
レーザープリンタ・インクジェットプリンタで印字できる、密封用の
給与封筒です。

５．給与明細書印刷

1．各社員の給与明細書の画面から１人分ずつ印刷する方法
◎給与明細入力画面から、「明細書印刷」ボタンをクリックします。
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【用紙選択】
・明細書の用紙を、次の中から選択します。
■ドットプリンタ
○1　ヒサゴ専用用紙（GB401,153）
［テスト印字］ボタンがクリックできます。テスト印字を行って、
用紙の位置合わせを行なってください。
■レーザープリンタ、インクジェットプリンタ
○2　A4白紙用紙
網かけの有無、カラー印字するかしないかの選択ができます。A4白紙
用紙で印字した給与明細書は、ヒサゴMF30の窓封筒に対応しています。
また、郵送用をチェックすると、社員の住所も印字され、ヒサゴ型番
MF31の窓封筒に入れて、郵送することができます。
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２．給与一覧の画面から、全員、または社員を選択して給与明細書を印刷する方法
◎給与一覧画面の画面から「明細連続印刷」ボタンをクリックしますと、用紙選択等を行う画面が表示されます。

・用紙選択等については、「 1．各社員の給与明細書の画面から１人分ずつ印刷する方法」を参照してください。
・一覧に表示されている全員の給与明細書が印字されます。
・対象データを絞り込むには「[全件表示]←→[選択のみ表示]の切り替え」 をご参照いただき、先に対象データだけを表
示させておいてください。

●窓封筒（郵送用）に対応
・A4白紙用紙の「郵送用」にチェックを入れると、給与明細書、賞与明細書に、社員の住所が印字されるので、窓封筒
（ヒサゴMF31）に入れて、そのまま郵送することができます。

●窓封筒への入れ方

【摘要】
・摘要を全角20文字以内で入力します。
【明細書年月】
・明細書に印字される年月を変更したい場合は、変更します。
・［印刷開始］ボタンで印刷が始まります。

上に折りあげる

給与明細書の上から1/2よりやや下の破線の
位置を参考に、氏名が見えるように2つに折
って封筒（MF30T）に入れます。

１ ３２

【上マージン】
・約□ミリプラスの欄に数値を入れると、印字位置が現在より下に下がります。 印字位置が上すぎる場合は、上マー
ジンの数値を増やし、逆に下すぎる場合は数値を減らして調節してください。（マイナスの数値でも入力できます。）
【控の印刷】
・「○する」または　「○しない」のどちらかを選択します。
●カラー印字に対応
・給与明細書、賞与明細書の用紙選択画面に、「カラー印字」のチェックボックスをチェックすると、カラー（本人に
渡すもの：緑、控：青）で印字されます。
※注意　白黒で印字する場合は、必ずチェックをはずしてください。
●窓封筒（手渡し用）に対応
・給与明細書、賞与明細書を「白紙用紙」に印字した場合、窓封筒（ヒサゴMF30T）が使用できます。環境設定で、上マ
ージン、左マージンの調整ができます（全帳表共通。）また、給与明細書、賞与明細書の用紙選択画面でも、上マージンの
調整ができます（給与明細書、賞与明細書のみに有効）。　しかし、プリンタによりましては、調整を行っても、名前
の印字位置が窓の中にうまく納まらない可能性もありますので、必ず印字テストを行って下さい。
※旧レイアウトで印字したい時は、□旧レイアウトのチェックボックス　をチェックしてください。旧レイアウトでは、窓封筒

（ヒサゴMF30T）は使用できません。
●窓封筒への入れ方
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６．一括計算

「２給与入力の手順」に従って、給与一覧画面を表示させ、「一括計算」ボタンをクリックします。 

●一括計算が有効になる条件
【１】勤怠データIMPORTを行った場合

勤怠入力のみ「済」となりますが、計算は「未」のままです。
【２】「金額のみ」削除を行った場合

例えば、社員の給与の、支給金額や控除金額が変わったり、住民税や交通費の金額が変更になった場合、あらかじめ、
社員情報の該当する欄を変更の後、給与入力を行うのが、正しい手順です。これを、社員情報を変更しないまま給与入
力を行ってしまった場合、「その他」メニューの「給与データ一覧／削除」により、「金額のみ」削除実行を行うと、勤
怠データの入力内容をクリアせず、金額の部分だけをクリアすることができます。その後、社員情報を変更し、再度、
「２給与入力の手順」に従って、給与一覧画面を表示させ、一括計算　を行うと、簡単に給与金額の再計算を行うこと
ができます。対象データを絞り込むには、 「[全件表示]←→[選択のみ表示]の切り替え」 をご参照いただき、先に対
象データだけを表示させておいてください。

一括計算ボタン　↓

一括計算開始ボタン　↓

・入力済みの勤怠データと、最新の社員情報を元に、表
示中の全員について給与計算が行われます。
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７．チェックリスト印刷

給与明細データの入力内容に間違いかないかをチェックリストを印刷して確認します。チェックリストには、部門合計や全体
合計も出力されます。
「２給与入力の手順」に従って、給与一覧画面を表示させ、「チェック／タイム印刷」ボタンをクリックします。 対象データを絞り
込むには、 「[全件表示]←→[選択のみ表示]の切り替え」 をご参照いただき、先に対象データだけを表示させておいてください。

［全て０のデータを含む］
□チェックボックスをチェックすると、未入力あるいは、すべて０のデータも含めて出力されます。

［1.帳表を選択してください。］
○勤怠データチェックリスト
○タイムカード
○給与明細チェックリスト
どれかを選択します。

［2.社員明細出力の有無を選択してください。］
○社員明細出力する．．．社員各々の明細を出力します
○社員明細出力しない．．明細を出力しないで小計・合計だけを出力します

［3.小計方法］
○部門・課別に小計
○部門・役職別に小計
○小計なし
の中から選択します。

［ボタン］
○印刷開始．．．1～3の選択内容に従って、帳表が印刷されます。
○キャンセル．．．帳表は印刷されず、元の給与一覧画面に戻ります。
○総合計の画面表示．．．勤怠、支給、控除の各項目毎の合計が、画面に表示されます。

【総合計の画面表示】
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８．一覧印刷

給与明細データの入力内容に間違いがないかを、給与一覧を印刷して確認します。給与一覧には、部門合計や全体合計も出力
されます。
「２給与入力の手順」に従って、給与一覧画面を表示させ、「一覧印刷」ボタンをクリックします。
対象データを絞り込むには、「[全件表示]←→[選択のみ表示]の切り替え」 をご参照いただき、先に対象データだけを表示させて
おいてください。

９．タイトル変更

帳表に印字される「○年○月分給与」というタイトルを変更したい場合、変更できます。 。
「２給与入力の手順」に従って、給与一覧画面を表示させ、「タイトル変更」ボタンをクリックします。

タイトルを手入力で変更します。

10．帳表出力

給与一覧に表示中の給与に関して、「銀行振込依頼書」「金種一覧表」「住民税一覧表」「勤怠一覧表」「支給控除一覧表」を同
時に作成することができます 。
「２給与入力の手順」に従って、給与一覧画面を表示させ、「帳表出力」ボタンをクリックします。
※対象データを絞り込むには、「 12.[全件表示]←→[選択のみ表示]の切り替え」 をご参照いただき、先に対象データだけを表示させておい
てください。

○部門・課毎に小計
○部門・役職毎に小計
○小計なし（社員コード順）

どれかを選択し、印刷開始ボタンをクリックします。
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11．「全件表示」←→「選択のみ表示」の切り替え

一覧に表示されているデータの一部を処理対象にしたいときは、対象にしたいものを一覧からクリックします。複数選択したい場
合は、範囲指定（shitキーを押しながらクリック）または個別指定（Mac:コマンドキーを押しながらクリック，Windows:Ctrlキーを
押しながらクリック）を行います。その後、「全件表示」を「選択のみ表示」に切り替えますと、選択したデータのみ表示され、
それが処理対象となります。また「全件表示」に戻すと、元の全員が一覧に表示されます。

↓　選択のみ表示



12．EXPORT

給与一覧に表示中の給与データ、勤怠データを外部ファイルに書き出すことができます。
「２給与入力の手順」に従って、給与一覧画面を表示させ、「EXPORT」ボタンをクリックします。
（対象データを絞り込むには、  「12.[全件表示]←→[選択のみ表示]の切り替え」 をご参照いただき、先に対象データだけを表示
させておいてください。）

※書き出される外部ファイルの形式は、「SYLK」「TEXT」「CSV」の中からどれか選択できます。現在選択されてい
る形式が画面左下に表示されます。形式の変更は、環境設定（設定タブ）で行います。

○勤怠データのEXPORT
○給与明細（金額）データのEXPORT

どちらかを選択します。

□全て０のデータを含む
チェックすると、発生が全く無い社員の勤怠データについても、EXPORTされます。
□集計マクロ用データ
給与ソフトに添付しています、集計用マクロシートで集計したいときは、これをチェックして、EXPORTします。

※【集計用マクロシートの使い方】
集計用マクロシートは、[Mac版]は「データ」フォルダの中の「EXPORT」フォルダの中に、[Windows版]は「data」
フォルダの中に収められています。

１）【勤怠データ集計表】 「shukei_kintai.xls」をダブルクリックして開きます。

【Windows】下のウィンドウが表示されたら、「マクロ　　　　　
を有効にする」をクリックします。
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【Macintosh】下のウィンドウが表示されたら、「OK」→「マクロ
を有効にする」をクリックします。
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２）【給与データ集計表】　「shukei_kyuyo.xls」をダブルクリックして開きます。「給与データ取込」ボタンをクリ
ックすると、給与データが取り込まれ、集計されます。ここで数値の変更も可能です。

３）【賞与データ集計表】 「shukei_shoyo.xls」をダブルクリックして開きます。「賞与データ取込」ボタンをクリ
ックすると、賞与データが取り込まれ、集計されます。ここで数値の変更も可能です。

■各マクロシートは「読み取り専用」のため、上書き保存はできません。
保存する場合は、ファイルメニューから「別名で保存」を選択してください。
■続けて、別のファイルの集計を行いたい時は、一旦ワークシートを閉じて、再度ダブルクリックして開いて下さい。

マクロシートが開きます。給与計算の時間入力方法に従って「勤怠データ（10進）取込」または「勤怠データ（60進）取込」
ボタンをクリックすると、勤怠データが取り込まれ、集計されます。ここで数値の変更も可能です。

←給与体系別手当・控除名
←共通手当控除名

←給与体系手当・控除名
←共通手当控除名
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３．タイムカード・勤怠入力
１．タイムカード・勤怠入力とは

タイムカードデータ、あるいは、勤怠データだけを入力する処理です。金額は自動計算されますが、表示されませんので、
金額を見せたくない入力担当者に、入力を依頼する時などに使用します。（ユーザーレベル「入力者A」の担当者は、「タ
イムカード入力・勤怠入力」のメニューしか使用できません。）
タイムカードデータは、手入力の他、外部ファイルからの取込み（IMPORT）ができます。MAX社製のタイムレコーダー
「タイムロボ」のデータの直接取込みを行うことも可能です。

２．タイムカード・勤怠入力の手順

１．給与メニューから、「タイムカード・勤怠入力」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されますので条件を入力後、「入力へ」ボタンをクリックします。

●支給月
給与を支給する月をクリックして選択します。

●支給月日
会社情報に登録されている支給日をもとに、支給月日が表示されますが、実際と違う場合は、実際の支給月日を手
入力します。（本来の支給日が会社の休日のため、繰り上げて支給した場合等。）

●部門コード、役職コード、給与体系コード、勤務体系コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何も指定しません。

●給与区分
「月給者」「日給月給者」「日給者」「時給者」のうち、検索対象者をすべてチェックします。

●処理区分
「勤怠データ未入力の社員のみ」「休職者を除く」のどれかに絞って検索する場合、チェックします。(休職者の今月
分の給与データが既に作成済みの場合は、「休職者を除く」にチェックしても休職者は検索されます。)

●当月所定日数
その月の必要勤務日数を給与体系毎に登録します。所定日数が全給与体系同じ場合は、「一括入力」ボタンをクリ
ックして、一括設定できます。
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３．タイムカード入力

１．「３．タイムカード・勤怠入力の手順」に従って、勤怠一覧画面を表示させ、社員をダブルクリックすると、勤怠入力画面が表示さ
れます。この画面から、「タイムカードへ」ボタンをクリックします。

２． タイムカード入力画面が表示されます。「2.給与入力 - 3 .タイムカード入力」の説明をご参照ください。
タイムカード入力後、「集計登録」ボタンをクリックすると、各項目の合計が計算され、「１」の画面に戻ります。
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４．勤怠入力

１．「３.タイムカード・勤怠入力の手順」に従って、勤怠一覧画面を表示させ、社員をダブルクリックすると、勤怠入力画面が表示され
ます。

２．各項目の説明は、「2.給与入力ー5 .給与明細入力」の説明をご参照ください。　勤怠データを入力すると、（画面に表示はされませ
んが、）給与の金額や保険料、所得税等も自動計算されます。後で、「2.給与入力ー5.給与明細入力」の手順に従って、給与明細の金額を
画面で確認・変更することができます。

「遅刻/早退回数」～「有休残」
までの項目は、入力on/offの設
定ができます。例えば、「欠勤日
数（一般）」～「公休日数」欄は
めったに入力することがないと
いった場合、「欠勤日数（一般）」
～「公休日数」の各項目名をク
リックすると、各入力欄がオレ
ンジ色に変わり、入力不可とな
るので、効率よく入力すること
ができます。再び項目名をクリ
ックすることにより、また入力
可となります。
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５．MAXタイムカードデータ読込み

MAXタイムレコーダーのCSVファイルの読込みができます。打刻1～打刻6の最大6回の打刻から、自動的に出勤、退勤時刻、外出再入
時刻（外出再入1回の場合のみ）を判断します。また、タイムカードデータを手入力した時と同じように、実働、早出、外出、残業、遅
刻早退時間を自動計算します。（2回以上外出がある場合は、外出再入時刻は入らず、合計外出時間だけ算出されます。）

１．設定メニュータブの「環境設定」ボタンをクリックして、「IMPORT/EXPORT形式」を「CSV」に設定保存します。

２．「３.タイムカード・勤怠入力の手順」に従って、勤怠一覧画面を表示させ、「MAXタイムカードデータ読込み」ボタンをクリックし
ます。

３．機種選択画面で、タイムレコーダーの機種をどれか選び「開始」ボタンをクリックします。

４．次に、読込むタイムカードデータを開きます。



５．表示されている選択期間が違っていれば、ポップアップから正しく選択しなおして、「次へ」ボタンをクリックします。

６．読込まれたタイムカードデータのNOと、社員情報の対応付け画面が表示されます。

７．タイムカードNOの割当が完了したら、「タイムカードデータ作成へ」のボタンをクリックします。確認画面で「OK」ボタンをクリ
ックすると、残業時間帯登録画面が表示されます。設定後、「登録」ボタンをクリックします。

８．当月のタイムカードデータ読込が初めてで、タイムカードデータ手入力も全く行っていない場合は、次に休日設定画面が表示されま
す。会社の休日に、チェックします。ここでチェックされた日に出勤した場合、休日出勤とみなされます。チェックし終えたら、「登録」
ボタンをクリックします。

Ａ．読み込まれたデータのタイムカードNO「11」を「010001」石岡さんに割り当てる場合。
・右枠の「010001」石岡さんをクリックして、次に、左枠のNO「11」をダブルクリックします。
すると、右枠の「010001」石岡さんのタイムカードNOに「11」が入り、左枠のNO「11」の右側に「済」
という文字が入ります。

Ｂ．Ａで割り当てたNOを取り消したい場合。
・右枠の、NO「11」が割り当てられた「010001」石岡さんをダブルクリックします。
すると、右枠の「010001」石岡さんのタイムカードNOは「0」に戻り、左枠のNO「11」の右側に「未」
という文字が入ります。

Ｃ．Ａで割り当てたNOを他のNOに変更したい場合。
・直接変更はできないので、Ｂの方法で、いったん「0」に戻した後、「Ａ」の方法で再度設定して下さい。
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９．タイムカードデータの作成が終わると、元の勤怠入力一覧に戻ります。今回読込まれたデータには、●印がついています。画面上部
の「全件表示」を、「タイムカード読込み社員のみ表示」に切り替えることができます。

１０．タイムカードを連続印刷するには、「チェックリスト・タイムカード印刷」ボタンをクリックします。帳表の選択で、タイムカー
ドを選んでください。用紙はＡ4横方向で印刷して下さい。

１１．読込まれたタイムカードを画面で確認するには、一覧からどれかダブルクリックしますと、勤怠データ入力画面が表示されますの
で、「タイムカード画面へ」ボタンをクリックします。　［３.タイムカード・勤怠入力■３．タイムカード入力を参照］　 すると、読込
んだタイムカードデータから、出勤、退勤、外出、早出、残業時間等を自動集計したタイムカードデータが表示されます。打刻忘れや、
間違い等は、この画面で修正することが可能です。さらに、「読込みデータ表示」ボタンをクリックすると、読込まれた生データを確認
することができます。個別印刷も可能です。

←　会社情報（設定メニュー）で休日として設定された曜日は
あらかじめ休日扱いとなり赤字で表示されます。それ以外の祝
日や休業日があれば、□休日欄にチェックをいれま

[勤怠データ入力画面] 一覧からダブルクリック
すると表示されます。

[タイムカード入力画面] 読み込み後、BIZTREK
給与に合わせて処理済のタイムカードデータです。

[タイムカード(読込データ)画面] 読み込み後、
処理前のタイムカードデータです。



４．給与実績入力  「BIZTREK給与Perfect」
１．給与実績入力とは

給与実績入力は、「BIZTREK給与Standard」「BIZTREK給与Perfecdt」を年の途中から導入した場合、導入月以前の給与デー
タを入力する処理で、実際の支給記録を見ながら入力を行ないます。通常の給与入力や賞与入力処理と並行して行えます。給
与実績入力の方法には、通常の給与入力と同じ手順で行う「給与実績入力」と、個人別に行う「給与実績入力（個人別）」の
２種類あります。
※実績入力では、交通費の自動表示や、残業手当、社会保険料、源泉所得税等の自動計算は行われませんので、支給実績どおり手入力し
てください。合計項目は自動計算されます。

２．給与実績入力の手順

１．給与メニューから「給与実績入力」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されます。検索条件の入力については、「2.給与入力　■2.給与入力の手順」と同じです。 検
索条件入力画面が表示されますので条件を入力後、「給与入力へ」ボタンをクリックします

第３章- 給与計算処理

給与計算処理 - III-31



第３章- 給与計算処理

給与計算処理 - III-32

５．給与実績入力（個人別）  「BIZTREK給与Perfect」
１．給与実績入力（個人別）とは

給与実績入力は、「BIZTREK給与Standard」「BIZTREK給与Perfecdt」を年の途中から導入した場合、導入月以前の給与デー
タを入力する処理で、実際の支給記録を見ながら入力を行ないます。通常の給与入力や賞与入力処理と並行して行えます。
※実績入力では、交通費の自動表示や、残業手当、社会保険料、源泉所得税等の自動計算は行われませんので、支給実績どおり手入力し
てください。合計項目は自動計算されます。

「４．給与実績入力」が、月を決めて、社員１人ずつの給与支給実績を入力していくのに対し、「５．給与実績入力（個人別）」は、社員１人
を固定して、各月の給与支給実績を入力していくのに適しています。

２．給与実績入力（個人別）の手順

１．給与メニューから「給与実績入力（個人別）」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されます。

３．「給与入力へ」ボタンをクリックすると、給与実績入力画面が表示されます。画面や操作方法は、給与入力と同じです。

●支給月
給与の支給月を選択します。

●支給月日
支給する月日を入力します。

●社員コード
実績入力する社員コードを選択します。（参照ボタンで一覧から選択できます。）

●社員コード
実績入力する社員コードを選択します。（参照ボタンで一覧から選択できます。）



第３章- 給与計算処理

６．勤怠データIMPORT 「BIZTREK給与Perfect」

１．勤怠データIMPORTとは

外部ファイルに保存された勤怠データをIMPORTします。（タイムカードデータや勤怠データを手入力する場合や、タイ
ムカードデータを読込む場合は、「勤怠データIMPORT」を行う必要はありません。）　IMPORTするファイル形式の設定
は、SYLK、TEXT、CSVのどれか選択できます。（「設定」メニュー「環境設定」ボタン）

残業時間などの「時間」の入力は、10進法、60進法にかかわらず、「数値」で入力してください。例：5時間45分であれば、60進
の場合、数値で「5.45」、10進の場合、「5.75」と入力してください。（時間と分の間は、小数点で区切ってください。）

２．勤怠データIMPORTの手順(基本操作)

１．「設定」タブの「環境設定」から、IMPORT・EXPORT形式を読込む元のデータ形式に変更し、保存します。
２．給与メニューから「勤怠データIMPORT」を選択します。
３．元データの種類を選択する画面が表示されますので、どれか選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

部門コード(文字)==課コード(文字)==社員コード(文字)==氏名（空欄でもよい）==所定日数(数値)==勤務日数(数
値)==勤務時間(数値)==普通残業時間(数値)==深夜残業時間(数値)==休日残業時間・法定(数値)==休日残業時間・
法定以外(数値)==休日深夜残業時間・法定(数値)==休日深夜残業時間・法定以外(数値)==有給日数(数値)==公休
日数(数値)==一般欠勤(数値)==病傷欠勤(数値)==遅刻回数(数値)==遅刻時間(数値)==有休残(数値：最新・新規の
場合自動計算されるので、0でOK)==計算手当1回数(数値)==計算手当2回数(数値)==計算手当3回数(数値)==計算
手当4回数(数値)==計算手当5回数(数値)==計算控除1回数(数値)==計算控除2回数(数値)==計算控除3回数(数値)==
計算控除4回数(数値)===計算控除5回数(数値)
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３．Maxタイムロボ用集計ソフト「楽々勤怠」で集計後のデータを読込む

１．「設定」タブの「環境設定」から、IMPORT・EXPORT形式を「CSV」に変更します。

２．「２．勤怠データIMPORTの手順」の、元データの種類を選択する画面で、『 Maxタイムロボ用集計ソフト「楽々勤怠」で
集計後のデータを読込む』を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

３．支給月を選択し、当月所定日数を入力します。次に、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。
※元のデータにあり、BIZTREK給与に無い項目については、読み飛ばされます。

４．確認の画面が表示されるので、「はい」のボタンをクリックします。
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５．次に、読込む元データを開きます。

６．.読込まれた勤怠データの一覧が表示されます。ここで、「データ保存」ボタンをクリックすると、当月の勤怠データと
して保存されます。※「データ保存」ボタンをクリックせず「終了」ボタンで終了した場合は、保存されません。
勤怠データ保存後は、 「2.給与入力■7.一括計算)を行うか、一人ずつ給与明細入力画面を表示させ、登録すると、金
額の計算がされます。

↓ ダブルクリック
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４．Maxタイムロボ用集計ソフト「楽々集計」で集計後のデータを読込む

１．「設定」タブの「環境設定」から、IMPORT・EXPORT形式を「CSV」に変更します。

２．「２．勤怠データIMPORTの手順」の、元データの種類を選択する画面で、『 Maxタイムロボ用集計ソフト「楽々集計」
で集計後のデータを読込む』を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

３．支給月を選択し、当月所定日数を入力します。次に、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。
※元のデータにあり、BIZTREK給与に無い項目については、読み飛ばされます。

※後の操作は、『３．Maxタイムロボ集計ソフト「楽々勤怠」で集計後のデータを読込む』と同様です。
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５．アマノTimeP@CK用集計ソフト「サッと計算」で集計後のデータを読込む

１．「設定」タブの「環境設定」から、IMPORT・EXPORT形式を「CSV」に変更します。

２．「２．勤怠データIMPORTの手順」の、元データの種類を選択する画面で、『 アマノTimeP@CK用集計ソフト「サッと
計算」で集計後のデータを読込む』を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

３．支給月を選択し、当月所定日数を入力します。次に、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。
※元のデータにあり、BIZTREK給与に無い項目については、読み飛ばされます。

※後の操作は、『３．Maxタイムロボ集計ソフト「楽々勤怠」で集計後のデータを読込む』と同様です。
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６．その他の勤怠データを読込む

１．「設定」タブの「環境設定」から、IMPORT・EXPORT形式を読込む元データの形式に変更します。

２．「勤怠データIMPORTの手順」の、元データの種類を選択する画面で、『 その他』を選択し、「次へ」ボタンをクリッ
クします。

３．支給月を選択し、当月所定日数を入力します。次に、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。
※元データは、BIZTREK給与からEXPORTされた勤怠データか、それと同じ順序に保存されたデータです。

部門コード(文字)==課コード(文字)==社員コード(文字)==氏名（空欄でもよい）==所定日数(数値)==勤務日数(数値)==勤務時間(数値)==普通残業
時間(数値)==深夜残業時間(数値)==休日残業時間・法定(数値)==休日残業時間・法定以外(数値)==休日深夜残業時間・法定(数値)==休日深夜残業時
間・法定以外(数値)==有給日数(数値)==公休日数(数値)==一般欠勤(数値)==病傷欠勤(数値)==遅刻回数(数値)==遅刻時間(数値)==有休残(数値：最
新・新規の場合自動計算されるので、0でOK)==計算手当1回数(数値)==計算手当2回数(数値)==計算手当3回数(数値)==計算手当4回数(数値)==計
算手当5回数(数値)==計算控除1回数(数値)==計算控除2回数(数値)==計算控除3回数(数値)==計算控除4回数(数値)===計算控除5回数(数値)===基
準内勤務時間数(数値)===タイムカードNO(数値)===給与体系コード(文字)===給与体系名(文字)===勤務体系コード(文字)===勤務体系名(文字)

※後の操作は、『３．Maxタイムロボ集計ソフト「楽々勤怠」で集計後のデータを読込む』と同様です。
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７．給与明細データIMPORT 「BIZTREK給与Perfect」

１．給与明細データIMPORTとは

外部ファイルに保存された給与明細データをIMPORTします。（「BIZTREK給与」を使用して、給与計算を行う場合は、こ
の処理は必要ありません。）元の、外部ファイルデータの項目の順番は、次の通りにしてください。（「BIZTREK給与」か
らEXPORTされた給与明細データであればこの順番どおりに並んでいます。）　IMPORTするファイル形式の設定は、
SYLK、TEXT、CSVのどれか選択できます。（「設定」メニュー「環境設定」ボタン）

２．給与明細データIMPORTの手順

１．「設定」タブの「環境設定」から、IMPORT・EXPORT形式を読込む元のデータ形式に変更し、保存します。

２．給与メニューから「給与明細データIMPORT」を選択します。
３．検索条件入力画面が表示されます。条件入力、選択後、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。

部門コード(文字)==課コード(文字)==社員コード(文字)==氏名（空欄でもよい）==基本給(数値)==部門別手当1～
13(数値)==通勤手当(数値)==課税通勤手当(数値)==普通残業手当(数値)==深夜残業手当(数値)==休日残業手当(数
値)==休日深夜残業手当(数値)==欠勤控除額(数値)==遅刻早退控除(数値)==課税手当合計(数値)==非課税手当合計
(数値)==支給額合計(数値)==健康保険料(数値)==厚生年金保険料(数値)==厚生年金基金(数値)==雇用保険料(数
値)==社会保険料計(数値)==課税対象額(数値)==源泉所得税(数値)==住民税(数値)==部門別控除1～16(数値)==控除
額合計(数値)==差引支給額(数値)===前月調整額(数値)==端数調整(数値)==合計支給額(数値)==現金支給額(数
値)==銀行振込1(数値)==銀行振込2(数値)==減税還付金(数値)==介護保険料(数値)==タイムカードNO(数値)==給与
体系コード(文字)==給与体系名(文字)==勤務体系コード(文字)==勤務体系名(文字)

●支給月
給与を支給する月をクリックして選択します。

●優先選択
それぞれの項目について、「外部ファイル優先」と「社員情報から適用」のどちらか、または、 「外部ファイル優
先」と「自動計算」のどちらか、を選択します。
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４．次に、確認の画面が表示されるので、「はい」のボタンをクリックします。

５．次に、読込む元データを開きます。

６．読込まれた給与明細データの一覧が表示されます。ここで、「データ保存」ボタンをクリックすると、当月の 給与明
細データとして保存されます。 ※「データ保存」ボタンをクリックせず、「終了」ボタンで終了した場合は、保存されません。

↓ダブルクリック
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８．給与振込依頼書
１．給与振込依頼書とは

給与を銀行振込で支給する場合、給与振込依頼書が作成できます。ドットプリンタを接続していれば、ヒサゴ専用用紙
GB247（複写専用用紙）に印字が可能です。また、全銀フォーマットでのデータ書き出しが可能ですので、インターネット
バンキング等で利用することができます。

社員情報の支給方法の振込先銀行、依頼銀行の設定が正しく行われていることと、給与明細書の ※「銀行振込」または「銀行振込2」欄 に金額が
入力されていることが必要です。（※「銀行振込」または「銀行振込2」欄 社員情報の支給方法の振込先銀行、依頼銀行の設定が正しく行われていれば、自動的に金額が
入ります。）

２．給与振込依頼書の作成手順

１．給与メニューから「給与振込依頼書」ボタンを選択します。

給与メニューから「給与振込依頼書」ボタンを選択するのでなく、給与一覧から「帳表出力」ボタンで、引き続き出力することも可能です。

２．作成条件入力画面が表示されます。

３．「検索開始」ボタンをクリックすると、銀行振込依頼一覧が画面に表示されます。

●支給月
給与を支給した月をクリックして選択します。

●部門コード、銀行コード（依頼銀行）
それぞれ範囲指定ができます。全件の場合は、何も指定しません。

●取組年月日
振込指定日を入力します。

■条件の入力が終わったら、「◎検索開始」ボタンで、該当する給与振込依頼書データの検索が始まります。
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３．給与振込依頼書の印刷

「２．給与振込依頼書の作成手順」に従って、振込依頼一覧を画面表示させます。

４．給与振込依頼書のEXPORT

１．「２．給与振込依頼書の作成手順」に従って、振込依頼一覧を画面表示させます。

２．EXPORTボタンをクリックすると、３種類のファイルのEXPORTが選択できるので、どれか選択し開始ボタンをクリックします

↓EXPORTするファイルの名称を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

●ソート順

依頼銀行/社員コード順、依頼銀行/振込銀行/社員コード順、依頼銀行/振込銀行/口座番号順のどれかを選択。
見やすい順にソートします。

●印刷
印刷ボタンをクリックし、「ヒサゴ専用用紙」か「白紙用紙」のどちらかを選択し、「印刷開始」ボタンをクリ
ックすると、印刷を開始します。「ヒサゴ専用用紙」を選んだ場合は、テスト印字が可能です。

●一般のファイル
銀行振込依頼書の印刷イメージどおりの外部ファイルが作成されます。IMPORTす
るファイル形式の設定は、SYLK、TEXT、CSVのどれか選択できます。

●「Macファームバンキングシステム」用SYLKファイル
別売「Macファームバンキングシステム」で読込可能なフォーマットのSYLKファ
イルが作成されます。

●全銀フォーマット
全銀フォーマットで書き出しされます。改行コードの選択が可能です。
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９．給与金種一覧表
１．給与金種一覧表とは

給与を現金で支給する社員がいる場合、金種一覧表を作成できます。支給額がマイナスの場合は、出力対象外となります。

２．給与金種一覧表の作成手順

１．給与メニューから「給与金種一覧表」ボタンを選択します。

給与メニューから「給与金種一覧表」ボタンを選択するのでなく、給与一覧から「帳表出力」ボタンで、引き続き出力することも可能です。

２．作成条件入力画面が表示されます。

３．「検索開始」ボタンをクリックすると、金種一覧表が画面に表示されます。

●支給月
給与を支給した月をクリックして選択します。

●部門コード、社員コード
それぞれ範囲指定ができます。全件の場合は、何も指定しません。

●二千円札
「使用する」か「しない」かのどちらかをクリックします。

■条件の入力が終わったら、「◎検索開始」ボタンで、該当する金種一覧表の検索が始まります。

●タイトル変更
帳表に印字される「○年○月分給与」というタイトルを変更す
ることができます。

●印刷
給与金種一覧表の印刷を行います。

●EXPORT
保存ファイルの名称を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

給与計算処理 - III-43
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１０．住民税一覧表
１．住民税一覧表とは

給与から控除した住民税を市区町村別に集計します。

２．住民税一覧表の作成

１．給与メニューから「住民税一覧表」ボタンを選択します。

給与メニューから「住民税一覧表」ボタンを選択するのでなく、給与一覧から「帳表出力」ボタンで、引き続き出力することも可能です。

２．作成条件入力画面が表示されます。

３．住民税一覧表が画面に表示されます。

●支給月
住民税一覧表を作成する対象の月を選択します。

●役所コード、社員コード
それぞれ範囲指定ができます。全件の場合は、何も指定しません。

■条件の入力が終わったら．．．「検索開始」ボタンで、該当する住民税一覧表データの検索が始まります。

●タイトル変更
帳表に印字される「○年○月分給与」というタイトルを変更す
ることができます。

●印刷
住民税一覧表の印刷を行います。

●EXPORT
保存ファイルの名称を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
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１１．勤怠一覧表
１．勤怠一覧表とは

指定された月の社員別の勤怠一覧表を作成します。小計単位は、「部門毎」「給与体系毎」「勤務体系毎」の中から選択でき
ます。前年～当年にまたがった集計も可能です。 

２．勤怠一覧表の作成手順

１．給与メニューから「勤怠一覧表」ボタンを選択します。

給与メニューから「勤怠一覧表」ボタンを選択するのでなく、給与一覧から「帳表出力」ボタンで、引き続き出力することも可能です。

２．作成条件入力画面が表示されます。

３．「検索開始」ボタンをクリックす
ると、勤怠一覧表の該当社社員一
覧が画面に表示されます。

●小計単位
小計単位を、「部門毎」「給与体系毎」「勤務体系毎」の中から選択します。

●支給月
対象の給与支給月の範囲を指定します。前年～当年にまたがった集計も可能です。

●部門コード、給与体系コード、勤務体系コード、役職コード、社員コード
それぞれ範囲指定ができます。全件の場合は、何も指定しません。

●退職者も出力する
該当する場合はチェックします。

■条件の入力が終わったら．．．「検索開始」ボタンで、該当する勤怠一覧表データの検索が始まります。
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３．勤怠一覧表の画面表示

「２．勤怠一覧表の作成手順」に従って社員一覧を表示させます。一覧からダブルクリックするとその社員の勤怠一覧表
が画面に表示されます。一度に３人分ずつ表示されます。

４．勤怠一覧表の印刷

■複数の社員の勤怠一覧表を一度に印刷するとき
「２．勤怠一覧表の作成手順」に従って社員一覧を表示させます。

■一人分の勤怠一覧表をいったん画面に表示させ、印刷するとき
「２．勤怠一覧表の作成手順」に従って社員一覧を表示させます。勤怠一覧表を表示させたい社員を一覧からダブルクリ
ックします。

●タイトル変更

帳表に印字される「○年○月分給与」というタイトルを変更したい場合、変更できます。

●全員印刷

表示中の社員全員の勤怠一覧表を印刷します。

●選択印刷

選択された社員のみの勤怠一覧表を印刷します。※shiftキー+クリックで範囲指定、コマンドキー(WindowsではCtrl
キー)＋クリックで個別指定ができます。印刷は、コマンドキー(WindowsではCtrlキー)＋「.」（ピリオド）で中断できます。

●集計EXPORT

集計EXPORTボタンをクリックし、 保存ファイル名を入力後、「保存」ボタンをクリックします。

●印刷

表示中の社員３人分の勤怠一覧表を印刷します。

●印刷

表示中の社員３人分の勤怠一覧表を印刷し
ます。
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１２．給与支給控除一覧表
１．給与支給控除一覧表とは

指定された月の社員別の支給控除一覧表を作成します。小計単位は、「部門毎」「給与体系毎」「勤務体系毎」の中から選択で
きます。前年～当年にまたがった集計も可能です。

２．給与支給控除一覧表の作成手順

１．給与メニューから「給与支給控除一覧表」ボタンを選択します。

給与メニューから選択するのでなく、給与一覧から「帳表出力」ボタンで、引き続き出力することも可能です。

２．作成条件入力画面が表示されます。

３．「検索開始」ボタンをクリックすると検索対象社員の「支給控除一覧表」が画面に表示されます。

●小計単位

小計単位を、「部門毎」「給与体系毎」「勤務体系毎」の中から選択します。

●支給月

集計対象の給与支給月の範囲を指定します。前年～当年にまたがった集計も可能です。

●部門コード、役職コード、給与体系コード、勤務体系コード、社員コード

それぞれ、範囲指定ができます。全員が対象の場合は、何も指定しません。

●退職者も出力する

該当する場合はチェックします。

■条件の入力が終わったら、「検索開始」ボタンで、該当する勤怠一覧表データの検索が始まります。
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３．給与支給控除一覧表の画面表示

「２．給与支給控除一覧表の作成手順」に従って社員一覧を表示させます。一覧からダブルクリックするとその社員の支給控
除が画面に表示されます。一度に３人分ずつ表示されます。

４．給与支給控除一覧表の印刷

■複数の社員の支給控除一覧表を一度に印刷するとき
「２．給与支給控除一覧表の作成手順」に従って社員一覧を表示させます。

■一人分の支給控除一覧表をいったん画面に表示させ、印刷するとき
「２．給与支給控除一覧表の作成手順」に従って社員一覧を表示させます。支給控除一覧表を表示させたい社員を一覧からダ
ブルクリックします。

●タイトル変更

帳表に印字される「○年○月分給与」というタイトルを変更したい場合、変更できます。

●全員印刷

表示中の社員全員の支給控除一覧表を印刷します。

●選択印刷

選択された社員の支給控除一覧表を印刷します。※shiftキー+クリックで範囲指定、コマンドキー(WindowsではCtrl
キー)＋クリックで個別指定ができます。印刷は、コマンドキー(WindowsではCtrlキー)＋「.」（ピリオド）で中断できます。

●集計EXPORT

集計EXPORTボタンをクリックし、 保存ファイル名を入力後、「保存」ボタンをクリックします。

●印刷

表示中の社員３人分の支給控除一覧表を印刷します。

●印刷

表示中の社員３人分の支給控除を印刷しま
す。

給与計算処理 - III-48
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第４章- 賞与計算処理

賞与計算処理 - IV-1

１．賞与計算処理の前に
設定処理が終わりますと、賞与計算処理が可能になります。　賞与の支給回数４回まで対応できます。BIZTREK給与では、
次のような手順に沿って、賞与計算処理を行います。

１．賞与計算処理の手順

１．前月の給与計算処理を完了します
賞与の源泉所得税率を決定するのに、前月の給与データが参照されますので、先に前月の給与計算が必要です。

年頭の支給が賞与からの場合や、年の途中の賞与から導入する場合は、前月の給与データが未入力の為参照することが
できません。この場合、社員情報の「前月社会保険料控除後の給与等の金額」欄の入力を行ってください。

２．賞与基本情報を入力します
初めて賞与計算を行う前に必ず行ってください。賞与明細書の手当、控除の設定、健康保険保険料率、厚生年金料率
の設定、賞与試算の倍率の設定を行います。以後、変更があった場合は、登録内容を変更します。

３．社員情報等、設定内容に変更があれば、変更します
入社、退職、扶養人数の変更、部課の移動、振込先や支給方法等、社員情報に変更があれば変更します。　その他設
定情報に変更があれば、変更を行います。

４．賞与試算を行います　（賞与試算は必須ではありません）
賞与計算を行う前に、倍率入力により試算額を計算することができます。試算額は、そのまま賞与額として反映させ
ることが可能です。

５．賞与計算を行います
賞与の金額を入力します。賞与試算を行った場合は、試算額を反映させることができます。また、外部ファイルから
賞与データをインポートすることも可能です。

６．賞与明細書の入力内容をチェックリストで確認します
賞与データチェックリストを印刷して、入力内容に間違いが無いかチェックを行います。

７．賞与明細書の印刷
賞与明細書の印刷を行います。

８．帳表出力
銀行振込依頼書、金種一覧表、支給控除一覧表等の出力を行います。仕訳転送を行って、別売「BIZTREK財務管理」
で仕訳データを読み込むことができます。
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２．賞与基本情報  
１．賞与基本情報とは

賞与明細書の手当、控除の設定、健康保険保険料率、厚生年金料率の設定などを行います。初めて賞与計算を行う前や、
賞与の手当・控除や、社会保険料率に変更があった場合には、必ず行ってください。

２．賞与基本情報登録の手順

１．賞与メニューから、「賞与基本情報」を選択します。
２．処理を選択する画面が表示されます。

『BIZTREK給与Perfect』』では、賞与支給に関し、２つの共通手当名と１２の共通控除名、１５の給与体系別手当名
と１０の給与体系別控除名を登録することができます。
１．各給与体系に共通の手当・控除を登録するときは、「１」を選択します。
２．給与体系別の手当・控除や、賞与倍率等を登録するときは、「２」を選択します。
※先に、必ず「１」を選択してください。登録が終わると、また、この画面に戻ってきますので、今度は「２」
を選択します。（給与体系別手当が一つもない場合は「２」は省略できます。）

３．２で登録した給与体系別手当・控除を、給与体系間で合計する時の合計欄の名称をここで登録します。

３．共通項目登録

１．賞与メニューから、「賞与基本情報」を選択します。
２．「１．共通項目登録」を選択して、「登録へ」ボタンを押します。
３．共通項目登録画面が表示されます。

共通項目として、一般的な２つの「共通手当名」と、１２
の「共通控除名」があらかじめ登録されています。名称を
変更したい場合は、「ユーザー手当名」「ユーザー控除名」
を変更します。文字数は全角６文字までです。

賞与額以外の項目は、自動計算項目です。別の名称に変更
しても、変更前と同じように自動計算されます。また、印
字位置を変更することはできません。名称を印字したくな
い場合は、名称を消去して空白にしてください。

●ユーザー手当名の欄をクリックし、半角「=」キーを押すと、左側の「標準手当名」が複写されてきます。
●「標準名称複写」ボタンをクリックすると、全部の手当名・控除名が標準名称から複写されます。
●９調整額
通常は使用しません。賞与に加算または減算する金額があれば、ここで入力できます。（所得税、保険料の対象に
なりません。）
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４．給与体系別項目登録

１．「２．賞与基本情報登録の手順」に従って、処理を選択する画面まで表示させ、「２．給与体系別項目登録」を選択し、「登
録へ」ボタンをクリックします。

２．「給与体系一覧」画面が表示されます。

３．一覧からダブルクリックすると、「給与体系別賞与項目　登録／変更」画面が表示されます。
ここでは、１５の給与体系別賞与手当名と、１０の給与体系別賞与手当名が設定できます。また、賞与健康保険料率
や、賞与厚生年金保険料率、賞与厚生年金基金率を設定し、被保険者自己負担分の端数処理方法を選択します。

●印刷
給与体系別の設定内容を印刷します。

●一覧からダブルクリック
「給与体系別賞与項目　登録／変更」の画面が表示さ
れます。

●手当名、控除名
全角６文字までで入力します。手当は１５個まで、控除は１０個まで登録できます。
同一項目同士で給与体系間の合計を行う為には、同一項目は同一番号に登録する必要があります。
例）業績手当をＡ体系の手当１に登録したとすると、Ｂ体系の業績手当も手当１に登録してください。

●健康保険料率
賞与の健康保険料率を入力します。入力した保険料率の1/2が被保険者負担となります。
賞与の厚生年金保険料率を入力します。 入力した保険料率の1/2が被保険者負担となります。

★他の給与体系からの複写
既に登録済みの、他の給与体系の賞与項目を複写するには、［他体系から複写］ボタンをクリックします。次の
ようなダイアログが現われますので、複写元の給与体系コードをダブルクリックすると、複写されます。



第４章- 賞与計算処理

賞与計算処理 - IV-4

５．項目総合計の名称登録

１． 給与体系別に１５の賞与手当名称と１０の賞与控除名称を登録できますが、給与体系間でそれぞれを合計する時の
名称をここで登録します。（同一番号の手当や控除の金額が合計されます。）
「２．賞与基本情報の手順」に従って、処理を選択する画面まで表示させ、「３．項目総合計の名称」を選択し、「登録
へ」ボタンをクリックします。

ここで登録した名称は、賞与明細チェックリスト［賞与メニュー］、賃金台帳（全体合計）［年次メニュー］、賃金台帳集
計表［年次メニュー］の各帳表の合計で使用されます。

★給与体系より複写
ある給与体系の手当名、控除名をそのまま総合計の名称に複写して設定したい場合、「給与体系より複写」ボタ
ンをクリックします。給与体系選択ウィンドウが表示されるので、複写元の給与体系を一覧からダブルクリック
すると、複写されます。　
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４．賞与試算
１．賞与試算とは

賞与計算を行う前に、倍率入力により試算額を計算します。「BIZTREK給与Perfect」の場合、試算額は、そのまま賞与額
として反映させることが可能です。（賞与入力の一覧画面から）

２．賞与試算の手順

１．賞与メニューから、「賞与試算」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されますので、条件を入力後、「賞与試算表」ボタンをクリックします。

３．部門別賞与試算画面が表示されます。

●回数
今年何回目の賞与の試算かを選択します。

●部門コード～社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員が対象の場合は、何も指定しません。

●休職者を除く
休職者を除いて検索する場合、チェックします。(休職者の今月分の賞与データが既に作成済みの場合は、「休
職者を除く」にチェックしても休職者は検索されます。)



３．部門別に試算額を計算する方法
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●賞与倍率の入力
「月給」「日給月給」「日給」「時給」それぞれの賞与試算倍率を入力します。

●試算額計算ボタン
入力された倍率に従って、所属社員全員（検索条件で社員コードを指定した場合は、その社員のみ）の試算額
を計算します。

入力された倍率に従って、所属社員全員（検索条件で社員コードを指定した場合は、その社員のみ）の試算
額を計算します。計算方法は次の通りです。

「賞与試算額」　＝　「算定基礎額」× 「倍率」

●ここで入力した倍率とは違う倍率を適用したい社員がいる場合、［社員別賞与試算表へ］ボタンをクリッ
クします。

●「次部門へ」「前部門へ」ボタン 
表示中の部門の倍率を保存後、次または前の部門の倍率入力画面に移ります。

●「社員別試算表へ」 ボタン
社員別の試算額を確認したり、社員別の倍率入力を行えます。。

★「日給月給」者　
「算定基礎額」＝　「基本給」＋「賞与対象手当の合計」（但し固定支給で、社員情報に登録済のものに限る。）

★ 「日給月給」者　以外
「算定基礎額」＝　「基本給」
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４．社員別に試算額を計算する方法

前項、部門別賞与倍率入力画面で、「社員別試算表へ」ボタンをクリックしますと、社員別賞与試算表の画面が表示さ
れます。

入力された倍率に従って、所属社員全員（検索条件で社員コードを指定した場合は、その社員のみ）の試算額を計
算します。計算方法は次の通りです。

「賞与試算額」　＝　「算定基礎額」× 「倍率」

●試算表印刷
表示中の賞与試算表を印刷します。

●再計算（＝）
試算額合計の再計算を行います。

●EXPORT
試算表データをSYLK形式のファイル
に書き出します。

●賞与倍率
部門毎に入力された、給与区分別の賞与倍率が表示されまが、ここで手入力もできます。

●算定基礎額
自動表示されますが、変更ができます。

●賞与試算額
算定基礎額　× 　倍率　が自動的に計算されます。手入力できません。

●【登録】ボタン
変更内容を登録して、一つ前の社員に移動します。

●【キャンセル】ボタン
変更内容を登録して、一つ前の社員に移動します。

●「←前へ」「次へ→」ボタン
変更内容を登録して、前または後の社員を表示します。

※試算された「賞与試算額」は、賞与入力の一覧画面から、「賞与額」へ一括して反映させることができます。

一覧から社員をダブルクリック

★「日給月給」者　
「算定基礎額」＝　「基本給」＋「賞与対象手当の合計」（但し固定支給で、社員情報に登録済のものに限る。）

★「日給月給」者　以外
「算定基礎額」＝　「基本給」
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５．賞与入力
１．賞与入力とは

賞与明細書データを作成します。賞与の金額を入力すると、所得税や社会保険料の金額が自動計算されます。賞与試算を行っ
た場合は、試算額を反映させることができます。また、外部ファイルから賞与データをインポートすることも可能です。

２．賞与入力の手順

１．賞与メニューから、「賞与入力」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されますので条件を入力後、「賞与入力へ」ボタンをクリックします。

３．賞与計算対象社員の一覧が表示されます。

●回数
今年何回目支給の賞与試算かを選択します。。

●支給年月日
年度は和暦で入力します。

●支給対象期間の月数
その賞与が、何ヵ月間の勤務に対して支給されるか、その月数を入力します。

●部門コード～社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何も指定しません。

●□賞与明細データ未入力の社員のみ、□賞与明細未発行の社員のみ、□休職者を除く
該当する場合は、それぞれのチェックボックスをチェックします。
(休職者の今月分の賞与データが既に作成済みの場合は、「休職者を除く」にチェックしても休職者は検索されます。)

■条件の入力が終わったら、 「◎賞与入力へ」ボタンをクリックすると、該当する賞与データの検索が始まります。
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３．賞与明細入力

「２．賞与入力の手順」に従って、賞与一覧画面を表示させ、社員をダブルクリックすると、賞与入力画面が表示されます。

最新回の賞与明細画面を開くと、画面左上に（最新）と表示されます。このときだけ、前月給与の「給与課税対象額」が読み込
まれ、税率が自動的に読み込まれます。この税率に基づいて、所得税が自動計算されます。また、各保険料が自動計算され
るのも、（最新）と表示されているときだけです。これに対して、過去に支給した賞与データ（最新の回より前の回のデータ）
を遡って入力するときは、（遡り）と表示され、所得税や保険料の自動計算は行われません。また、実績入力のメニューから、
賞与明細入力画面を開いたときも同様です。

（１）明細書印刷：
表示中の賞与明細書を印刷します。

（２）社員情報へ：
賞与明細書を表示中の社員の社員情報を参照、変更できます。

（３）登録：
表示中の賞与データを登録後、元の一覧画面に戻ります。

（４）<-前へ：
表示中の賞与データを登録後、直前の社員（一覧表示の順番）の
給与データが表示されます。

（５）次へ->：
表示中の賞与データを登録後、直後の社員（一覧表示の順番）の
賞与データが表示されます。

（６）キャンセル：
表示中の賞与データを登録しないで、元の一覧画面に戻ります。

労災区分と雇用保険区分
の確認と変更ができます。
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《共通手当・共通控除と、部門別手当・部門別控除》
手当名・控除名は、賞与基本情報で登録した名称が表示されます。　下の図で、名称が表示されている項目名
（賞与額等）は賞与基本情報登録画面で入力した共通手当名・共通控除名です。また、［ア］～［ソ］は給与体
系別手当（最大15）、［タ］～［ノ］は給与体系別控除（最大10）です。　給与体系 別手当・控除は、名称が、
空欄（未設定）の場合、金額の入力はできません。共通手当・控除は、名称が空欄でも、入力できます。

●賞与額、給与体系別手当１～15（上図のア～ソ）
支給金額を入力します。

●支給額合計
支給金額の合計が自動計算されます。

●健康保険保険料、厚生年金保険料
給与体系で設定された料率に基づき、自動計算されます。手入力した場合、手入力が優先されます。（「支給額合
計」が変わった場合は再び自動計算されます。）

健康保険料、厚生年金保険料が自動計算されないときは、賞与基本情報の給与体系別項目登録で、保険料率が
設定されているかどうか確認してください。また、社員情報に、保険の等級が設定されていないときも自動計算され
ません。

●雇用保険料
社員情報に「自動計算」と設定されている場合は自動計算され、「手入力」と設定されている場合は自動計算さ
れません。いずれの場合でも手入力ができます。ただし、「自動計算」の場合で、「支給額合計」が変わった場合
は、再び自動計算されます。

社員情報で雇用保険料が「手入力」と設定されている場合以外に、設定メニューの給与体系登録の賃金規定で
雇用保険率が、「0.0」と選択されていると、自動計算されません。

●社会保険合計
自動計算されます。　（社会保険合計）＝（健康保険料）＋（厚生年金保険）＋（雇用保険料）

●課税対象額
自動計算されます。　（支給額合計）- （社会保険合計）

●源泉徴収額
前月の給与の課税対象額に基づき、決定された税率（その他メニューの「賞与税額算出率の表」を自動参照。賞
与明細画面の下方に表示）に従って、自動計算されます。手入力した場合は、手入力が優先されます。（但し税
率や、支給額合計が変わった場合や、税率を手入力した場合は、再度計算されます。）
賞与入力後に、前月の給与の支給額の変更が行なわれた場合、賞与の所得税税率および所得税は自動的には再計
算されません。
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賞与明細入力画面に［最新］または［遡り］と表示されますが、これについて説明します。

［最新］と表示されるのは、今までに処理済の月の中で最も新しい（数字の大きな）回数の処理をしている時です。この時に
は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・源泉所得税・現金，振込1，振込2の計算がすべて自動で行なわれ
ます。これに対し、最新の回より前のデータの処理をする場合はすべて［遡り］の処理になります。

［遡り］の処理では、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・源泉所得税・現金，振込1，振込2の計算は自動計算されま
せんので、変更する場合はすべて手入力します。　（［支給額合計］［社会保険料合計］［課税対象額］［控除額合計］
［差引支給額］［合計支給額］のように集計項目となっている場合は自動計算されます。）

●給与体系別控除１～10 （上図のタ～ノ）
控除金額を入力します。

●控除額合計
自自動計算されます。社会保険合計、源泉所得税、部門別控除１～１０の合計。

●差引支給額
（支給額合計）-（控除額合計）

●調整額
通常は使用しません。　賞与に加算して支給する金額があれば、ここで入力できます。（所得税、保険料の対象
になりません。）

●合計支給額
自動計算されます。（差引支給額）＋（調整額）

●「現金支給」「銀行振込」「銀行振込2」
社員情報に登録した支給方法に従って自動計算されます。
手入力も可能で、手入力した場合、手入力が優先されます。

●算定基礎額・倍率・試算額
賞与試算を行った場合、表示されます。

●給与課税対象額、税率
それぞれ自動表示されます。税率は手入力もできます。

● 前回複写
前回の賞与明細の金額が複写されます。

● 当期累計（前回迄），健保対象額(今回)
健康保険の場合、標準賞与額の上限は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの累積額で５４０万円となってい
ます。当期累計（前回迄）は、当期累計額のうち前回支給分までの金額、健保対象額(今回)は今回支給分のうち健康
保険の対象額を表示します。※例えば、当期累計（前回迄）が500万円で、今回支給額が100万円だとすると、40
万円が健保対象額(今回)になります。

● 前へ、次へ
表示中の賞与明細を保存して、次（前）の社員の賞与明細書を表示します。

● 登録
表示中の賞与明細を保存して、元の一覧画面まで戻ります。

※賞与明細データは、一度保存した後でも、何度でも修正が可能です。次回以降の賞与入力を行うまでは、［最
新］として処理されます。次回以降の賞与入力を行うと、［遡り］となります。「２．賞与入力」と同じ手順で
操作します。

［最新］と［遡り］
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４．賞与入力中の社員情報参照、変更

賞与明細書を表示中の社員の社員情報の表示・変更を行ないます。氏名・部課コード・役職コード・給与区分・税区分・
雇用保険・扶養人数の変更が行なわれた場合、それを、賞与データに反映させることができます。（社員コードや部課コー
ドの変更や、削除はできません。）
３賞与明細書入力の手順に従い、賞与明細書を画面に表示させます。社員情報へボタンをクリックすると、社員情報変更
の画面が表示されます。

●社員情報登録画面の詳細については、設定メニューをご覧下さい。

●［登録］ボタンをクリックし、社員情報を登録すると、次のようなメッセージが出ます。

ここで［はい］ボタンをクリックすると、賞与データの次の部分が、更新されます。

〔氏名・部課コード・役職コード・税区分・給与区分・雇用保険・扶養人数〕

上図画面で、［キャンセル］ボタンをクリックした場合は、社員情報の登録はされますが、賞与データに反映
はされません。



５．試算額の反映    「BIZTREK給与Perfect」
賞与の試算額をそのまま賞与明細の「賞与額」に反映させることができます。「最新」表示の時だけ実行できます。
（１）賞与一覧から反映
「２．賞与入力の手順」に従って賞与一覧画面を表示させ、試算額反映ボタンをクリックします。一部の社員だけに反映さ
せたい場合は、先に対象社員をクリック（範囲指定、個別指定）して反転させ、「選択のみ表示」に切り替えておきます。

賞与試算を行っていないのに、試算額反映を行うと、入力済の賞与金額が「0」になってしまいますので、注意してください。

（２）賞与明細書から一人ずつ反映
「２．賞与入力の手順」に従って賞与一覧画面を表示させ、ダブルクリックして一人の社員の賞与明細書を表示させます。
試算額「反映」ボタンをクリックすると、試算額が反映されます。

６．チェックリスト印刷
賞与明細データの入力内容に間違いかないかをチェックリストを印刷して確認します。チェックリストには、部門合計や
全体合計も出力されます。「２.賞与入力の手順」に従って、賞与一覧画面を表示させ、「チェック／タイム印刷」ボタンを
クリックします。対象データを絞り込むには、 「全件表示」→「選択のみ表示」に切り替えて先に対象データだけを表示
させておいてください。
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［全て０のデータを含む］
□チェックボックスをチェックすると、未入力あるいは、すべて０のデータも含めて出力されます。

［1.社員明細出力の有無を選択してください。］
○社員明細出力する　　　社員各々の明細を出力します
○社員明細出力しない　　明細を出力しないで小計・合計だけを出力します

［2.小計方法を選択してください。］
○部門・課別に小計　
○部門・役職別に小計
○小計なし

【ボタン】
○印刷開始
１～２の選択内容に従って、帳表が印刷されます。
○キャンセル
帳表は印刷されず、元の賞与一覧画面に戻ります。
○総合計の画面表示
支給、控除の各項目毎の合計が、画面に表示されます。
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７．賞与明細書の印刷

■賞与明細書の画面から１人分ずつ印刷する方法

◎賞与明細入力画面から、「明細書印刷」ボタンをクリックします。

【用紙選択】
・明細書の用紙を、次の中から選択します。
■ドットインパクトプリンタ
○1　ヒサゴ専用用紙（GB401,153）
［テスト印字］ボタンがクリックできます。テスト印字を行って、用紙の位置合わせを行なってください。

■レーザープリンタ、インクジェットプリンタ
○2　A4白紙用紙

網かけの有無、カラー印字するかしないかの選択ができます。A4白紙用紙で印字した賞与明細書は、ヒサゴMF30の窓封
筒に対応しています。また、郵送用をチェックすると、社員の住所も印字され、ヒサゴ型番MF31の窓封筒に入れて、郵
送することができます。

○3ヒサゴGB1185
ヒサゴ明細書（レーザープリンタ用紙）です。対応封筒の型番は、MF31Tです。プリンタの印字可能領域により、きち
んと印字できない場合がありますので、必ず、サンプルを御請求の上、印字のテストを行って下さい。

○4ヒサゴGB2046（はがき）
ヒサゴ明細書（レーザープリンタ用紙・はがき）です。詳しい説明はこのマニュアルの「給与計算処理-III.17」をご覧下
さい。

○5ヒサゴGB2120T（密封式）
ヒサゴ明細書（レーザープリンタ用紙・密封用）です。詳しい説明はこのマニュアルの「給与計算処理-III.17」をご覧下
さい。

○【上マージン】
約□ミリプラスの欄に数値を入れると、印字位置が現在より下に下がります。 印字位置が上すぎる場合は、上マージン
の数値を増やして調節してください。

○【控の印刷】
「○する」または　「○しない」のどちらかを選択します。

●カラー印字に対応
給与明細書、賞与明細書の用紙選択画面に、「カラー印字」のチェックボックスをチェックすると、カラー（本人に渡す
もの：緑、控：青）で印字されます。　※注意　白黒で印字する場合は、必ずチェックをはずしてください。

●窓封筒（手渡し用）に対応
給与明細書、賞与明細書を「白紙用紙」に印字した場合、窓封筒（ヒサゴMF30T）が使用できるようにレイアウトを調
整しました。環境設定で、上マージン、左マージンの調整ができます（全帳表共通。）また、給与明細書、賞与明細書の
用紙選択画面でも、上マージンの調整ができます（給与明細書、賞与明細書のみに有効）。　しかし、プリンタによりま
しては、調整を行っても、名前の印字位置が窓の中にうまく納まらない可能性もありますので、必ず印字テストを行って
下さい。※旧レイアウトで印字したい時は、□旧レイアウトのチェックボックスをチェックしてください。旧レイアウトでは、窓封筒
（ヒサゴMF30T）は使用できません。

●窓封筒（郵送用）に対応
A4白紙用紙の「郵送用」にチェックを入れると、給与明細書、賞与明細書に、社員の住所が印字されるので、窓封筒
（ヒサゴMF31）に入れて、そのまま郵送することができます。
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●窓封筒への入れ方

●窓封筒（手渡し用）に対応
給与明細書、賞与明細書を「白紙用紙」に印字した場合、窓封筒（ヒサゴMF30T）が使用できるようにレイアウトを調

【摘要】
摘要を20文字以内で入力します。

【明細書年月】
・明細書に印字される年月を変更したい場合は、変更します。

※［印刷開始］ボタンで印刷が始まります。

■賞与一覧の画面から、全員または社員を選択して、 賞与明細書を印刷する方法

◎「２．賞与入力の手順」に従って、賞与一覧画面を表示させ「明細連続印刷」ボタンをクリックしますと、用紙
選択等を行う画面が表示されます。
・用紙選択等については、前項「 ■各社員の給与明細書の画面から１人分ずつ印刷する方法」を参照してください。
・一覧に表示されている全員の 賞与明細書が印字されます。
・対象データを絞り込むには、 「[全件表示]→[選択のみ表示]の切り替え」 を利用して、先に対象データだけを表
示させておいてください。
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８-２．賞与一覧の印刷

「02.賞与入力の手順」に従って、賞与一覧画面を表示させ、「一覧印刷」ボタンをクリックします。
対象データを絞り込むには、 「全件表示」→「選択のみ表示」の切り替えを行い、先に対象データだけを表示させておい
てください。

いずれかを選択肢、印刷開始ボタンをクリックします。
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８-２．賞与支払届

「２.賞与入力の手順」に従って、賞与一覧画面を表示させ、「支払届」ボタンをクリックします。
対象データを絞り込むには、 「全件表示」→「選択のみ表示」の切り替えを行い、先に対象データだけを表示させておい
てください。

［印刷（A4白紙）］ 印刷後、年金事務所へ提出する用紙に転記してください。
［印刷（ヒサゴ連続用紙）］ 印刷後、そのまま年金事務所に提出できます。（ドットプリンタが必要です。）

※賞与支払届の対象者は、社員情報に、健康保険番号が入力されている社員です。

［FDデータ作成 ］ FDデータで提出する場合
は、「FDデータ作成」タブをクリックし、必要な情報
を入力します。
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６．賞与振込依頼書
１．賞与振込依頼書とは

賞与を銀行振込で支給する場合、賞与振込依頼書が作成できます。ドットプリンタを接続していれば、ヒサゴ専用用紙
GB247（複写専用用紙）に印字が可能です。また、全銀フォーマットでのデータ書き出しが可能ですので、インターネット
バンキング等で利用することができます。

社員情報の支給方法の振込先銀行、依頼銀行の設定が正しく行われていることと、給与明細書の ※「銀行振込」または「銀行振込2」欄 に金額が
入力されていることが必要です。（※「銀行振込」または「銀行振込2」欄 社員情報の支給方法の振込先銀行、依頼銀行の設定が正しく行われていれば、自動的に金額が
入ります。）

２．賞与振込依頼書の作成手順

１．賞与メニューから「賞与振込依頼書」を選択します。

賞与メニューから「賞与振込依頼書」ボタンを選択するのでなく、賞与一覧から「帳表出力」ボタンで、引き続き出力することも可能です。

２．作成条件入力画面が表示されます。

３．該当する賞与振込依頼書データが表示されます。

●回数
今年何回目支給の賞与かを選択します。

●部門コード、銀行コード（依頼銀行）
それぞれ、範囲指定ができます。全件の場合
は、何も指定しません。

●取組年月日
振込指定日を入力します。
※条件の入力が終わったら、「検索開始」ボタン
をクリックします。
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３．賞与振込依頼書の印刷・EXPORT

「２．賞与振込依頼書の作成手順」に従って、振込依頼一覧を画面表示させます。

●ソート順
見やすい順にソートします。

●印刷
印刷ボタンをクリックし、「ヒサゴ専用用紙」か「白紙用紙」のどちらかを選択し、「印刷開始」ボタンをクリッ
クすると、印刷を開始します。「ヒサゴ専用用紙」を選んだ場合は、テスト印字が可能です。

●EXPORT

●一般のSYLKファイル
銀行振込依頼書の印刷イメージどおりの外部ファイルが作成されます。
IMPORTするファイル形式の設定は、SYLK、TEXT、CSVのどれか選択でき
ます。

●「Macファームバンキングシステム」用SYLKファイル
別売「Macファームバンキングシステム」で読込可能なフォーマットのSYLK
ファイルが作成されます。

●全銀フォーマット
全銀フォーマットで書き出されます。改行コードの選択が可能です。

開始ボタンをクリックすると、保存ファイル名を入力す
る画面に変わります。ファイル名を入力して保存してく
ださい。

↑EXPORTボタンをクリックし、
ファイルの種類を選択します。
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７．賞与金種一覧表
１．賞与金種一覧表とは

賞与を現金で支給する社員がいる場合、賞与金種一覧表を作成できます。支給額がマイナスの場合は、出力対象外です。

２．賞与金種一覧表の作成・印刷

１．賞与メニューから「賞与金種一覧表」を選択します。

賞与メニューから「賞与金種一覧表」ボタンを選択するのでなく、賞与一覧から「帳表出力」ボタンで、引き続き出力することも可能です。

２．作成条件入力画面が表示されます。

●支給回
賞与を支給した回をクリックして選択します。

●部門コード、社員コード
それぞれ範囲指定ができます。全件の場合は、何
も指定しません。

●二千円札
「使用する」か「しない」かのどちらかをクリッ
クします。

■条件の入力が終わったら、「検索開始」ボタンをクリックし
ます。

●タイトル変更
帳表に印字される「○年○月分賞与」というタイ
トルを変更したい場合、変更できます。 

●印刷
賞与金種一覧表が印刷されます。

●EXPORT
EXPORTするファイルの名称を入力します。「保
存」ボタンをクリックすると、EXPORTが始まり
ます。
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８．賞与支給控除一覧表
１．賞与支給控除一覧表とは

指定された回の社員別の賞与支給控除一覧表を作成します。
小計単位は、「部門毎」「給与体系毎」「勤務体系毎」の中から選択できます。

２．賞与支給控除一覧表の作成

１．賞与メニューから「賞与支給控除一覧表」を選択します。

賞与メニューから「支給控除一覧表」ボタンを選択するのでなく、賞与一覧から「帳表出力」ボタンで、引き続き出力することも可能です。

２．作成条件入力画面が表示されます。

３．「検索開始」ボタンをクリックすると社員一覧が画面に表示されます。

●小計単位
小計単位を、「部門毎」「賞与体系毎」「勤務体系毎」
の中から選択します。

●部門コード、役職コード、給与体系、勤務体系、社員
コード
それぞれ範囲指定ができます。全件の場合は、何も
指定しません。

●退職者も出力する
該当する場合はチェックします。
■条件の入力が終わったら、「検索開始」ボタンをクリックします。

●タイトル変更
帳表に印字される「○年○月分賞与」というタイトルを変更
したい場合、変更できます。 

●印刷
○全員印刷．．．「全員印刷」ボタンをクリックすると、表示
中の社員全員の支給控除一覧表が印刷されます。
○選択印刷．．．支給控除一覧表を印刷したい社員の行を反転
させて「選択印刷」ボタンをクリックすると、反転した社員
の支給控除一覧表が印字されます。shiftキー+クリックで範
囲指定、コマンドキー(WindowsではCtrlキー)＋クリックで
個別指定ができます。

●集計EXPORT
縦軸に社員、 横軸に賞与項目別金額の一覧表をEXPORTで
きます。

●印刷
印刷ボタンをクリックすると、画面に表示中の支給控除一覧
表が印刷できます。 

●終了
元の一覧画面に戻ります。

ダブルクリック3名分の支給控除一覧表
が表示されます。
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９．賞与実績入力   「BIZTREK給与Perfect」
１．賞与実績入力とは

賞与実績入力は、 「BIZTREK給与Standard」「BIZTREK給与Perfecdt」を年の途中から導入した場合、導入月以前の賞与デ
ータを入力する処理で、実際の支給記録を見ながら入力を行ないます。通常の給与入力や賞与入力処理と並行して行えます。
※実績入力では、社会保険料や、源泉所得税の自動計算は行われませんので、支給実績どおり手入力してください。合計項目は自動計算
されます。

２．賞与実績入力の方法

賞与実績入力の方法には、通常の賞与入力と同じ手順で行う「賞与実績入力」と、個人別に行う「賞与実績入力（個人別）」
の２種類あります。「賞与実績入力」が、回を決めて、社員１人ずつの賞与支給実績を入力していくのに対し、「賞与実績入力
（個人別）」は、社員１人を固定して、各月の賞与支給実績を入力していくのに適しています。

３．賞与実績入力の手順

１．賞与メニューから「賞与実績入力」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されます。実績入力の画面や操作方法は、社会保険料や源泉所得税が自動計算されないこ
と以外は、賞与入力と同じです。

４．賞与実績入力（個人別）の手順

１．賞与メニューから「賞与実績入力（個人別）」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されます。

３．「賞与入力へ」ボタンをクリックすると、賞与実績入力画面が表示されます。画面や操作方法は、賞与入力と同じです。

●支給回
集計したい賞与の回を範囲指定します。

●社員コード
実績入力する社員コードを選択します。（参照ボタンで一覧
から選択できます。）
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１０．賞与データIMPORT「BIZTREK給与Perfect」
１．賞与データIMPORTとは

外部ファイルに保存された賞与データをIMPORTします。（「BIZTREK給与Perfect」を使用して、 賞与計算を行う場合は、
この処理は必要ありません。）元の、外部ファイルデータの項目の順番は、次の通りにしてください。（『BIZTREK給与』
からEXPORTされた賞与明細データであればこの順番どおりに並んでいます。）　IMPORTするファイル形式の設定は、
SYLK、TEXT、CSVのどれか選択できます。 （「設定」メニュー「環境設定」ボタン）

２．賞与データIMPORTの手順

１．「設定」タブの「環境設定」から、IMPORT・EXPORT形式を、読込み元データの形式に設定し、保存します。

２．賞与メニューから「賞与データIMPORT」を選択します。
３．賞与明細データIMPORT画面が表示されます。条件入力、選択後、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。

４．次に、確認の画面が表示されるので、「はい」のボタンをクリックします。

部門コード(文字)==課コード(文字)==社員コード(文字)==氏名（空欄でもよい）==賞与額(数値)
==部門別手当1～13(数値)==支給額合計(数値)==特別健康保険料(数値)==特別厚生年金保険料(数値)==雇用保険料(数値)==社
会保険料計(数値)==課税対象額(数値)==源泉所得税(数値)==部門別控除1～10(数値)==控除額合計(数値)==差引
支給額(数値)==端数調整(数値)==合計支給額(数値)==現金支給額(数値)==銀行振込1(数値)==銀行振込2(数
値)==前月課税対象額(数値)==税率(数値)==減税還付金

●支給回
IMPORTする賞与の回を選択します。

●優先選択
それぞれの項目について、「外部ファイル優先」と
「社員情報から適用」のどちらか、または、 「外
部ファイル優先」と「自動計算」のどちらか、を
選択します。
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５．次に、読込む元データを開きます。

６．読込まれた賞与明細データの一覧が表示されます。一覧からダブルクリックすると、読込んだ明細を確認すること
ができます。一覧から「データ保存」ボタンをクリックすると、当月の 賞与明細データとして保存されます。
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１．算定基礎届
１．算定基礎届とは

『月額算定基礎届』は毎年４月、５月、６月に支払った給与の平均をとって標準報酬月額の見直しを行なうものです。『算定
基礎届』は毎年７月１日から７月10日までの間に管轄の社会保険事務所に提出します。

算定基礎届を作成するためには、社員情報の、健康保険等級、厚生年金等級の入力が必要です。

２．算定基礎届の処理手順

１．６月までの給与計算を行います。

２．算定基礎届の作成　

３．算定基礎届の修正　

４．算定基礎届の印刷　

５．算定基礎届の提出

６．標準報酬月額の改定　
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３．算定基礎届の作成
１．４～６月までの給与計算をすべて行います。社保メニューから、「算定基礎届」を選択します。
２．作成条件を入力する画面が表示されます。

３．［作成開始］ボタンをクリックすると、既に作成済みの場合、下図のウィンドウが表示されます。（新規に作成する
場合は、5に進みます。）

４．算定基礎届の集計結果が画面に表示されます。自動作成された算定基礎届の数値を、画面で手修正することができ
ます。　※算定基礎届画面で手修正した値は、給与明細書には反映されません。

●暦月

算定基礎届の計算をする最初の月を入力します。（４
月が自動表示されますが変更も可能です。）
例）4/21～5/20が5月分給与の集計期間だとすると、5月
の日数は「30」となります。

●日数　

給与の締め～締めまでの実日数です。
（例）3/21～4/20までの給与を、4/25に、４月分給与として
支給する場合、日数は、次のようになります。
4月=31日（3/21～4/20の日数）
5月=30日（4/21～5/20の日数）
6月=31日（5/21～6/20の日数）

●部門コード〜社員コード

それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何も指定しません。

●パート特例基礎日数

パート（時給者）で、支払基礎日数（※）が3カ月とも17日未満の場合、特例基礎日数（通常15日）以上の月を
対象に計算します。

●［月給者］［日給月給者］［日給者］［時給者］

最初は全部の欄にチェックされています。給与区分を限定して作成する場合は、作成の必要のない給与区分をク
リックしてチェックをはずしてください。

●新規作成．．．．作成済の算定基礎届データがいったん削除され、再作成されます。
●確認／修正．．作成済の算定基礎届データがそのまま表示されます。（確認と修正が可　

能です。）
※算定基礎届のデータを個別に削除してある場合は、 「確認／修正」を選んだ場合で
も、再作成されます。

●基礎日数．
「月給者」．．作成条件入力画面で入力した暦月の日数。
「日給月給者」．．作成条件入力画面で入力した暦月の日数から、
勤怠データの欠勤日数を差し引いた日数。（有休日数は差し引
きません）
「日給者」「時給者」．．勤怠データの勤務日数。　

●交通費について
［現金金額］および、［現物金額］には、交通費を含んだ金額
が表示されます。［内月割交通費］（現金・現物）の欄に表示
される交通費は、サイクルが1ヵ月の場合は毎月支給している
金額、サイクルが2ヵ月以上の場合は、支給金額をサイクルで
割って［月割交通費］を求め、３つの支給パターンの合計を
表示しています。（端数は切り捨てとなっています。）　※月
割交通費：各月の給与明細入力画面の「月割交通費」ボタン
で、確認と変更ができます。

●別支給分の手入力．
算定基礎届は給与データを元に作成されます。給与の他に、現物および現金で支給しているものがあれば、それも含めた金額
を、ここで手入力します。
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●ソート

（保険番号順） （社員コード順）（部課/社員コード順）（等級順）（被保険者区分/社員コード順）（年金番号順）
それぞれの順番でソートします。

●削除

（1行削除）カーソルのある行を1行削除します。
（全削除）表示中の月額変更届データを全部削除します。

●EXPORT

算定基礎届のデータを外部ファイルにEXPORTします。

●終了

（登録）算定基礎届を登録し、終了します。

※算定基礎届データの一覧からダブルクリックして、詳細入力を行うことができます。健康保険組合や厚生年
金基金のFD出力に関する情報はこちらの画面で入力します。

●改定予定月
8月または9月に月額変更を予定している場合、8または9の数字を入力します。

●被保険者区分
一般またはパートのどちらかを選択します。

●従前改定年月
現在の標準報酬月額に改定した年（和暦）月を設定します。

●健康保険組合FD提出用項目
被保険者番号、健保固有項目（算定基礎届）を入力します。（健康保険組合に加入している場合のみ）※健
保固有項目（月額変更届）は、今回は入力の必要はありません。

●厚生年金基金FD提出用項目
加入員番号、加算適用の有無、加算給与月額、標準給与月額、第二加算給与月額、第二加算標準給与月額、
算定基礎届固有項目１～１０を入力します。（厚生年金基金に加入している場合のみ）　※月額変更届固有
項目１～１０は、今回は入力の必要はありません。
●各項目の入力内容について詳しくは、日本年金機構のホームページ（ http://www.nenkin.go.jp/）等でご確認くだ
さい。
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５．算定基礎届の印刷
算定基礎届を、A4白紙用紙または、ヒサゴ専用用紙に印刷することができます。「３．算定基礎届の作成」に従い、算定
基礎届の画面を表示させます。
１．一部の社員のみ印刷する場合は、印刷したい社員の「チェック」欄にチェックを入れます。

２．「印刷／FD出力」ボタンをクリックします。「チェックした社員だけ対象」の場合は、□にチェックを入れます。

●A4白紙．．．出力帳表がそのまま提出可能かどうか、年金事務所等にご確認ください。
万が一不可の場合は、正式書類に転記してお使い下さい。

●ヒサゴ連続用紙BP311．．．ヒサゴの 「算定基礎届」（複写用紙）に印字します。
※ドットプリンタと、プリントサーバーが必要です。1頁に５件ずつ印字されます。

「開始」ボタンをクリックすると、確認画面のあと、印字が始まります。

６．算定基礎届のFD出力
算定基礎届を、FDで提出する場合、データ出力することができます。「３．算定基礎届の作成」に従い、算定基礎届の画
面を表示させます。
１．一部の社員の分のみFD出力する場合は、出力対象社員の左端のチェック欄□をクリックして、印をつけます。

２．次に、「印刷とFD出力」ボタンをクリックし、FDデータ作成タブをクリックします。「チェックした社員だけ対象」
の場合は、□にチェックを入れます。

●FD連番～事業所番号．．．それぞれ入力します。
●「社会保険事務所提出用」「健康保険組合提出用」「厚生年金基金提出用」．．．どれか選択します。
●「健康保険組合提出用」．．．事務所番号（健康組合）、健保固有項目名称（算定基礎届）の内容をそれぞれ入力します。
●「厚生年金基金提出用」．．．基金番号、事業所番号(厚生年金基金)、基金固有名称（算定基礎届）の内容をそれぞれ入

力します。
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７．改定等級（報酬月額）の社員への適用
算定基礎届により改定された標準報酬月額（等級）を社員に適用します。

等級の改定は、９月分保険料から行われます。９月分保険料は１０月（支給）分給与から控除するのが通常です。「１０月
分の給与計算の前」に、料額表の再計算と社員への適用処理を行って下さい。(ただし、９月分の保険料を９月支給分給与から控除し
ている会社の場合は、９月分の給与計算の前に行って下さい。)

１．「２．算定基礎届の作成」　に従って算定基礎届を作成します。３の画面から「作成開始」ボタンをクリックすると、
下記ウィンドウが表示されます。今年(6月に)作成したものを表示させたいので、「確認／修正」ボタンをクリックします。
（間違って「新規作成」ボタンをクリックしてしまいますと、算定基礎届が新規に作成されます。前回、算定基礎届の画
面で手入力した項目は上書きされてしまうので、ご注意願います。）

２．一部の社員だけに新等級を適用する場合は、適用する社員のチェック□欄にチェックします。

３．「新等級適用」ボタンをクリックすると、適用対象者を選ぶウィンドゥが表示されます。「チェック社員だけ」また
は「全員」ボタンをクリックすると、新しい等級、報酬月額、保険料が社員情報に書き込まれます。※次回の給与から
反映されます。

４．登録ボタンで終了します。
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８．年間報酬との比較
平成２３年度より、４、５、６月の報酬の月平均と、年間報酬（前年７月～当年６月）の月平均に２等級以上差があり、
年間報酬の平均で決定することに被保険者が同意する場合、算定基礎届を、年間報酬の平均で届ける申立ができるように
なりました。　BIZTREK給与では、４、５、６月の報酬の月平均と、 年間報酬（前年７月～当年６月）の月平均の比較
を画面上で行い、 ２等級以上差があるかどうかを算定し、同意書を印刷することができます。

１．「２．算定基礎届の作成」　に従って算定基礎届を作成します。
画面右上の、「年間平均比較との比較(2/2)へ」のボタンをクリックします。

２．年間合計の表示画面に変わります。ここで「前年７月～本年６月の再計算」ボタンをクリックすると、年間平均額
が計算されます。

３．2の画面から、各社員の社員コード、名前の下のグレーの部分をダブルクリックすると、前年７月～当年６月の月別
報酬額を見たり、印刷ボタンで、同意書を印刷することができます。

▼月別報酬額（社員別）

▼同意書（印刷）
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２．月額変更届
１．月額変更届とは

固定的賃金の変動 があった（昇給や降給によって、被保険者のうける報酬が大幅に変わった）ときは、標準報酬の随時改
定が行なわれます。この場合の提出書類が、『月額変更届』です。※算定基礎届を作成する為には、社員情報の、健康保険
等級、厚生年金等級の入力が必要です。

※『月額変更届』は、次の条件をすべて満たす場合に提出することになっています。
［１］昇（降）給などで固定賃金に変動があったとき
［２］固定的賃金の変動月以降引き続く３ヵ月に受けた報酬の平均月額と現在の標準報酬月額等級との間に２等級以上の差が生じた
とき
［３］３ヵ月とも支払基礎日数が17日以上あるとき

※BIZTREK給与では、支払基礎日数が17日未満の月が１ヵ月でも含まれている社員の月額変更届データは作成されません。　２等
級以上変動があった社員の月額変更届データには、「＊」マークがつきます。

２．月額変更届の処理手順

１．固定的賃金の変動があった月から３か月目迄の給与計算を行います。
２．月額変更届の作成
３．月額変更届の修正
４．月額変更届の印刷
５．月額変更届の提出
６．標準報酬月額の改定

３．月額変更届の作成

１．社保メニューから、「月額基礎届」を選択します。
２．作成条件を入力する画面が表示されます。

●昇給または降給
どちらかを選択します。

●どちらかを選択します。
昇給または降給した年月を入力します。

●暦月
月額変更届の計算をする最初の月を入力します。

●日数　
※給与の締め～締めまでの実日数です。
（例）3/21～4/20までの給与を、4/25に、４月分給与とし
て支給する場合。
日数は、4月=31日（3/21～4/20の日数）

5月=30日（4/21～5/20の日数）
6月=31日（5/21～6/20の日数）

●部門コード～社員コード　
範囲指定ができます。全員の場合は、何も指定しません。●［月給者］［日給月給者］［日給者］［時給者］

最初は全部の欄にチェックされています。作成の必要のない給与区分がある場合は、チェックをはずしてください。



３．［作成開始］ボタンをクリックすると、既に作成済みの場合、下図のウィンドウが表示されます。（新規に作成する
場合は、5に進みます。）

４．月額変更届の集計結果が画面に表示されます。※支払基礎日数が17日未満の月が１ヵ月でも含まれている社員の月額変更届
データは作成されません。２等級以上変動があった社員(月額変更届対象者)の月額変更届データには、「＊」マークがつきます。月額変
更届の数値を、画面で手修正することができます。　※月額変更届画面で手修正した値は、給与明細書には反映されません。

●別支給分の手入力．
月額変更届は給与データを元に作成されます。給与の他に、現物および現金で支給しているものがあれば、それも含めた金額
を、ここで手入力します。

●ソート
（保険番号順） （社員コード順）（部課/社員コード順）（等級順）（被保険者区分/社員コード順）（年金番号順）それぞれの順
番でソートします。

●削除
（1行削除）カーソルのある行を1行削除します。
（全削除）表示中の月額変更届データを全部削除します。

●EXPORT
月額変更届のデータを外部ファイルにEXPORTします。
（登録）月額変更届データを登録し、終了します。

※月額変更届データの一覧からダブルクリックして、詳細入力を行うことができます。健康保険組合や厚生年金基金のFD出
力に関する情報はこちらの画面で入力します。
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●新規作成．．．．作成済の算定基礎届データがいったん削除され、再作成されます。
●確認／修正．．作成済の算定基礎届データがそのまま表示されます。（確認と修正が可

能です。）
※算定基礎届のデータを個別に削除してある場合は、 「確認／修正」を選んだ場合でも、
再作成されます。

●被保険者区分
一般またはパートのどちらかを選択します。

●従前改定年月
現在の標準報酬月額に改定した年（和暦）月を設定します。

●健康保険組合FD提出用項目
被保険者番号、健保固有項目（月額変更届）を入力します。
（健康保険組合に加入している場合のみ）※健保固有項目
（算定基礎届）は、今回は入力の必要はありません。

●厚生年金基金FD提出用項目
加入員番号、加算適用の有無、加算給与月額、標準給与月
額、第二加算給与月額、第二加算標準給与月額、算定基礎
届固有項目１～１０を入力します。（厚生年金基金に加入
している場合のみ）　※算定基礎届固有項目１～１０は、
今回は入力の必要はありません。

●各項目の入力内容について詳しくは、日本年金機構の
ホームページ等でご確認ください。

●基礎日数．
「月給者」．．作成条件入力画面で入力した暦月の日数。
「日給月給者」．．作成条件入力画面で入力した暦月の日数から、
勤怠データの欠勤日数を差し引いた日数。（有休日数は差し引
きません）
「日給者」「時給者」．．勤怠データの勤務日数。　

●交通費について
［現金金額］および、［現物金額］には、交通費を含んだ金額
が表示されます。［内月割交通費］（現金・現物）の欄に表示
される交通費は、サイクルが1ヵ月の場合は毎月支給している
金額、サイクルが2ヵ月以上の場合は、支給金額をサイクルで
割って［月割交通費］を求め、３つの支給パターンの合計を
表示しています。（端数は切り捨てとなっています。）　※月
割交通費：各月の給与明細入力画面の「月割交通費」ボタン
で、確認と変更ができます。
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４．月額変更届の印刷
自動作成された月額変更届の数値を、必要に応じ画面で手修正後、A4白紙用紙または、ヒサゴ専用用紙に印刷することが
できます。「３．月額変更届の作成手順」に従い、月額変更届の画面を表示させます。
１．一部の社員の分のみ印刷する場合は印刷したい社員の「チェック欄」にチェックを入れます。

２．「印刷／FD出力」ボタンをクリックします。「チェックした社員だけ対象」の場合は□にチェックを入れます。

●A4白紙．．．出力帳表がそのまま提出可能かどうか、年金事務所等にご確認ください。
万が一不可の場合は、正式書類に転記してお使い下さい。

●ヒサゴ連続用紙BP311．．．ヒサゴの 「算定基礎届」（複写用紙）に印字します。※ドットプリンタと、
プリントサーバーが必要です。1頁に５件ずつ印字されます。「テスト印字」を行い、印字位置の調整を行ってください。

「開始」ボタンをクリックすると、確認画面のあと、印字が始まります。

５．月額変更届のFD出力
月額変更届を、FDで提出する場合、データ出力することができます。「３．月額変更届の作成」に従い、月額変更届の画
面を表示させます。
１．一部の社員の分のみFD出力する場合は、出力対象社員の左端のチェック欄□をクリックして、印をつけます。

２．次に、「印刷とFD出力」ボタンをクリックし、FDデータ作成タブをクリックします。「チェックした社員だけ対象」
の場合は、□にチェックを入れます。

●FD連番～事業所番号．．．それぞれ入力します。
●「社会保険事務所提出用」「健康保険組合提出用」「厚生
年金基金提出用」．．．どれか選択します。
●「健康保険組合提出用」．．．事務所番号（健康組合）、健
保固有項目名称（算定基礎届）の内容をそれぞれ入力します。
●「厚生年金基金提出用」．．．基金番号、事業所番号(厚生年
金基金)、基金固有名称（算定基礎届）の内容をそれぞれ入力
します。
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６．改定等級（報酬月額）の社員への適用
月額変更届により改定された標準報酬月額（等級）を社員に適用します。

例）8月分保険料から適用の場合、9月の給与から新保険料で控除します（翌月控除）ので、9月の給与計算の前に「新等級

適用」処理を行ってください。

１．「２．月額変更届の作成」　に従って月額変更届を作成します。３の画面から「作成開始」ボタンをクリックすると、
下記ウィンドウが表示されます。前回作成したものを表示させたいので、「確認／修正」ボタンをクリックします。（間
違って「新規作成」ボタンをクリックしてしまいますと、月額変更届が新規に作成されます。前回、月額変更届の画面
で手入力した項目は上書きされてしまうので、ご注意願います。）

４．月額変更届の画面から、「新等級適用」ボタンをクリックします。

５．「全員」または、「チェック社員だけ」ボタンをクリックすると、新しい等級、標準報酬月額、保険料が社員情報に
書き込まれます。次回の給与から反映されます。

※□チェック欄に、印をつけた社員のみ適用対象にする場合は、「□チェック社員だけ」の□をチェックします。

６．登録ボタンで終了します。
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３．労働保険料賃金集計表 「BIZTREK給与Perfect」
１．労働保険料賃金集計表とは

労働保険料申告書に記入する為の、労働保険料賃金集計表（確定保険料算定基礎賃金集計表）が作成できます。前年4月
から、本年3月までの、支払賃金を、労災区分、雇用保険区分別に集計します。導入後２年目から、出力が可能です。

２．労働保険料賃金集計表の作成手順

１．3月までの給与計算処理を行います。

２．労働保険料賃金集計表の作成

３．労働保険料賃金集計表の修正

４．労働保険料賃金集計表の印刷

５．労働保険料申告書に記入、提出
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３．労働保険料賃金集計表の作成
１．社保メニューから、「労働保険料賃金集計表」を選択します。
２．作成条件を入力する画面が表示されます。

３．［検索開始］ボタンをクリックすると、集計が始まり、労働保険料賃金一覧が表示されます。
画面は２頁あり、最初、対象給与データの一覧が表示されます。ポップアップメニューの「給与」を「賞与」に切り替
えると、対象賞与データの一覧画面に変わります。

●年度
集計対象データの年度が和暦で表示されます。

●部門コード、役職コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何
も指定しません。

●労災区分設定、雇用保険区分設定、高齢区分設定
「確定保険料算定基礎賃金集計表」（労働保険料申告書と一緒に、労働基準監督署より送られてきます。）の各区
分に対応します。

※労災区分は、「1：常用労働者」「2：役員で労働者扱いの者」「3：臨時労働者」「0：その他」のどれかです。
※雇用保険区分は、「5：被保険者」「6：役員で被保険者扱いの者」「0：その他」のどれかです。
※高齢区分は、「8：高年齢労働者」「0：その他」のどちらかです。　

各区分は、社員情報に登録します。社員情報を参照し、月毎の給与データにも、区分をもちます。後から社員
情報の区分を変更した場合、次回の給与／賞与データから変更後の区分が反映されます。
この画面で、区分の変更を行う場合は、先にその社員の給与／賞与データを一覧から黒く反転させてから、そ
れぞれの区分設定ボタンをクリックします。※この設定は、給与データ、賞与データそれぞれに必要です。画
面を切り替えて両方で行ってください。
※Mac：shift+クリックで範囲指定、ｺﾏﾝﾄﾞ+クリックで個別指定。
※Windows：shift+クリックで範囲指定、Ctrl+クリックで個別指定。

●対象額再計算
通常使用しません。

●一覧印刷
表示中の対象給与（賞与）データ一覧を印刷します。

●集計表印刷
確定保険料算定基礎賃金集計表を印刷します。給与一覧、賞与一覧のどちらからでも同じ帳表が印刷されます。

（給与／賞与） に切替
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１．退職者源泉徴収票
１．退職者源泉徴収票とは

年の途中で退職して、年末調整を行わない社員の源泉徴収票を作成します。
年末調整とは無関係に、いつでも出力できます。社員情報の社員区分が［退職］となっていることと、退職年月日が入力
されていること、年調「しない」が選択されていることが必要です。

退職社員の年末調整を行う場合は、年末調整「する」を選択し、在職社員と同様に、年末調整を行います。この場合、「退職者源泉
徴収票」でなく、通常の「源泉徴収票」が作成されます。　

２．退職者源泉徴収票の処理手順
１．退職者の給与計算、賞与計算を全部終わらせます

２．退職者の社員情報の社員区分を退職に変更、退職年月日を入力します

３．年調「しない」を選択します

４．退職者源泉徴収票の作成

５．退職者源泉徴収票の確認と入力

６．退職者源泉徴収票の再計算

７．退職者源泉徴収票の印刷

※退職者でも、年調「する」社員は、通常の「源泉徴収票」メニューから出力してください。

３．退職者源泉徴収票の作成
１．「年調」メニューから、「退職者源泉徴収票」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されます。

●部門コード、役職コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何
も指定しません。

●源泉徴収票の種別欄
源泉徴収票の種別欄に印字する文字を入力します。
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３．検索開始ボタンをクリックすると、退職者の一覧が表示されます。

４．退職者源泉徴収票の確認と入力
３の「退職者源泉徴収票の作成手順」にしたがって、退職者一覧を表示させます。
一覧からダブルクリックすると、その社員の退職者源泉徴収票が画面に表示されます。
摘要欄等に手入力をする必要があれば、ここで入力することができます。扶養親族の人数等も手入力してください。

５．退職者源泉徴収票の再計算
「退職者源泉徴収票」に表示されている金額が、正しくない場合は、退職者源泉徴収票画面の「削除」ボタンでいったん削
除してから、メニューに戻り、再度「退職者源泉徴収票」を出してください。

退職者に関するデータの入力が不完全な状態で「退職者源泉徴収票」を作成すると、不完全な帳表が作成されてしまいます。
この場合、いったん削除して再度作成すると、再計算されます。

第６章- 年末調整処理



第６章- 年末調整処理

年末調整処理 - VI-3

６．退職者源泉徴収票の印刷
■複数の退職者源泉徴収票を一度に印刷するとき
「３．退職者源泉徴収票の作成」手順に従い、退職者の一覧を画面に表示させます。

■一人分の退職者源泉徴収票をいったん画面に表示させ、印刷するとき
「３．退職者源泉徴収票の作成」手順に従い、退職者の一覧を画面に表示させます。退職者源泉徴収票を表示させたい退
職者を一覧からダブルクリックします。

■用紙の選択
印刷ボタンをクリックすると、用紙の選択画面が現われます。どれか選択して、印刷開始ボタンをクリックします。ヒサ
ゴ専用用紙を選択すると、テスト印字ができますので、用紙の位置合わせを行ってください。A4白紙用紙に印刷する場合、
次に表示される用紙設定ダイアログで横方向を選んでください。A4用紙を4分割して源泉徴収票が印刷されます。

●印刷
表示中の退職者全員の源泉徴収票を印刷します。

●印刷
表示中の退職者１名の源泉徴収票を印刷します。
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２．年末調整処理の手順
１．年末調整処理とは

１年間の給与、賞与のデータを集計し、年末調整を行うことができます。年末調整に関しては、控除額や計算方法が、原
則として毎年変ります。「BIZTREK給与Standard」「BIZTREK給与Perfect」の年間サポート契約をされているお客様には、
毎年11月下旬頃に、対応プログラムをお送りいたしますので、必ず、その年の年末調整対応版を使用してください。

２．年末調整処理の手順
■　年末調整をどのタイミングで行うか、3つの中から選択できます。（年調基本情報）
●12月支給の最後の給与に反映させる。
12月の給与計算を通常通り行い、明細書出力を行う前に、年末調整処理を行います。年末調整により、12月給与明
細書の源泉所得税額が書き変ります。

●12月支給の最後の賞与に反映させる。
12月の賞与計算を通常通り行い、明細書出力を行う前に、年末調整処理を行います。年末調整により、12月賞与の
源泉所得税額が書き変ります。

●単独で行う
12月の給与計算、賞与計算がすべて終了してから、年末調整を行います。還付金明細書、還付金金種一覧表が印字で
きます。

■　前準備
１．年末調整関連の資料（扶養控除等申告書、保険料控除申告書等）を揃えます。
２．社員の住所等、変更があれば、社員情報で変更します。
３．会社情報の会社名、住所、電話番号等未入力や変更箇所があれば、入力します。
※「会社名（源泉徴収票）」を、必ず登録してください。（源泉徴収票の会社名欄には、この内容が印字されます。）
「会社名（源泉徴収票）」の文字数は、全角28文字まで入力できます。半角文字を含んで、制限文字数いっぱいまで
入力した場合、ヒサゴ連続用紙386（ドットプリンタ）に印刷すると、印字欄の右側の枠をはみだして印字されます。
また、税務署連続用紙（ドットプリンタ）は、会社名印字欄の右側に役所使用欄が設けてある場合があり、会社名
（源泉徴収票）の文字数が長いと、この欄にはみだして印字されます。テスト印字を行って、ご確認ください。（ヒサ
ゴレーザープリンタ用紙、A4白紙用紙の場合は、すべて印字されます。）
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４．入力済の給与データ、賞与データの間違いがあれば訂正します。

■　年末調整処理（１）　・・・・【12月の給与（または12月の賞与）に反映させる場合】
１．12月の本年最後の給与（賞与）計算
後で行う年末調整により、源泉所得税額が変わるので、明細書の出力はまだ行いません。データのチェックは、チェ
ックリストを印字して行ってください。

２．年調基本情報で、「12月支給の最後の給与（賞与）に反映させる」を選択　
３．年調社員情報を入力
配偶者や扶養者、本人に関する情報や、支払った生命保険料等の申告データを入力します。

４．給与データのバックアップコピー
配年調計算中のエラーに備え、給与データのバックアップコピーをとります。

５．年調計算
年間の給与、賞与の支給額が集計され、年調社員情報で入力された情報を元に、年間の所得税額が計算されます。給
与、賞与から毎回徴収された源泉所得税との差額は、12月の給与（賞与）の源泉所得税欄に書き込まれます。

６．12月給与（賞与）の明細書や帳表の印字
年調計算により、源泉所得税額が書き変わっています。明細書他、必要帳表の印字を行ってください。

７．年調書類の作成
源泉徴収簿、源泉徴収票、支給状況内訳表等の印字を行います。

８．年次処理へ
年末調整の作業がすべて終了しましたら、年次処理（賃金台帳の出力、年次更新）へ進みます。

■　年末調整処理（２）　・・・・【単独で行なう場合】
１．12月の本年最後の給与計算
今までと同様、明細書他の帳表の印字も行います。

２．年調基本情報で、「単独で行う」を選択
３．年調整社員情報を入力
配偶者や扶養者、本人に関する情報や、支払った生命保険料等の申告データを入力します。

４．給与データのバックアップコピー
配年調計算中のエラーに備え、給与データのバックアップコピーをとります。

５．年調計算
年間の給与、賞与の支給額が集計され、年調社員情報で入力された情報を元に、年間の所得税額が計算されます。給
与、賞与から毎回徴収された源泉所得税との差額は、源泉徴収簿の別計算過不足税欄に書き込まれます。

６．年調書類の作成
源泉徴収簿、源泉徴収票、支給状況内訳表の出力を行います。還付金明細書、還付金金種一覧表の印字ができます。
（銀行振込依頼書は印字できません。）

７．年次処理へ
年末調整の作業がすべて終了しましたら、年次処理（賃金台帳の出力、年次更新）へ進みます。

第６章- 年末調整処理
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３．年調基本情報
１．年調基本情報とは

年末調整をどのように行うか、3つの中から選択できます。
●12月支給の最後の給与に反映させる。
12月の給与計算を通常通り行い、明細書出力を行う前に、年末調整処理を行います。年末調整により、12月給与明
細書の源泉所得税額が書き変ります。

●12月支給の最後の賞与に反映させる。
12月の賞与計算を通常通り行い、明細書出力を行う前に、年末調整処理を行います。年末調整により、12月賞与の
源泉所得税額が書き変ります。

●単独で行う
12月の給与計算、賞与計算がすべて終了してから、年末調整を行います。還付金明細書、還付金金種一覧表が印字
できます。

いずれかの方法で、いったん年調計算を行いますと、計算前の状態に戻したり、別の方法に変更することはできません。
このような場合や、年調計算中のエラーに備え、年調計算の前にはデータのバックアップコピーを必ずとってください。

２．年調基本情報設定
１．年調メニューから、「年調基本情報」を選択します。
２．・年末調整をどのように行うか、３つの中から選択します。
・源泉徴収票の種別欄に印字する文字を入力します。（「給与・賞与」と入っていますが、変更ができます。）
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４．年調社員情報
１．年調社員情報とは

社員の配偶者や扶養者、本人に関する情報や、支払った生命保険料等の申告データ等を入力します。
次に行う年調計算の元になります。

２．年調社員情報検索
１．年調メニューから、「年調社員情報」を選択します。
２．検索条件を入力する画面が表示されます。

３．「年調社員情報へ」ボタンをクリックすると、対象社員の一覧が表示されます。

●部門コード、役職コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全
員の場合は、何も指定しません。

※年調社員情報入力は、「在職」または
「休職」の社員、または、「退職」で年
調「する」社員が対象となります。
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３．年調社員情報入力・訂正
「 ２．年調社員情報検索」の手順で、社員一覧を表示させます。社員一覧からダブルクリックして「年調社員情報入力」
画面を表示させます。画面は、「配偶者・扶養者」「本人」「申告データ」の３つあり、それぞれのタブで切り替えます。

（１）配偶者・扶養者　画面

●フリガナ、氏名、郵便番号、住所１、住所２
はじめて年調社員情報入力を行った時、社員情報からコピーされます。その後、変更があったときは、ここで手
入力します。「その他」メニューのエラーチェックを行って、社員情報（設定メニュー）から再度読込ませること
もできます。

★以下の項目についての詳細は、国税庁監修の『年末調整のしかた』（毎年、税務書から送られてきます。）をご覧下さい。

●配偶者
＊「無」
＊「有（一般配偶者控除対象外）」（合計所得が38万円を超える場合、該当します。）
＊「有（一般配偶者控除）」（合計所得が38万円以下の場合、該当します。）

※給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば該当します。
＊「有（老人）」
＊「有（同居特別障害者控除）」
＊「有（老人の同居特別障害者控除）」
＊「有（特別障害者控除）」
＊「有（老人の特別障害者控除）」
＊「有（一般障害者控除）」
＊「有（老人の一般障害者控除）」　　　　の中から選択します。

●配偶者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額を入力します。
※配偶者特別控除額を算出するために入力する項目です。

●配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額により、配偶者特別控除額を算出し、表示します。（手入力もできます。）

３つの画面をタブで切り替えます。

「<-前へ」「次へ->」ボタンは、変更
内容を保存後、前後の社員に移動し
ます。
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（２）本人　画面

●配偶者を除く扶養人数
１～８に、それぞれ、人数（配偶者を除く）を入力します。１～８に、それぞれ、人数（配偶者を除く）を入力
します。

１．16歳未満の扶養親族(控除対象外)

２．一般扶養親族
３．特定扶養親族
４．同居老親等以外の老人扶養親族
５．同居老親等

※１～５に同じ人を重複して人数に入れないでください。

６．　１～５のうち同居特別障害者
７．　１～５のうち同居特別障害者以外の特別障害者
８．　１～５のうち一般の障害者数

※６～８に同じ人を重複して人数に入れないでください。

※摘要１～３、前職総支給額、前職社会保険料、前職減清澄酒税額　につきましては、次頁の説明をご覧下さい。
【本人欄】
１．税表　：　「甲欄」「乙欄」のどちらかを選択します。
２．一般障害者　：　「でない」「である」のどちらかを選択します。
３．特別障害者　：　「でない」「である」のどちらかを選択します。
５．一般の寡婦　：　「でない」「である」のどちらかを選択します。
６．特別の寡婦　：　「でない」「である」のどちらかを選択します。
７．寡夫　：　「でない」「である」のどちらかを選択します。
８．勤労学生　：　「でない」「である」のどちらかを選択します。
１0．未成年　：　「でない」「である」のどちらかを選択します。
１1．死亡退職　：　「でない」「である」のどちらかを選択します。
１2．災害者　：　「でない」「である」のどちらかを選択します。
１3．外国人　：　「でない」「である」のどちらかを選択します。

社員から提出される、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告」書の下段（○住民税に関する事項）に氏名等の記載欄
があります。※16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象外ですが、源泉徴収票に、人数の記載欄があります。
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年調社員情報データを作成後や年調計算後、被扶養者の記載内容を変更したい場合　
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■中途入社の社員で、前職の源泉徴収票を提出されている場合は、以下の項目を入力してください。

●前職総支給額
前職の総支給額（交通費等の非課税手当は除く）を入力します。
●前職社会保険料
前職の社会保険料を入力します。
●前職源泉徴収税額
前職の源泉徴収税額を入力します。

「社員情報の被扶養者名1・２を、摘要２・３に再読込する」
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※23年度以降は、16歳未満の被扶養者は名前の後に(年少)と記載します。
例）子：一郎、雅子（年少）

■社員情報登録（設定） �y¶¡l~o�¼Çy¶È

◎「前職総支給額、社会保険料、源泉徴収税額を摘要３に転記する」ボタン
それぞれに金額を入力後、このボタンをクリックすると、摘要3にそれぞれの金額が転記されます。（摘要3に何か
入力されていれば、その後ろに追加されます。）※前職の会社名・住所・退職年月日は、空いている摘要欄に手入
力してください。但し、摘要1は、年調計算の時、自動的に文字が入る場合がありますので、摘要1を使用する場
合は、年調計算後に入力してください。

【摘要欄について】



（３）申告データ　画面
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被扶養者名や、前職の給与に関する情報等を、摘要欄に手入力する場合は、摘要２・３に入れるか、年調計
算が終わってから、摘要１に入れてください。
摘要１は、「年調計算」を行ったとき、「住宅借入金等特別控除可能額」と「国民年金保険料」の金額をい

れたり（記載が必要な場合のみ）、年調を行わない社員の場合に「年調未済」という文字をいれたりするのに、ソフトウェアが使用
します。従って、これらに該当する社員の場合は、年調計算の前に、摘要1に文字を入れてしまいますと、年調計算によって、別の
文字が上書きされてしまいますので、摘要1は、必ず年調計算の後に入力してください。また入力するべき文字数が多く、入力しき
れない場合は、手書きしていただくようお願いします。

(1)　年調する人
+HF@�D
����*��J?9�/K"BM���&5+J

�L2?��0E4�D<�C ;������N����GI�

-E�(#��O

(2)　年調しない人
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��C ;���+H37��	
1)������

���}g¢*�®�*S��y¶計算後の源泉徴収票のS�

■摘要１欄を使用
する場合のご注意

� 
�"$!� !#��� 	������ 	����� �������

��������� �����

【給与所得者の保険料控除申告書】
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●「翌年1月1日の市区町村」
総括表の集計は、年調社員情報の市区町村コード（翌年1月1日に居住している住所の市区町村コード）を元に行われます。年
調社員情報には、最初、社員情報（設定メニュー）に登録されている市区町村コードが自動的に入ります。年の途中で他の市
区町村へ移転した場合は、移転先の市区町村コードをここで入力します。（住民税は、翌年5月までは、移転前の市区町村に支
払うため、それまでは、社員情報の市区町村コードは、移転前のままにしておきます。）
住民税納付先登録（設定メニュー）がされていれば、市区町村コード入力欄に「0」を入力すると、選択画面が表示されます。
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【(5)地震保険料の控除額】
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【(6)申告による社会保険料の控除額】
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【(7)申告による小規模企業共済掛金】
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【(8)住宅借入金等特別控除額】
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【(1)一般の生命保険料】
「支払った一般の生命保険料(新)Ａ」に新保険料等の合計金
額を入力しますと、「【一般の生命保険料控除額】(新)」(あ)
が自動計算されます。同様に「支払った一般の生命保険料
(旧)Ｂ」に旧保険料等の合計金額を入力しますと、「【一般
の生命保険料控除額】(旧)」(い)が自動計算されます。同時
に、(あ)+(い)=(う)(最高40000円)と、(イ)=(い)と(う)のい
ずれか大きい金額が自動計算されます。

【(3)個人年金保険料】
「支払った個人年金保険料(新)D」に新保険料等の合計金額
を入力しますと、「【個人年金保険料の控除額】(新)」(え)が
自動計算されます。同様に「支払った個人年金保険料(旧)E」
に旧保険料等の合計金額を入力しますと、「【個人年金保険
料の控除額】(旧)」(お)が自動計算されます。同時に、
(え)+(お)=(か)(最高40000円)と、(ハ)=(お)と(か)のいずれ
か大きい金額が自動計算されます。

【(4)生命保険料の控除額合計】
(イ)+(ロ)+(ハ)が自動計算されます。

【(2)支払った介護医療保険料】
「支払った介護医療保険料(新)C」に新保険料等の合計金額
を入力しますと、「【介護医療保険料の控除額】」(ロ)が自動
計算されます。
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４．「年調社員情報の印刷」「前年情報から読込」「年調計算」等
「２．年調社員情報検索の手順」で、社員一覧を表示させます。

●ソート順
見やすい順に並べ替えます。

●全件表示／選択のみ表示　の切り替え
「印刷」「前年情報から読込」の対象者を選択できます。

全件表示．．．．．．．．（「選択のみ表示」で一部のみ表示させた後）最初に検索された全社員の一覧を表示させたい時切り替えます。
選択のみ表示．．．．．最初に検索された社員の中から選択した社員のみ表示させたい時や印刷したい時、切り替えます。

※クリックして反転させた後、「全件表示」を「選択のみ表示」に切り替えると、 対象者の選択ができます。

●前年情報から読込
前年度の年調社員情報を、今年度に読み込みたい時使用します。年調社員情報入力画面の中の、読み込む頁をチェックして指定します。

●印刷
表示中の社員の年調社員情報を印刷します。

●年調計算→源泉徴収簿・源泉徴収票へ
年調社員情報を入力した後、一覧画面の「年調計算→源泉徴収簿・源泉徴収票へ」ボタンをクリックし、次のウィンドウで
「計算開始」ボタンをクリックすると、年調計算が行われ、「源泉徴収簿」と「源泉徴収票」が作成されます。

「計算開始」ボタ
ンをクリックす
ると、年調計算
が行われ源泉徴
収票と源泉徴収
簿が作成されま
す。

※既に源泉徴収票と源泉徴収簿が作成された状態で「年調計算」ボタンをクリックした場合は、年調の再計算は行われません。
→　年調の再計算を行い、源泉徴収票と源泉徴収簿が再作成するためには、「その他」メニューから源泉徴収簿データを削除後、

再び「年調計算」を行ってください。

年調計算、源泉徴収簿、源泉徴収票の詳しい説明は、次頁以降をご覧下さい。
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５．年調計算
１．年調計算とは

「年調計算」を行いますと、以下の処理が行われます。
※「年調社員情報一覧」の「年調計算→源泉徴収票・源泉徴収簿へ」ボタンをクリックした時と全く同じ処理です。
（源泉徴収票・源泉徴収簿のウインドウは開きません。）

(1) 1年間の給与、賞与の支給額が集計されます。
(2) 1年間の給与、賞与から毎回徴収された源泉所得税が集計されます。
(3) (1)と、年調社員情報で入力された情報を元に、年間の所得税額が計算されます。
(4) (2)と(3)の間に差額が生じた場合、年末調整を「12月支給の最後の給与（または賞与）に反映させる」場合、12月分
の給与(または賞与)の源泉所得税欄に調整額が上書きされます。
(5) 各社員の源泉徴収簿と源泉徴収票が作成され、支給状況内訳表の印刷が可能になります。　

※社員情報で年調「する」と設定されている社員については(1)～(5)の処理が、年調「しない」と設定されている社員について
は、(1)(2)(5)の処理が行われます。
※いずれかの方法で、いったん年調計算を行いますと、計算前の状態に戻したり、別の方法に変更することはできません。この
ような場合や、年調計算中のエラーに備え、年調計算の前にはデータのバックアップコピーを必ずとってください。

２．年調計算
１．年調メニューから、「年調計算」を選択します。

２．計算開始ボタンをクリックすると、年調計算が始まります。

※一度、年調計算を行いますと、源泉徴収簿データが作成されます。
※源泉徴収簿データが作成済の社員については、年調計算の対象外となります。

※一度年調計算を行った後、間違いに気がついて再計算させたい場合、次のどちらかの方法で行います。
・その他メニューから、「源泉徴収簿削除」を行ってから、再度年調計算を行います。
・「計算済の源泉徴収簿を自動削除して．．．」のチェックボックスをチェック印をつけてから、再度年調計算します。

●部門コード、役職コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何も指
定しません。
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６．源泉徴収票
１．源泉徴収票とは

年調計算が終わると、源泉徴収票の画面表示、印刷が可能です。社員情報で年調「しない」と設定されている場合、摘要
欄に自動的に「年調未済」の文字が入ります。また、年調社員情報で、摘要欄に、入力した文字は、源泉徴収簿の摘要欄
に表示されます。源泉徴収票の画面上での入力も可能です。

２．源泉徴収票の検索
１．年調メニューから、「源泉徴収票」を選択します。
２．検索条件を入力する画面が表示されます。

３．「検索開始」ボタンをクリックすると、年末調整一覧表が表示されます。

●部門コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何も指
定しません。

●年調対象者以外も出力する
チェックすると、年調対象者以外の源泉徴収票も検索さ
れます。
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３．源泉徴収票の確認・入力
「２．源泉徴収票の検索」に従って、年末調整一覧表を表示させます。一覧からダブルクリックすると、その社員の源泉
徴収票が画面に表示されます。摘要欄等、ここで手入力することができます。

４．源泉徴収票から源泉徴収簿画面への切替
「３．源泉徴収票の確認・入力」の手順にしたがって、源泉徴収票を画面に表示させます。「徴収簿へ」ボタンをクリック
すると、源泉徴収簿画面に切り替わります。

「会社情報」　の「会社名(源泉徴収票)」と、
「源泉徴収票」の「氏名又は名称」　が対応しています。

「会社情報」　の「住所１，２」と、
「源泉徴収票」の「住所(居所)又は所在地」　が対応しています。

画面【源泉徴収票】 画面【源泉徴収簿】
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５．源泉徴収票の印刷
【１】複数の源泉徴収票を一度に印刷する
「２．源泉徴収票の検索」に従い、年末調整一覧表を画面に表示させます。

●フリガナ順、社員コード順、部課/社員コード順
見やすい順に並べ替えます。

●全件表示／選択のみ表示　の切り替え
「印刷」の対象者を選択できます。

全件表示．．．．．．．．（「選択のみ表示」で一部のみ表示させた後）最初に検索された全社員の一覧を表示させたい時切り替えます。
選択のみ表示．．．．．最初に検索された社員の中から選択した社員のみ表示させたい時や印刷したい時、切り替えます。

●(源泉徴収票)印刷
一覧に表示中の社員の源泉徴収票を印刷します。（詳しい説明は次頁）

●市区町村別集計印刷
源泉徴収票データを、市区町村別に、人数の小計をとりながら印刷します。市区町村別に提出する、支払報告書を分類する際
にご利用ください。

●EXPORT
源泉徴収票データを外部ファイルに書き出します。
「一般用」と「税務署用」のどちらかを選択し、「EXPORT開始」ボタンをクリックします。



【２】一人分の源泉徴収票をいったん画面に表示させ、印刷する
「２．源泉徴収票の検索」に従い、年末調整一覧表を画面に表示させます。源泉徴収票を表示させたい社員を一覧か
らダブルクリックします。画面の「印刷」ボタンをクリックすると、表示中の源泉徴収票が印字できます。

＊源泉徴収票印刷～用紙の選択～＊
【１】または【２】で、印刷ボタンをクリックすると、用紙の選択画面が現われます。

ドットプリンタの場合は、ヒサゴ専用用紙386に対応しています。税務署連続用紙を選ぶと、ドットプリンタに、
ヒサゴ専用用紙と同じレイアウトで印字されますが、 1頁辺当たり、1/6インチ(1行)、紙送りの行数が多くなりま
す。ページプリンタの場合は、ヒサゴ1195と983、A4白紙用紙に印字します。（4分割して使用します。）

ヒサゴ連続用紙か税務署連続用紙を選択すると、テスト印字ができますので、用紙の位置合わせを行ってください。
用紙をどれか選択して、印刷開始ボタンをクリックします。 
A4白紙用紙に印刷する場合、次に表示される用紙設定ダイアログで横方向を選んでください。ヒサゴ1195と983と、A4用
紙(4分割)して源泉徴収票が印刷されます。
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下記の用紙に対応しています。
（１）ヒサゴOP386/GB386（入数100、500）、OP386C（入数100)、OP386CK（入数100)
（２）税務署連続用紙（ドットプリンタ連続用紙）．．．税務署によって、様式が違う場合があります。

※合わない場合は、別の用紙（ヒサゴ用紙かＡ４白紙用紙）をご使用ください。
※税務署用紙に印字して、1行ずつずれてしまう場合は、ヒサゴ連続用紙を選んで、税務署用紙に印字してください。
(税務署連続用紙を選ぶと、ヒサゴ連続用紙を選んだときより、1行(1/6インチ)多く紙送りされます。)

（３）Ａ４白紙用紙．．．横方向。1枚の用紙に、4分割して印字されます。
（４）ヒサゴOP1195R,OP1195,GB1195（レーザープリンタ用：入数30、100、500）
（５）ヒサゴOP938R,OP938,GB938（レーザープリンタ、縦給紙用：入数30、100、500）

※（４）（５）は、上マージン、左マージンと、ミシン目の位置が違いますが、レイアウトは全く同じです。当社給与ソ
フトにおいては、環境設定で、上マージン、左マージンの変更ができるので、どちらの用紙にも対応できます。ただし、
プリンタによりまして、印字可能領域の制限があり、きちんと印字できない可能性もあります。必ず、サンプルを御請
求になり、テスト印字を行った上で、用紙のご購入をお願いします。
※OP1199(レーザープリンタ用、余白なし)と、OP1195P(レーザープリンタ用、摘要項目印刷済)には、対応していま
せんのでお間違いの無いよう、お願いします。
※（１）（４）（５）ヒサゴ用紙のサンプルのご請求、帳表のご購入は、
0120-135-001（[ http://www.comnis.jp/sample/ ]IBP株式会社通信販売コムニス）迄お願いします。



６．源泉徴収票の再作成
源泉徴収票の記載内容や金額が間違っていた場合、間違った原因となる箇所（例えば、年調社員情報の扶養人数を間違え
た等）を訂正後、次のA、Bのどちらかの操作を行うと、訂正内容を反映した源泉徴収票が再作成されます。

A：その他メニューの「源泉徴収簿削除」で、その社員の源泉徴収簿を削除し、再度「年調計算」を行う。
B：年調計算画面の、「計算済の源泉徴収簿を自動削除して．．．」のチェックボックスのチェック印をつけてから、再度

その社員の年調計算を行う。
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【源泉徴収票(A4白紙用紙)】印字例
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７．源泉徴収簿
１．源泉徴収簿とは

年調計算が終わると、源泉徴収簿の画面表示、印刷が可能です。A4白紙用紙に印刷します。

２．源泉徴収簿の検索
１．年調メニューから、「源泉徴収簿」を選択します。
２．検索条件を入力する画面が表示されます。

３．「検索開始」ボタンをクリックすると、源泉徴収簿一覧表が表示されます。

●部門コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何
も指定しません。

●年調対象者以外も出力する
チェックすると、年調対象者以外の源泉徴収簿も検
索されます。
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３．源泉徴収簿の確認
「２．源泉徴収簿の検索」にしたがって、年末調整一覧表を表示させます。
一覧からダブルクリックすると、その社員の源泉徴収簿が画面に表示されます。
画面は、「給料手当等」「賞与等」「年末調整」の３つあり、それぞれのタブで切り替えます。

（１）給料手当等　画面

（２）賞与等　画面

（３）年末調整　画面

３つの画面をタブで切り替えます。

←前へ、次へ→ボタンで、前後の社員に移動します。

源泉徴収簿の画面で金額を変更しても、再計算されません。変更したい場合は、VI-23頁、「源泉徴収簿の再作成」の手順で
再作成してください。
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４．源泉徴収簿から源泉徴収票画面への切替
「４．源泉徴収簿の確認」にしたがって、源泉徴収簿を画面に表示されます。次に、画面上方の「源泉票へ」ボタンをクリ
ックすると、源泉徴収票画面に切り替わります。

５．源泉徴収簿の印刷
源泉徴収簿は、A4白紙用紙に印字します。

■複数の源泉徴収簿を一度に印刷するとき
「２．源泉徴収簿の検索」に従って、年末調整一覧表を画面に表示させます。

■一人分の源泉徴収簿をいったん画面に表示させ、印刷するとき
「４．源泉徴収簿の確認」に従い、源泉徴収簿を画面に表示させます。「印刷」ボタンをクリックすると、表示中の源
泉徴収簿が印字されます。

■用紙の選択
印刷ボタンをクリックすると、印刷条件設定画面が現われます。受給者番号欄に出力するかどうかのチェックをして、
印刷開始ボタンをクリックすると印刷が始まります。A4白紙用紙に印刷する場合、次に表示される用紙設定ダイアロ
グで横方向を選んでください。A4用紙を4分割して源泉徴収票が印刷されます。

●全印刷（源泉簿）
表示中の社員全員の源泉徴収簿を印刷します。

●選印刷（源泉簿）
選択された社員のみの源泉徴収簿を印刷します。
（shift+クリックで範囲指定。Mac:コマンド+クリック，Windows：Ctrl＋クリックで個別指定）
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６．年調一覧表の印刷
「２．源泉徴収簿の検索」に従い、年末調整一覧表を画面に表示させます。

「年末調整一覧表」ボタンをクリックすると、画面に表示中の年末調整一覧表が印字されます。

７．源泉徴収簿の再作成
源泉徴収簿の金額が間違った原因となる箇所（例えば、年調社員情報の扶養人数を間違えた等）を訂正後、次のA、Bのど
ちらかの操作を行うと、訂正内容を反映した源泉徴収簿が再作成されます。

A：その他メニューの「源泉徴収簿削除」を行い、再度「年調計算」を行う。
B：年調計算画面の、「計算済の源泉徴収簿を自動削除して．．．」のチェックボックスのチェック印をつけてから、再度

年調計算を行う。

【年調一覧表】印字例　↓
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８．支給状況内訳表
１．支給状況内訳表とは

税務署に提出する「合計表」の、(5)給与所得等支給状況内訳表に相当する帳表です。
年調計算が終わってから出力します。

２．支給状況内訳表の作成
１．年調メニューから、「支給状況内訳表」を選択します。
２．確認画面が表示されますので「OK」ボタンをクリックします。

３．支給状況内訳表が画面に表示されます。

３．支給状況内訳表の印刷
「２．支給状況内訳表の作成」に従い、支給状況内訳表を画面に表示させます。

●印刷
表示中の支給状況内訳表を印刷します。

【支給状況内訳表】印字例
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９．還付金明細書
１．還付金明細書とは

年調を単独で行なう場合、還付金明細書を出力することができます。ヒサゴ専用用紙とA4白紙用紙に印字ができます。

２．還付金明細書の印刷
１．年調メニューから、「還付金明細書」を選択します。
２．出力条件設定画面が表示されます。

３．印刷開始ボタンをクリックすると、用紙選択画面が表示されます。用紙の選択と、摘要の入力を行い、印刷開始ボ
タンをクリックします。

●部門コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は何も指定しません。

●還付金がマイナス（社員から徴収）の場合も出力
該当する場合はチェックします。

●還付金が0の場合も出力
該当する場合はチェックします。

【還付金明細書】印字例　↓
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10．還付金金種一覧表
１．還付金金種一覧表とは

年調を単独で行なう場合、還付金金種一覧表を出力することができます。

２．還付金金種一覧表の作成
１．年調メニューから、「還付金金種一覧表」を選択します。
２．出力条件設定画面が表示されます。

３．印刷開始ボタンをクリックすると、還付金金種一覧表が表示されます。

３．還付金金種一覧表の印刷等
「２．還付金金種一覧表の作成」手順に従って、還付金金種一覧表を画面に表示させます。

●部門コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は何も指定しません。

●二千円札
使用するか使用しないかを選択します。

●EXPORT
（EXPORT）SYLK形式のファイルで書き出しされます。

●タイトル変更
帳表に印字される「○年○月分賞与」というタイトルを変更したい場合、変更できます。 

●印刷
還付金金種一覧表が印刷されます。

年末調整処理 - VI-26
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11．総括表
１．総括表とは

市区町村に提出する、「給与支払報告書（総括表）」を作成します。
年調計算が終わってから作業を行って下さい。

２．総括表の作成
１．年調メニューから、「総括表」を選択します。
２．出力条件設定画面が表示されます。

●提出年月日
翌年の1月31日の日付が自動的に表示されます。

●フリガナ
半角カタカナ40文字迄。最初は会社情報を参照して自動表示されます。

●給与支払者の名称又は氏名
1行目、2行目とも、全角20文字迄。最初は会社情報を参照して1行目に自動表示されます。

●給所得税の源泉徴収をしている事務所又は事業所の名称
1行目、2行目とも、全角20文字迄。最初は「同上」と自動表示されます。

●フリガナ
半角カタカナ40文字迄。最初は会社情報を参照して自動表示されます。

●同上の所在地
1行目、2行目とも、全角29文字迄。会社情報を参照して自動表示されます。

●郵便番号
会社情報を参照して自動表示されます。

●給与支払者が法人である場合の代表者の氏名
全角20文字迄。会社情報を参照して自動表示されます。

●連絡者の氏名及び所属課係名並びに電話番号
1行目、2行目　全角15文字迄。3行目全角10文字迄。

●事業種目
全角20文字迄。

●受給者総人員、提出市町村数、報告人員
「市町村一覧へ」のボタンをクリックすると、自動計算されます。

●所轄税務署
「市町村一覧へ」のボタンをクリックすると、自動計算されます。



３．印刷開始ボタンをクリックすると、還付金金種一覧表が表示されます。

３．総括表の印刷等
「３．総括表」の画面で「市区町村一覧へ」ボタンをクリックすると、市区町村一覧画面に変わります。　受給者総人員、
提出市町村数、報告人員の数が自動計算されています。内容を確認するには、一覧からどれかをダブルクリックしてくだ
さい。
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●給与の支払の方法及びその期日
全角20文字以内。

●特別徴収税額の払い込みを希望する金融機関
（名称）全角10文字以内。（所在地）1行目2行目とも全角10文字以内。

●特別徴収義務者指定番号
各市区町村より通知されました指定番号を入力します。（住民税納付先登録でも入力できます。）

●報告人員数再計算ボタン
受給者総人員、提出市区町村数、報告人員数を再計算します。（これらの数字を手入力で変更した場合で、もう一度元に戻し
たいとき行います。）

●総括表印刷ボタン
総括表1件あたりの大きさは、A6横長です。印刷するときの用紙は、A5（縦方向、A5用紙1枚に、2件の総括表が印刷され
ます。）または、A4（横方向、A4用紙1枚の左半分のみを使用し、2件の総括表が印刷されます。）を使用します。

●タックシールボタン
市区町村に総括票を郵送する時の宛名シールの印刷ができます。住所は、「住民税納付先登録画面」か、総括票提出市区町村
一覧からダブルクリックした「総括票」の画面で入力します。使用するタックシールは、ヒサゴOP(GP)861に対応していま
す。
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12．納付書
１．納付書とは

毎回、社員の給与・賞与から控除している、源泉所得税を、税務署に納付する際に記入する、「納付書」に転記する金額を
集計する機能です。

２．納付書作成の手順
１．年調メニューから、「納付書」を選択します。
２．「納付書新規入力」画面が表示されます。納付の目的月（○月から○月まで）を入力します。

次に、給与データを集計し、B欄に反映させる為、「給与集計」ボタンをクリックします。

３．下図ウィンドウで、給与データを集計する月等を入力し、検索開始ボタンをクリックします。
別のウィンドウに、集計結果の一覧が表示されます。ここで[納付書更新]ボタンをクリックすると、最初の「納付書
新規入力画面」に戻り、B欄に、集計された結果が反映されます。

４．同様に、賞与データを集計し、損金処分賞与(02)欄に反映させる為、「損賞与集計」ボタンをクリックし、手順3の
要領で、集計と納付書更新を行います。また、益金処分賞与(03)欄についても、同様に行います。

５．人員、支給額、税額は、自動集計された後、手修正もできます。日雇労務者の賃金(06)と、退職手当等(07)、税理
士等の報酬(08)については、自動集計はされませんので、すべて手入力してください。各行の、支払年月日～税額を
すべてクリアしたい時は、該当行の「クリア」ボタンをクリックしてください。

※年末調整を12月の給与または12月の賞与で行った場合、過不足金は、12月の給与または賞与の源泉所得税に含まれている為、
年末調整による過不足税額(04)と年末調整による超過税額(05)は発生しません。年末調整を単独で行った場合は、(04)と(05)
の欄に、金額を手入力してください。
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６．納付書の作成が終わりましたら、右上の「登録」ボタンをクリックしますと、納付書データが保存され、次の納付
書の新規入力画面に変わります。

◆納付書の印刷と確認・訂正
新規入力画面から、「一覧へ」ボタンをクリックして、納付書一覧を表示させます。

■すべての納付書を印刷ーーー＞「全納付書印刷」ボタン
■一部の納付書だけ印刷ーーー＞印刷したい納付書をクリックして反転させた後、「選納付書印刷」ボタンをクリック

※納付書は、A4白紙用紙（縦方向）の上半分(A5の大きさ)に印字されます。(２件以上選択した場合、A4用紙に2件ずつ印字さ
れます。)　税務署提出用の納付書に転記してください。

■納付書の訂正・削除
一覧から該当納付書データをダブルクリックして表示させ、訂正を行います。削除ボタンをクリックすると、納付書データが削除
されます。

第６章- 年末調整処理

【納付書】印字例　↓
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BIZTREK給与Perfect，BIZTREK給与Standard 操作マニュアル

株式会社マーベルコンピュータ
本社　　　　〒673-0041兵庫県明石市西明石南町1-10-13　TEL.078-923-5536，FAX.078-922-6627　
東京オフィス〒150-0001東京都渋谷区神宮前3-1-27-901　 TEL.03-5786-3347，FAX.03-5786-3348

第７章　年次処理
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１．賃金台帳（社員別）
１．賃金台帳（社員別）とは

賃金台帳は、次の３種類あります。賃金台帳（社員別）は、それぞれ、社員毎に集計したものです。
１．給与台帳
１月～１２月までの給与の支給実績を、項目別に一覧表示、印刷します。

２．勤怠台帳
１月～１２月までの勤怠データを、項目別に一覧表示、印刷します。

３．賞与台帳
１月～１２月までの賞与の支給実績を、項目別に一覧表示、印刷します。

２．賃金台帳（社員別）の作成時期
年の途中であっても、いつでも出力できます。

３．賃金台帳（社員別）の作成
１．年次メニューから、「賃金台帳（社員別）」を選択します。
２．作成条件を入力する画面が表示されます。

●帳表選択
［給与台帳］［勤怠台帳］［賞与台帳］のどれかをクリックして選択します。［給与台帳］←→［勤怠台帳］は社員
検索後も切り替えができます。

●月または回数範囲
［給与台帳］［勤怠台帳］の場合は、月範囲、［賞与台帳］の場合は回数の範囲を指定します。開始月（回数）お
よび終了月（回数）を指定します。

●部門コード、役職コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何も指定しません。

●退職者も出力する
退職者も出力する場合、チェックします。
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年次処理 - VII-2

３．指定した帳表の準備が行われ、対象社員の一覧が表示されます。

●帳表選択
「給与台帳」←→「勤怠台帳」の切替．．．一覧からダブルクリックして表示したり印刷する帳表を、 「給与台帳」と「勤怠台
帳」のどちらかに切り替えます。

●「全件表示」「選択のみ表示」の切り替え
印刷やEXPORTの対象を一部の社員だけにしたい時は、先に、範囲指定（shift+クリック）または個別指定（Windows：［Ctrl］
+クリック、Mac：［ｺﾏﾝﾄﾞ］+クリック）した状態で、「選択のみ表示」に切り替えます。

●EXPORT
社員１名ずつ別ファイルに保存されます。ファイルの保存場所は下記の通りです。
Windows版：C:User¥〇〇〇〇（ユーザー名）¥Documents¥Marvel¥BIZTREK給与¥export¥
Mac版：MacintoshHD:Users:〇〇〇〇（ユーザー名）:Documents¥Marvel¥BIZTREK給与¥export:
ファイル名は、「○○台帳_社員コード+社員の姓」が自動的につけられます。

●一覧からダブルクリック
社員別の賃金台帳を画面表示します。

【給与台帳】

【勤怠台帳】

【賞与台帳】

¥ユ-ザ-名:

↑Windows版 ↑Mac版



４．賃金台帳（社員別）の印刷
■複数の社員の賃金台帳を一度に印刷するとき
「３．賃金台帳（社員別）の作成手順」に従い、社員の一覧を画面に表示させます。

■一人分の賃金台帳をいったん画面に表示させ、印刷するとき
「３．賃金台帳（社員別）の作成手順」に従い、社員の一覧を画面に表示させます。
次に、賃金台帳を表示させたい社員を一覧からダブルクリックします。

第７章- 年次処理

年次処理 - VII-3

※「全件表示」「選択のみ表示」の切り替え
印刷やEXPORTの対象を一部の社員だけにしたい時は、先に、範囲指定（shift+クリック）または個別指定（Windows：［Ctrl］
+クリック、Mac：［ｺﾏﾝﾄﾞ］+クリック）した状態で、「選択のみ表示」に切り替えます。

●台帳印刷
表示中の社員全員の賃金台帳を印刷します。（印刷中断は、Mac:［ｺﾏﾝﾄﾞ］＋［．］、Windows版：［Ctrl］＋［．］）

●集計表印刷
それぞれのチェックリストと同じ形式で、指定期間の集計表が印字されます。

●印刷
表示中の社員一人分の賃金台帳を印刷します。

●1～6月
賃金台帳のうち、1～6月分が表示されます。

●7～12月
賃金台帳のうち、7～12月分が表示されます。

●年間
年間の賃金台帳が表示されます。

●EXPORT
表示中の賃金台帳をEXPORTします。
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年次処理 - VII-4

２．賃金台帳（部門合計）
１．賃金台帳（部門合計）とは

賃金台帳は、次の３種類あります。賃金台帳（部門合計）は、それぞれ、部門毎に集計したものです。

１．給与台帳
１月～１２月までの給与の支給実績を、項目別に一覧表示、印刷します。

２．勤怠台帳
１月～１２月までの勤怠データを、項目別に一覧表示、印刷します。

３．賞与台帳
１月～１２月までの賞与の支給実績を、項目別に一覧表示、印刷します。

２．賃金台帳（部門合計）の作成手順
年の途中であっても、いつでも出力できます。

３．賃金台帳（部門合計）の作成
１．年次メニューから、「賃金台帳（部門合計）」を選択します。
２．作成条件を入力する画面が表示されます。

３．対象部門の一覧が表示されます。

●帳表選択
［給与台帳］［勤怠台帳］［賞与台帳］のどれかをクリックして選択します。［給与台帳］←→［勤怠台帳］は部門検索後も切り
替えができます。

●月または回数範囲
［給与台帳］［勤怠台帳］の場合は、月範囲、［賞与台帳］の場合は回数の範囲を指定します。開始月（回数）および終了月（回
数）を指定します。

●部門コード、役職コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何も指定しません。

●退職者も出力する
退職者の分も集計されます。（チェックをはずすことはできません。）
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年次処理 - VII-5

●帳表選択
「給与台帳」←→「勤怠台帳」の切替．．．一覧からダブルクリックして表示したり印刷する帳表を、 「給与台帳」と「勤怠台
帳」のどちらかに切り替えます。

●「全件表示」「選択のみ表示」の切り替え
印刷やEXPORTの対象を一部の部門だけにしたい時は、先に、範囲指定（shift+クリック）または個別指定（Windows：［Ctrl］
+クリック、Mac：［ｺﾏﾝﾄﾞ］+クリック）した状態で、「選択のみ表示」に切り替えます。

●EXPORT
選択されている帳表のデータを外部ファイルに書きだします。
１部門ずつ別ファイルに保存されます。ファイルの保存場所は下記の通りです。
Windows版：C:User¥〇〇〇〇（ユーザー名）¥Documents¥Marvel¥BIZTREK給与¥export¥
Mac版：MacintoshHD:Users:〇〇〇〇（ユーザー名）:Documents¥Marvel¥BIZTREK給与¥export:
ファイル名は、「〇〇台帳_部門コード+部門名」が自動的につけられます。

●一覧からダブルクリック
【給与台帳】(部門合計)

【勤怠台帳】
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４．賃金台帳（部門合計）の印刷
■複数の部門の賃金台帳を一度に印刷するとき
「３．賃金台帳（部門合計）の作成」手順に従い、部門の一覧を画面に表示させます。

■一部門の賃金台帳をいったん画面に表示させ、印刷するとき
「３．賃金台帳（部門合計）の作成」手順に従い、部門の一覧を画面に表示させます。
次に、賃金台帳を表示させたい部門を一覧からダブルクリックします。

※「全件表示」「選択のみ表示」の切り替え
印刷やEXPORTの対象を一部の部門だけにしたい時は、先に、範囲指定（shift+クリック）または個別指定（Windows：［Ctrl］
+クリック、Mac：［ｺﾏﾝﾄﾞ］+クリック）した状態で、「選択のみ表示」に切り替えます。

●台帳印刷
表示中の全部門の賃金台帳を印刷します。（印刷中断は、Mac:［ｺﾏﾝﾄﾞ］＋［．］、Windows版：［Ctrl］＋［．］）

●集計表印刷
それぞれのチェックリストと同じ形式で、指定期間の集計表が印字されます。

●EXPORT
一部門ずつ別ファイルに保存されます。ファイル名は、「○○台帳_部門コード部門名」が自動的につけられます。

●印刷
表示中の一部門の賃金台帳を印刷します。

●1～6月
賃金台帳のうち、1～6月分が表示されます。

●7～12月
賃金台帳のうち、7～12月分が表示されます。

●年間
年間の賃金台帳が表示されます。

●EXPORT
画面に表示中の部門の賃金台帳がEXPORTされます。

ポップアップメニューで、「給与台帳」
と「勤怠台帳」を切り替えます。

年次処理 - VII-6

【勤怠データ集計表】

【給与明細集計表】
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年次処理 - VII-7

３．賃金台帳（全体合計）
１．賃金台帳（全体合計）とは

賃金台帳は、次の３種類あります。賃金台帳（全体合計）は、それぞれ、全員分を合計したものです。

１．給与台帳
１月～１２月までの給与の支給実績を、項目別に一覧表示、印刷します。

２．勤怠台帳
１月～１２月までの勤怠データを、項目別に一覧表示、印刷します。

３．賞与台帳
１月～１２月までの賞与の支給実績を、項目別に一覧表示、印刷します。

２．賃金台帳（全体合計）の作成手順
年の途中であっても、いつでも出力できます。

３．賃金台帳（全体合計）の作成
１．年次メニューから、「賃金台帳（全体合計）」を選択します。
２．作成条件を入力する画面が表示されます。

●帳表選択
［給与台帳］［勤怠台帳］［賞与台帳］のどれかをクリックして選択します。［給与台帳］←→［勤怠台帳］は社員検索後も切り替
えができます。

●月または回数範囲
［給与台帳］［勤怠台帳］の場合は、月範囲、［賞与台帳］の場合は回数の範囲を指定します。開始月（回数）および終了月（回
数）を指定します。

●部門コード、役職コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は、何も指定しません。

●退職者も出力する
退職者の分も集計されます。（チェックをはずすことはできません。）
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年次処理 - VII-8

３．指定した帳表の集計が行われ、画面に表示されます。

４．賃金台帳（全体合計）の印刷等

「３．賃金台帳（全体合計）の作成手順」に従い、賃金台帳を画面に表示させます。

【給与台帳】

【勤怠台帳】

【賞与台帳】

●印刷

表示中の賃金台帳を印刷します。

●1〜6月

賃金台帳のうち、1～6月分が表示されます。

●7〜12月

賃金台帳のうち、7～12月分が表示されます。

●年間

年間の賃金台帳が表示されます。

●EXPORT

外部ファイルへ出力します。ファイル名を入力し、保存します。



４．年次更新
１．年次更新とは

「BIZTREK給与」では、給与計算業務を、1月から12月までの1年単位で処理しています。そのため、年度末に年次更新を
行い、会社情報の年度を1年繰り上げることにより、翌年度の給与入力ができるようになります。

年次更新を行うと、タイムカード・算定基礎届・納付書・総括表の各データが消去され、会社情報の年度が、1年繰り上がり
ます。（給与・賞与・源泉徴収票・源泉徴収簿の各データは、消去されませんので、翌年度以降も参照することができます。）

２．年次更新の処理手順
１．本年度の給与計算、賞与計算、年末調整をすべて行います。
２．給与データの複製をとります。複製したデータは、旧年度用の給与データとして、保存します。（更

新中のエラーに備える為にも、データの複製は、必ずとってください。）
３．年次更新を行います。年次更新後のデータを、新年度のデータとして使用します。

３．年次更新
１．年次メニューから、「年次更新」を選択します。
２．処理条件を確認する画面が表示されます。

３．「更新処理」のボタンをクリックすると、確認画面のあと、年次更新処理が始まります。
４．処理が正常に終了すると、「年次更新が終了しました」という確認画面が表示されます。
５．「BIZTREK給与」をメニューからいったん終了し、ファイル名の変更を行います。（ファイル名の後に、新しい年度
をつける等。）

年次更新は、中断することはできません。間違って実行してしまったときや、更新処理が正常に終了できなかったときは、
BIZTREK給与をいったん終了し、複製しておいたデータで、再度処理をやりなおしてください。（この場合は、複製したデータ
を、さらに複製して保存しておいてください。）

第７章- 年次処理

●旧年度
データを入力済の年です（和暦）。自動的に表示され、変更できません。

●退職者を削除する
チェックすると、年次更新時に、旧年度の前年（及び、それ以前）の退職者の社員情報が、削除されます。（※
旧年度の退職者を削除しない理由は、労働保険料賃金集計表で、旧年度4月～新年度3月の給与データ・賞与デ
ータを集計しますが、このとき、社員情報もまた参照するからです。）

年次処理 - VII-9
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年次処理 - VII-10

４．年次更新後の給与データの開き方
年次更新をかけて給与データを新年度用に更新した後、給与データの名称を新年度用に変更すると、次に「BIZTREK給与」
を起動するとき、「データファイルが見つかりません。．．．．」というメッセージが表示されます。この場合、「開く」ボタ
ンをクリックし、データファイルの選択画面で、新年度用のデータを開いてください。
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第８章- その他の処理

その他の処理 - VIII-1

１．仕訳転送
１．仕訳転送とは

給与・賞与のデータを、財務の仕訳に展開し、SYLK形式のファイルにEXPORTします。このSYLKファイルは、別売
『BIZTEK財務管理Perfect』でIMPORTすることができます。毎月の給与計算や賞与計算が終わってから行います。部門
別、役職コード毎に、科目の対応づけを行いますので、社員情報に役職コードの入力が必要です。

１．転送対象月の給与計算、賞与計算を終了します。
２．初めて仕訳転送を行うときは次の作業が必要です。以後、変更があった場合は、その都度変更します。
１．勘定科目コードの桁数登録
２．給与科目登録・賞与科目登録

３．仕訳転送を行います。

２．仕訳転送の手順
１．その他メニューから「仕訳転送」を選択すると、仕訳転送画面が表示されます。
この画面から、給与科目登録、賞与科目登録、科目印刷、仕訳転送を行います。

３．勘定科目コードの桁数登録
１．「２．仕訳転送の手順」に従って、仕訳転送画面を表示させます。

●BIZTREK財務管理Perfectの科目コード・補助コードの桁数の設定
貴社で使用している『BIZTREK財務管理Perfect』の科目コードと補助コードの桁数を入力します。この桁数は、仕訳を転
送する際の最も基本的な情報なので、仕訳の転送を正しく行う為に、間違いなく設定してください。科目コードは３桁か４
桁のどちらか、補助コードは２桁か３桁か４桁のどれかを選択します。

４．給与科目登録・変更
１．「２．仕訳転送の手順」に従って、仕訳転送画面を表示させ、次に「給与科目登録」ボタンをクリックします。
２．最初の給与体系について、役職コードの一覧が表示されます。
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その他の処理 - VIII-2

３．役職コードをダブルクリックすると、科目コードの登録画面が表示されます。

この画面で、支給・控除項目と、勘定科目の対応づけを行います。

ここで登録する科目コードは「BIZTREK財務管理Perfect」で使用しているユーザーコードです。

例）所得税を、「BIZTREK財務管理Perfect」の科目コード「426」の補助コード「001」に対応づけする場合、
所得税の欄に、「426001」と入力します。

●次の役職の給与科目登録
同じ部門の次（または前）の役職の科目登録を行うには、「次役職へ」（「前役職へ」）ボタンをクリックします。

●登録した内容を別の役職へコピーする
登録した内容を、同じ部門の全ての役職にコピーして設定する場合、「他の役職へコピー」を行いますと便利です。

●給与科目の保存
１．科目コードの入力が終わったら、「登録」ボタンをクリックします。
２．役職コード一覧画面に戻ります。

ここで、「登録」「 前体系へ」「 次体系へ」ボタンのどれかをクリックしたとき、科目登録した情報が保存され
ます。　

「登録」．．．．．．．．．．保存後、仕訳転送の最初の画面に戻ります。
「前体系へ」「次体系へ」．．保存後、前後の部門の役職一覧画面に移動します

この操作を行うまでは、ハードディスクへの保存は行われませんのでご注意ください。
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その他の処理 - VIII-3

※他の給与体系の給与科目の登録
２の、役職一覧画面から、「 前体系へ」「 次体系へ」ボタンで前後の給与体系コードの役職一覧画面に進みます。

※他の全給与体系への一括登録
一つの給与体系の、役職毎の科目登録と同じ内容を、他の全給与体系へ一括登録する場合は、「４- ２」の、「役職
一覧画面」から、「 全体系一括」ボタンをクリックします。下図の確認画面で「はい」をクリックすると、一括登
録されます。

将来、給与体系や役職マスターが追加された場合の処理は．．．．？
仕訳転送画面から［給与科目へ］［賞与科目へ］ボタンをクリックしたとき、部門マスターや役職マスターの内容と、仕訳転送情
報の内容をチェックし、マスターにあって仕訳転送情報にない部門や役職があれば、自動的に仕訳転送情報に追加が行なわれます。
新たに追加された部門の役職に科目コードを登録すればOKです。

将来、給与体系や役職マスターが削除、コード変更された場合は．．．．？
部門マスター、役職マスターの削除や、コード変更により、マスターにないのに、仕訳転送情報にだけマスターコードが残ってし
まったら、次の手順で、仕訳転送情報の部門や、役職を削除できます。

［給与科目］ボタン、［賞与科目］ボタンで役職一覧を表示させます。部門を削除する場合は、ここで［削除］ボタンをクリック
します。役職を削除する場合は、削除する役職をダブルクリックして、その画面で「削除」ボタンをクリックします。

５．賞与科目登録・変更
１．「２．仕訳転送の手順」に従って、仕訳転送画面を表示させ、次に「賞与科目登録」ボタンをクリックします。

２．最初の給与体系について、役職コードの一覧が表示されます。
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３．役職コードをダブルクリックすると、科目コードの登録画面が表示されます。

※この画面で、支給・控除項目と、勘定科目の対応づけを行います。

ここで登録する科目コードは「BIZTREK財務管理Perfect」で使用しているユーザーコードです。

例）所得税を、「BIZTREK財務管理Perfect」の科目コード「426」の補助コード「001」に対応づけする場合、
所得税の欄に、「426001」と入力します。

●次の役職の給与科目登録
同じ部門の次（または前）の役職の科目登録を行うには、「次役職へ」（「前役職へ」）ボタンをクリックします。

●登録した内容を別の役職へコピーする
登録した内容を、同じ部門の全ての役職にコピーして設定する場合、「他の役職へコピー」を行いますと便利です。

●給与科目の保存
１．科目コードの入力が終わったら、「登録」ボタンをクリックします。
２．役職コード一覧画面に戻ります。

ここで、「登録」「 前体系へ」「 次体系へ」ボタンのどれかをクリックしたとき、科目登録した情報が保存され
ます。　

「登録」．．．．．．．．．．保存後、仕訳転送の最初の画面に戻ります。
「前体系へ」「次体系へ」．．保存後、前後の部門の役職一覧画面に移動します

この操作を行うまでは、ハードディスクへの保存は行われませんのでご注意ください。
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※他の給与体系の給与科目の登録
２の、役職一覧画面から、「 前体系へ」「 次体系へ」ボタンで前後の給与体系コードの役職一覧画面に進みます。

※他の全給与体系への一括登録
一つの給与体系の、役職毎の科目登録と同じ内容を、他の全給与体系へ一括登録する場合は、「４- ２」の、「役職
一覧画面」から、「 全体系一括」ボタンをクリックします。下図の確認画面で「はい」をクリックすると、一括登
録されます。

将来、給与体系や役職マスターが追加された場合の処理は．．．．？
仕訳転送画面から［給与科目へ］［賞与科目へ］ボタンをクリックしたとき、部門マスターや役職マスターの内容と、仕訳転送情
報の内容をチェックし、マスターにあって仕訳転送情報にない部門や役職があれば、自動的に仕訳転送情報に追加が行なわれます。
新たに追加された部門の役職に科目コードを登録すればOKです。

将来、給与体系や役職マスターが削除、コード変更された場合は．．．．？
部門マスター、役職マスターの削除や、コード変更により、マスターにないのに、仕訳転送情報にだけマスターコードが残ってし
まったら、次の手順で、仕訳転送情報の部門や、役職を削除できます。

［給与科目］ボタン、［賞与科目］ボタンで役職一覧を表示させます。部門を削除する場合は、ここで［削除］ボタンをクリック
します。役職を削除する場合は、削除する役職をダブルクリックして、その画面で「削除」ボタンをクリックします。

６．科目印刷
登録した賞与科目、給与科目の内容を印刷します。
「２．仕訳転送の手順」に従って、仕訳転送画面を表示させ、「科目印刷」ボタンをクリックします。

□給与の科目一覧と、□賞与の科目一覧のどちらか、または両方のチェックボックスをチェックしてください。
OKボタンをクリックすると印刷が始まります。



７．仕訳転送
「２．仕訳転送の手順」に従って、仕訳転送画面を表示させます。
※初めて仕訳転送するときは、前もって、３.勘定科目コードの桁数登録、４.給与科目登録、５.賞与科目登録　が必要です。

転送条件を入力後、「転送開始」ボタンを
クリックします。

用紙設定→印刷
ダイアログ
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●給与，賞与の選択
○給与、○賞与、のどちらかを選択します。

●支給月の範囲指定
給与の転送の場合、支給月の範囲指定を行ないます。

●支給回数の範囲指定
賞与の転送の場合、支給回の範囲指定を行ないます。

●部門コード、役職コード、給与体系コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。全員の場合は何も指定しません。

●伝票日付
生成する振替伝票の伝票日付を、『2012.12.25』のように指定します。

●転送リスト出力有
チェックボックスにチェックを入れると、転送データをリストで印刷できます。

摘要メモは１行目に［○
月給与(賞与)］、２行目以
降［○月給与(賞与)他］と
入ります。

【転送リスト（仕訳転送一覧表）】

「取消」
「はい」

↓保存ファイル名入力(仕訳転送)



第８章- その他の処理

その他の処理 - VIII-7

書き出されたファイルの項目順は次の通りです。

日付
行
借方科目コード
借方科目名（ﾌﾞﾗﾝｸ）
借方補助コード
借方補助科目名（ﾌﾞﾗﾝｸ）
借方金額
貸方科目コード
貸方科目名（ﾌﾞﾗﾝｸ）
貸方補助コード
貸方補助科目名（ﾌﾞﾗﾝｸ）
貸方金額
摘要メモ

※各科目名、補助科目名は、『BIZTREK財務管理』にIMPORTされたとき、勘定科目マスターを参照し
て、書き込まれます。
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2-1．給与体系IMPORT
１．給与体系IMPORTとは

給与体系マスターの情報を外部ファイルから読込みます。 
※注意　　数値項目には、必ず数値を入力してください。（入力省略の場合は、”0”を入力します。空欄のままですと、
正しく読込みできません。）

２．給与体系IMPORTの手順
１．その他メニューから、「IMPORT...」を選択して、選択画面を表示させ、「給与体系IMPORT」ボタンをクリックしま
す。

２．給与体系IMPORTの項目一覧が表示されます。
給与体系の項目や元データのファイル形式を確認して、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。
※元データのファイル形式の変更は、設定メニューの「環境設定」で行います。

●「項目コピー」ボタン
EXPORTした社員情報のデータをEXCELで開き、項目名を追加する。

(1)「設定」タブ　→　「社員情報検索」　→　「検索開始」　→　一覧画面から「社員情報」を　
EXPORTします。

(2)「その他」タブ　→　「IMPORT」　→　IMPORTするマスター「社員情報」を選びます。
(3)「項目コピー」ボタンをクリックします。(見かけ上の変化は起きません。)　「終了」ボタンで終
了します。

(4) 次に、EXCELで、(1)でEXPORTしたファイルを開きます。

使い方の例
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3．給与体系の元データのファイルを選択し開きます。

(5)(4)で開いたファイルの空いているところ（例：最後の社員のさらに下の方）のセルをクリックして「ペースト
（貼り付け）」を選ぶと、「連番、項目名、データタイプ」が、順に縦に複写されてきます。

(6)先頭に1行挿入します。

(7)(5)で貼り付けしたデータの「項目名」(社員コード、フリガ
ナ....)の部分を先頭行から最終行まで範囲指定して、編集から「コピー」を選択します。
(8)セルA1をクリックして、編集メニューから「形式を選択してペースト」を選びます。次のウィンドウで「□行
列を入れ替える」にチェックを入れて「OK」ボタンをクリックしますと、項目名が複写されます。

←　貼り付けされた項目名(一部のみ表示)

←　EXPORTされた社員情報(一部のみ表示)

←　1行挿入

←　ここに項目名が複写されます。

●「項目コピー」ボタン（続き）



４．読込まれた給与体系データのコードと名称一覧が表示されます。間違いないか確認後、「マスター書込」ボタンをク
リックします。※既に登録済のものと、給与体系コードが重複していると、重複欄に「＊」マークが表示されます。この場合、
「キャンセル」ボタンでいったん戻った後、元データの給与体系コードを変更後、再度IMPORTを行ってください。

５．確認画面で「はい」ボタンをクリックすると、給与体系マスターに追加登録されます。
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【給与体系IMPORT】
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2-2．部課IMPORT
１．部課IMPORTとは

部課の情報を外部ファイルから読込みます。

２．部課IMPORTの手順
１．その他メニューから、「IMPORT...」を選択して、選択画面を表示させ、「部課IMPORT」ボタンをクリックします。

２．部課IMPORTの項目一覧が表示されます。
部課の項目や、元データのファイル形式を確認して、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。次に部課の元データ
のファイルを選択し開きます。
※元データのファイル形式の変更は、設定メニューの「環境設定」で行います。
※主給与体系コード欄には、あらかじめ登録済の給与体系コードを入力してください。給与体系名は空白でも構いません。（読込
の時マスターを参照します。）

３．読込まれた部課データのコードと名称一覧が表示されます。間違いないか確認後、「マスター書込」ボタンをクリッ
クします。
※既に登録済のものと、部課コードが重複していると、重複欄に「＊」マークが表示されます。この場合、「キャンセル」ボタン
でいったん戻った後、元のデータの 部課コードを変更後、再度IMPORTを行ってください。

４．確認画面で「はい」ボタンをクリックすると、部課マスターに追加登録されます。
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2-3．社員情報IMPORT
１．社員情報IMPORTとは

設定処理で社員情報を登録するかわりに、SYLK・TEXT・CSV形式のファイルからインポートすることができます。他の
ソフトからデータ移行する時等に使用します。

「社員情報IMPORT」は、社員登録と同じように、他のマスターがすべて登録されたあとで行ないます。特に、部課が未登録の状態
では、「社員情報IMPORT」はできません。また、他のマスターが未登録の場合、それぞれのコードはIMPORTされますが、名称
は空欄になります。（例：役職が未登録の状態で、「社員情報」をIMPORTした場合、各社員の役職コードは入りますが、役職名は
空白となります。）

２．社員情報IMPORTの手順
１．その他メニューから、「IMPORT...」を選択して、選択画面を表示させ、「社員情報IMPORT」ボタンをクリックしま
す。

２．社員情報IMPORTの項目一覧が表示されます。
画面は2画面あり、1頁目が社員履歴以外の項目、2頁目が社員履歴の項目です。「次頁へ」「前頁へ」のボタンで切
り替えます。

社員情報の項目や、元データのファイル形式を確認して、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。
※元データのファイル形式の変更は、「環境設定」で行います。
※部門名*、課名*等、「*」印のついた項目は、マスター参照しますので、元データは空欄でもかまいません。

【1頁目-社員履歴以外の項目】 【2頁目-社員履歴の項目】

↑　○追加　または　○置き換え　のどちらかを選びます。
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３．社員情報のIMPORT元データのファイルを選択し開きます。

４．読込まれた社員情報データのコードと名称一覧が表示されます。間違いないか確認後、「マスター書込」ボタンをク
リックします。

※既に登録済のものと、社員コードが重複していると、重複欄に「＊」マークが表示されます。この場合、「キャンセル」ボタン
でいったん戻った後、元のデータの 社員コードを変更後、再度IMPORTを行ってください。また、部課コードが未登録の場合は、
重複欄に「？」マークが表示されます。「キャンセル」ボタンでいったん戻り、元データの部課コードを変更するか、給与ソフト
側で登録したあと、再度IMPORT処理を行ってください。

５．確認画面で「はい」ボタンをクリックすると、社員情報マスターに追加登録されます。



３．社員情報IMPORT・EXPORT項目一覧
第８章- その他の処理
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2-4．有休残IMPORT 「BIZTREK給与Perfect」

１．有休残IMPORTとは
社員情報の「有休残」だけをSYLK・TEXT・CSV形式ファイルからIMPORTする機能です。導入時や、有休残の更新時に利用
してください。元のファイルには、「１．社員コード　２．有休残」　の２項目だけ入力してください。

有休残は、前回の給与の締日時点の日数を入力して下さい。

２．有休残IMPORTの手順
１．「その他」メニューから「IMPORT...」を選択して、下図の選択画面を表示させ、「有休残IMPORT」ボタンをクリ
ックします。

２．有休残IMPORTの項目一覧が表示されます。
有休残 の項目や、元データのファイル形式を確認して、「IMPORT開始」ボタンをクリックします。
※元データのファイル形式の変更は、「環境設定」で行います。

★有休残のIMPORT項目を、下記の３つの中から選択します。
●前年繰越（日数・時間数）．．．元データは、「社員コード、前年繰越日数、前年繰越時間数」の順に並べます。
●当年付与日数．．．元データは、「社員コード、当年付与日数」の順に並べます。
●当年取得（日数・時間数）．．．元データは、「社員コード、当年取得日数、当年取得時間数、2，3のうち時間単位取得
の日数」「2，3のうち時間単位取得の時間数」の順に並べます。※取得とは、社員が取得（消化）したという意味です。

※社員情報の有休残を直接書き替える処理です。間違って違うファイルをインポートしないようご注意下さい。事前の
データのバックアップコピーをお勧めします。もし間違えたときは、再度正しいファイルを読み込んでください。
※前年繰越と当年付与日数を両方IMPORTしたいときは、それぞれの元データを作り２回に分けてIMPORTします。
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2-5．住民税IMPORT
１．住民税IMPORTとは
社員情報の住民税の情報を外部ファイルから読込みます。 

２．住民税IMPORTの手順
１．．その他メニューから、「IMPORT...」を選択して、選択画面を表示させ、「住民税IMPORT」ボタンをクリックしま
す。

２．住民税IMPORTの項目一覧が表示されます。住民税の項目や元データのファイル形式を確認して、「IMPORT開始」
ボタンをクリックします。
※元データのファイル形式の変更は、「環境設定」で行います。

３．住民税の元データのファイルを選択し開きます。

4．社員情報の住民税の情報が書き変わります。

※社員情報の住民税欄を直接書き替える処理です。間違って違うファイルをインポートしないようご注意下さい。事前のデー
タのバックアップコピーをお勧めします。もし間違えたときは、再度正しいファイルを読み込んでください。

【社員情報-住民税】

その他の処理 - VIII-16



第８章- その他の処理

その他の処理 - VIII-6-1

2-6．交通費IMPORT
１．交通費IMPORTとは
定期代の金額が変更になった時等、社員情報の交通費を１人ずつ変更する方法の他、「交通費」IMPORT用の外部ファイルを作成してIMPORT
することができます。社員数が多い場合はIMPORTの方が早く処理できます。

２．交通費IMPORTの手順
１．「その他」メニューから「IMPORT...」を選択して、下の左端図の選択画面を表示させ、「交通費IMPORT」ボタンをクリックしま
すと、交通費IMPORT画面が表示されます。

２．IMPORT元のファイルを選び、「開く」ボタンをクリックします。
※「交通費支給金額（１・２・３）のみ」のIMPORT例：

※「交通費支給区分・基準月・サイクル・支給金額（各々１～３）」のIMPORT例：

○交通費支給金額（１・２・３）のみ
○交通費支給区分・基準月・サイクル・支給金額（各々１～３）

上記のどちらかをクリックして選択し、右上の
「IMPORT開始」ボタンをクリックします。
※あらかじめ、画面に記載の項目順で元データを作成して
おいてください。
※最終的に元データを保存する時には、項目名等のヘッダ
ーは付けないでください。

実際に読み込まれた交通費支給金額１～３の
一覧が表示されます。内容を確認して正しけ
れば「保存」ボタンで保存を、間違いがあれ
ば「戻る」でキャンセルしてください。

実際に読み込まれた交通費支給区分・基準
月・サイクル・金額(各々１～３)の一覧が表
示されます。内容を確認して正しければ「保
存」ボタンで保存を、間違いがあれば「戻る」
でキャンセルしてください。

「交通費」のIMPORT後、「保存」しますと、社員情報の交通費が書き変わり、IMPORT前の状態に戻す事はできません。
万一の場合に備えて、IMPORT前には給与データのバックアップコピーを取ってください。

※交通費IMPORT用ファイル（交通費支給金額1.2.3）の作り方（EXCELで、交通費IMPORT用ファイルを作る方法）
①社員情報をEXPORTします。（設定→社員情報検索→EXPORT）
②①でEXPORTしたファイルをEXCELで開きます。

1列目(社員コード)だけ残し、2～
205列目まですべて削除します。

それぞれの社員の交通費(1~3)を1~3列
目に入力します。交通費2,3の支給が
ない場合は[0]を入力します。すべて
入力し終わったら保存します。
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2-7．項目コピーボタンの使い方
１．その他メニューから、「IMPORT...」を選択して、選択画面を表示させ、「○○IMPORT」ボタンをクリックします。

２．それぞれのIMPORTの項目一覧が表示されます。
●「項目コピー」ボタン

EXPORTした社員情報のデータをEXCELで開き、項目名を追加する。

(1)「設定」タブ　→　「社員情報検索」　→　「検索開始」　→　一覧画面から「社員情報」をEXPORT
します。

(2)「その他」タブ　→　「IMPORT」　→　IMPORTするマスター「社員情報」を選びます。
(3)「項目コピー」ボタンをクリックします。(見かけ上の変化は起きません。)　「終了」ボタンで終了し
ます。

(4) 次に、EXCELで、(1)でEXPORTしたファイルを開きます。
(5)(4)で開いたファイルの空いているところ（例：最後の社員のさらに下の方）のセルをクリックして
「ペースト（貼り付け）」を選ぶと、「連番、項目名、データタイプ」が、順に縦に複写されてきます。

(6) 先頭に1行挿入します。

使い方の例

←　貼り付けされた項目名(一部のみ表示)

←EXPORTされた社員情報(一部のみ表示)

←　1行挿入

その他の処理 - VIII-17
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その他の処理 - VIII-18

(7) (5)で貼り付けしたデータの「項目名」(社員コード、フリガナ....)の部分を先頭行から最終行まで範囲
指定して、編集から「コピー」を選択します。

(8) セルA1をクリックして、編集メニューから「形式を選択してペースト」を選びます。次のウィンドウ
で「□行列を入れ替える」にチェックを入れて「OK」ボタンをクリックしますと、項目名が複写され
ます。

←　ここに項目名が複写されます。
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３．インデックス再構築
１．インデックス再構築とは
処理速度を速くする為に、データベースにインデックスが付けられていますが、状況により、インデックスが破損する場合が
あります。検索や集計が正しく行われなかったり、処理速度が遅いという場合、インデックスの再構築を行うことにより、改
善する可能性があります。

２．インデックス再構築の手順
１．その他メニューから、「インデックス再構築」を選択します。
２．対象ファイルのチェックボックスをチェックして「開始」ボタンをクリックすると、再構築が始まります。

※実行中のエラーに備え、実行前には給与データのバックアップコピーをとってください。
※対象のファイルがわからない場合は、「全ファイル選択」にチェックをしてください。

３．インデックス再構築が終了すると、元のメニュー画面に戻ります。
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４．銀行コード・銀行名変更
１．銀行コード・銀行名変更とは
銀行コードや銀行名が途中で変更になった場合に、この処理を行います。銀行マスターや社員情報に登録されている銀行コー
ドや銀行名が連動して変更されます。

２．銀行コード・銀行名変更の手順
１．その他メニューから、「銀行コード／銀行名変更」を選択します。

ａ）銀行コードと銀行名が変わるとき
●銀行コード変更をクリック　→　変更前の銀行コードと変更後
の銀行コード・銀行名を入力します。

ｂ）銀行名だけが変わるとき
●銀行コード変更をクリック　→　変更前の銀行コードと、変更
後の銀行コードに同じ銀行コードを入力します。次に、変更後
の銀行名、ﾌﾘｶﾞﾅを入力します。

ｃ）本支店コードと本支店名が変わるとき
●本支店コード変更をクリック　→　銀行コードと、変更前の本
支店コード、変更後の本支店コード・本支店名を入力します。

ｄ）本支店名だけが変わるとき
●本支店コード変更をクリック
(1)銀行コードと、変更前の本支店コードを入れ、変更後の本支
店コード欄に、未使用のコード（例：999）を入力します。
変更後の本支店名を入れ、「変更開始」ボタンをクリックし
ます。

(2)次に、変更前の本支店コードに、(1)の変更後の本支店コー
ドを入れ、変更後の本支店コード欄に、実際の変更後の本支
店コードを入れます。

【銀行が他の金融機関と合併した場合】

例）東京三菱銀行とUFJ銀行の合併を例にあげて説明します。
１．東京三菱銀行とUFJ銀行のどちらかしか登録されていない場合
銀行コードと銀行名の変更とみなして処理します。前頁の方法で、ａ）銀行コード、ｂ）銀行名、ｃ）本支店コ
ード、本支店名の変更を順に行ってください。

２．東京三菱銀行とUFJ銀行が両方登録されている場合
１．前項ｂ）の方法で、東京三菱銀行の銀行名を三菱東京UFJ銀行に変更します。
２．東京三菱銀行の本支店のうち、本支店名が変わる本支店のみ、前項ｄ）本支店名変更を行ってください。
３．UFJ銀行の本支店のうち、本支店コードや本支店名が変わる本支店のみ、前項ｃ）本支店コード、前項ｄ）
本支店名の変更を行ってください。

４．「銀行コード変更」ボタンをクリックして、変更前銀行コードに「0008」（UFJ銀行）、変更後銀行コードに「0005」
（三菱東京UFJ銀行）と入力し、「変更開始」ボタンをクリックします。
（もし、UFJ銀行（変更前）と三菱東京UFJ銀行（変更後）の本支店コードが同一のものがあれば、三菱東京
UFJ銀行の本支店名に一本化されます。　）
確認のメッセージが３回表示されるので、「OK」ボタンで進めると、合併処理が行われます。元のUFJ銀行
は、自動的に削除されます。
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５．社員コード変更
１．社員コード変更とは
給与データやは賞与データを入力後、社員コードの変更を行ないたい場合の処理です。入力済みの給与データや賞与データ、
年調社員情報、源泉徴収簿、源泉徴収票、社会保険の社員コードがすべて変更されます。給与データも賞与データ等すべて未
入力であれば、社員情報検索メニューから社員情報を検索して変更できます。

２．社員コード変更の手順
１．その他メニューから、「社員コード変更」を選択します。

２．変更前の社員コードを入力すると、氏名が表示されます。
※変更前コード欄に「0」を入力しタブキーを押すと、社員コードの一覧が表示されます。

３．次に、変更後の社員コードを入力します。

４．次に、 コード変更ボタンをクリックすると、下記のような確認画面が表示され，「はい」ボタンをクリックすると、
処理が開始されます。

※変更後の社員コードが既に使用されている場合、下図のようなエラーが表示され、変更できません。
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６．エラーチェック
１．エラーチェックとは
不完全なデータの修正を自動的に行う処理です。
それぞれのチェックを行うタイミングは次のとおりです。

［１］課チェック
部課の登録・変更を行なったあと。

［２］転送用役職チェック
役職コードの変更や削除を行なったあと。

［３］社員情報チェック１
部門情報の、部門名、課名、主給与体系コードを変更したとき。
（これを行なうと、変更後の部門名、課名、主給与体系コードが社員情報に反映されます。）

［４］社員情報チェック2
給与体系の、手当や控除の内容（種類や名称、固定変動区分等）を変更したとき、勤務体系名を変更したとき。
（これを行なうと、変更後の給与体系名や手当や控除の情報、勤務体系名が社員情報に反映されます。）

［５］社員情報チェック3
介護保険区分（「該当する」「該当しない」）の不正をチェックし、正しく直します。
基準となる給与月を入力します。 普段は使用しません。

［６］社会保険チェック 随時。普段は使用しません。
［７］年調社員情報チェック

年調社員情報入力後、設定メニューの社員情報の氏名、住所１、住所２、被扶養者名１、２、役職コード、役職名、
を変更した場合。

［８］給与賞与チェック 随時。 普段は使用しません。

２．エラーチェックの手順
「その他」メニューから、「エラーチェック」を選択すると、エラーチェック画面が表示されます。それぞれのチェックボック
スをチェックして、「チェック開始ボタン」をクリックすると、それぞれのチェックを開始します。

「社員情報チェック１」には、部門コー
ドの範囲指定、「年調社員情報チェック」
には、給与体系コードの範囲指定、「年
調社員情報チェック」には、社員コード
の範囲指定ができます。開始・終了それ
ぞれのボタンをクリックして、レコード
一覧から選択するか、コード入力欄に直
接コードを入力してください。
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７．マスター削除
１．マスター削除とは
給与体系や、部門、役職、自由設定項目、住民税納付先、社員情報等のマスターの全件削除を行ないます。

一度削除したマスター，データは、削除前の状態に戻すことはできません。削除するときは、十分注意して行なってください。　削
除実行前に、給与データのバックアップコピーを必ずとってください。

１．その他メニューから、「マスター削除」を選択します。

各マスター・データの、現在登録件数が表示されます。
●給与体系：　登録されている給与体系をすべて削除します。ただし、１件でも、社員情報に登録されている給与体系が
ある場合、削除を実行できません。

●給与体系（手当控除のみ）：　登録されている給与体系の手当、控除をすべて削除します。
●勤務体系：　登録されている勤務体系をすべて削除します。ただし、１件でも、社員情報に登録されている勤務体系が
ある場合、削除を実行できません。

●部課：　登録されている部課をすべて削除します。ただし、１件でも、社員情報に登録されている部課系がある場合、
削除を実行できません。

●役職：　登録されている役職をすべて削除します。ただし、１件でも、社員情報に登録されている役職がある場合、削
除を実行できません。

●自由設定項目１～３：　登録されている自由設定項目１～３をすべて削除します。ただし、１件でも、社員情報に登録さ
れている自由設定項目１～３がある場合、削除を実行できません。

●住民税納付先：　登録されている住民税納付先をすべて削除します。ただし、１件でも、社員情報に登録されている住
民税納付先がある場合、削除を実行できません。

●銀行全件：　登録されている銀行をすべて削除します。ただし、１件でも、社員情報に登録されている銀行がある場合、
削除を実行できません。

●社員・年調データ：　登録されている社員履歴と、年調社員情報・源泉徴収票・源泉徴収簿をすべて削除します。ただ
し、給与・賞与データが入力されている状態では、削除を実行できません。

●社員・年調データ（社員手当・控除のみ）：　登録されている社員情報の手当・控除をすべて削除します。
●社員履歴：　登録されている社員履歴をすべて削除します。
●昇給データ：　「BIZTREK給与Perfect」のみ：登録されている昇給データをすべて削除します。
●仕訳転送情報：　登録されている仕訳転送情報（給与・賞与の勘定科目）をすべて削除します。
●郵便番号辞書：　登録されている郵便番号辞書を全件削除します。
※削除するマスターを選択し、「削除開始」ボタンをクリックすると、確認のメッセージが表示され、［OK］ボタンをクリックする
と、削除が始まります。



第８章- その他の処理

その他の処理 - VIII-24

８．給与データ一覧・削除
１．給与データ一覧・削除とは
入力済の給与データを確認したり、削除したりすることができます。前年以前のデータも参照できます。（２年目から）　
また、給与の支給月を間違えて入力してしまった場合、支給月の移動を行うことができます。

２．給与データ一覧・削除の手順
１．その他メニューから、「給与データ一覧・削除」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されます。

３．「検索開始」ボタンをクリックすると、該当データの一覧が表示されます。

●支給月
検索したい給与データの年月の範囲を指定します。
※年度は西暦で入力します。
※すべての給与データを検索したい時は、年月の範囲をすべて「0」と入力します。

●部門コード、給与体系コード、勤務体系コード、役職コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。 開始・終了それぞれのボタンをクリックして、レコード一覧から選択するか、コ
ード入力欄に直接コードを入力してください。

●□一括IMPORTデータ、□月別IMPORTデータ、□その他 のどれかをチェックします。
□一括IMPORT：「給与データ一覧・削除」の機能を使って検索したデータは、「一括EXPORT」（複数月、複数年にまたがった
データのEXPORT）することができます。この形式のデータは、「給与データ一覧削除」メニューの「一括IMPORT」で読み込む
ことができます。
□月別IMPORT：毎月の給与計算時のEXPORTは、必ず一ヶ月単位のEXPORTになるので、「月別EXPORT 」と呼ぶことができ
ます。「月別EXPORT 」の形式のデータを読み込むのは、「月別IMPORT」とよび、給与メニューの「勤怠データIMPORT」「給与
明細IMPORT」のメニューから行います。
□その他：IMPORTされた給与データでなく、給与明細入力画面から入力されたデータです。

ダブルクリックで
明細書確認画面
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●下記のように、ソート順の変更ができます。

●検索結果の一部のみ一覧表示させるには、先に選択対象を反転させて、プルダウンメニューから「選択のみ表示」を選択
します。元に戻すには、「全件表示」をクリックします。

※範囲指定方法→
Mac：shiftキーを押しながら選択開始行をクリック、またshiftキーを押しながら選択終了行をクリック。
Windows： shiftキーを押しながら選択開始行をクリック、またshiftキーを押しながら選択終了行をクリック。
※個別指定方法→
Mac：コマンドキーを押しながら選択行をクリックしていきます。
Windows： Ctrlキーを押しながら 選択行をクリックしていきます。

●削除内容：ポップアップメニューから、「金額のみ」「タイムカードのみ」「勤怠と金額」のどれかを選択します。

金額のみ：給与データの金額のみをクリアします。勤怠データだけ入力（またはIMPORT）済の状態になりますので、給与明
細入力画面を表示させるか、一括計算を行うことにより、金額の計算が行われます。

使用例）社員情報の基本給や固定手当の変更があったのを忘れて、給与計算してしまった。保険料の改定を忘れて給与計
算してしまった。勤怠データは正しいので消去したくない。このような場合、「金額のみ」削除を行います。
(1)その後、社員情報の基本給等の変更を行います。
(2)一括給与計算を行うか、一人ずつ給与明細入力画面を表示させ、給与計算を行います。

勤怠と金額：給与データ（勤怠・金額とも）を削除します。その後、該当月の給与入力を行うと、最新の社員情報、保険料率
に基づいて、給与計算が行われます。

使用例）社員情報の給与体系の変更があったのを忘れて、給与計算してしまった。このような場合は、「勤怠と金額」を削
除して、勤怠データから再入力を行います。

タイムカードのみ：タイムカードデータの削除を行います。

●削除実行ボタンをクリックすると、削除が行われます。
いったん削除したデータを復元することはできません。削除の作業は慎重に行い、あらかじめ給与データのバックアップコピーを行
ってください。

●一括EXPORT：表示中の給与データをEXPORTします。毎月の給与データEXPORTとの違いは、勤怠データと給与
明細データが一つになっていて、データの最後に「年度」と「月」が追加される点です。
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３．給与データの支給月移動

BIZTREK給与では、各月の給与データの扱いを支給月（実際に支給した月）を基準に行います。例えば、2月10日に給与を支給した
とすれば、（それが1月に勤務した分の給与だとしても）支給月は、2月として入力するのが正しい処理です。これを間違えて1月で入力
した場合等に、支給月を1月ずらすことができます。これが「支給月の移動」です。特別な処理です。必要な時以外には行わないでくだ
さい。実行前にはデータのコピーを必ずとってください。

１．「その他」メニューから、「給与データ一覧・削除」を選択し、次に、支給月の移動ボタンをクリックします。

２．現在（移動前） の支給月の範囲を指定し、「○１か月ずつ前にずらす」「○１か月ずつ後にずらす」のどちらかを選
択します。※安全のため、実行前に必ず給与データのバックアップコピーを行ってください。
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４．一括IMPORT
複数のデータファイルの給与データを一つにまとめる場合、「一括EXPORT」「一括IMPORT」を利用すると便利です。
※「一括EXPORT」：給与データ一覧削除メニューから給与データ検索後、「一括EXPORT」ボタンで行います。
毎月の給与データEXPORTとの違いは、勤怠データと給与明細データが一つになっていて、データの最後に「年度」
と「月」が追加される点です。

※「一括IMPORT」：「一括EXPORT」された給与データまたはそれと同じ項目順で保存されたデータを読み込み
ます。

１．「その他」メニューから、「給与データ一覧・削除」を選択し、次に、一括IMPORTボタンをクリックします。

２．画面が変わります。記載内容をよく読んで、「開始」ボタンをクリックします。次にIMPORTするデータファイルを
選択します。

３． IMPORTされた給与データの一覧が表示されます。
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９．賞与データ一覧・削除
１．賞与データ一覧・削除とは
入力済の賞与データを確認したり、削除したりすることができます。前年以前のデータも参照できます。（２年目から）　

２．賞与データ一覧・削除の手順
１．その他メニューから、「賞与データ一覧・削除」を選択します。
２．検索条件入力画面が表示されます。

３．「検索開始」ボタンをクリックすると、該当データの一覧が表示されます。

●支給回
検索したい賞与データの回の範囲を指定します。
※年度は西暦で入力します。
※すべての 賞与データを検索したい時は、年・回の範囲をすべて「0」と入力します。

●部門コード、役職コード、社員コード
それぞれ、範囲指定ができます。 開始・終了それぞれのボタンをクリックして、レコード一覧から選択するか、
コード入力欄に直接コードを入力してください。

●□一括IMPORTデータ、□回別IMPORTデータ、□その他　　のどれかをチェックします。　※最初すべてにチェックが入
っています。
□一括IMPORT：「賞与データ一覧・削除」の機能を使って検索したデータは、「一括EXPORT」（複数回、複数年にまたが
ったデータのEXPORT）することができます。この形式のデータは、「賞与データ一覧削除」メニューの「一括IMPORT」で
読み込むことができます。
□回別IMPORT：毎回の賞与計算時のEXPORTは、必ず支給回単位のEXPORTになるので、「回別EXPORT 」と呼ぶことが
できます。「回別EXPORT 」の形式のデータを読み込むのは、「回別IMPORT」とよび、賞与メニューの「賞与データIMPORT」
のメニューから行います。
□その他：IMPORTされた賞与データでなく、賞与明細入力画面から入力されたデータです。

ダブルクリックで
明細書確認画面
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●下記のように、ソート順の変更ができます。

●検索結果の一部のみ一覧表示させるには、先に選択対象を反転させて、プルダウンメニューから「選択のみ表示」を選択
します。元に戻すには、「全件表示」をクリックします。

※範囲指定方法→
Mac：shiftキーを押しながら選択開始行をクリック、またshiftキーを押しながら選択終了行をクリック。
Windows： shiftキーを押しながら選択開始行をクリック、またshiftキーを押しながら選択終了行をクリック。
※個別指定方法→
Mac：コマンドキーを押しながら選択行をクリックしていきます。
Windows： Ctrlキーを押しながら 選択行をクリックしていきます。

●削除内容：ポップアップメニューから、「金額のみ」「タイムカードのみ」「勤怠と金額」のどれかを選択します。

金額のみ：給与データの金額のみをクリアします。勤怠データだけ入力（またはIMPORT）済の状態になりますので、給与明
細入力画面を表示させるか、一括計算を行うことにより、金額の計算が行われます。

使用例）社員情報の基本給や固定手当の変更があったのを忘れて、給与計算してしまった。保険料の改定を忘れて給与計
算してしまった。勤怠データは正しいので消去したくない。このような場合、「金額のみ」削除を行います。
(1)その後、社員情報の基本給等の変更を行います。
(2)一括給与計算を行うか、一人ずつ給与明細入力画面を表示させ、給与計算を行います。

勤怠と金額：給与データ（勤怠・金額とも）を削除します。その後、該当月の給与入力を行うと、最新の社員情報、保険料率
に基づいて、給与計算が行われます。

使用例）社員情報の給与体系の変更があったのを忘れて、給与計算してしまった。このような場合は、「勤怠と金額」を削
除して、勤怠データから再入力を行います。

タイムカードのみ：タイムカードデータの削除を行います。

●削除実行ボタンをクリックすると、削除が行われます。
いったん削除したデータを復元することはできません。削除の作業は慎重に行い、あらかじめ給与データのバックアップコピーを行
ってください。

●一括EXPORT：表示中の賞与データをEXPORTします。回毎の賞与データEXPORTとの違いは、データの最後に
「年度」と「回」が追加される点です。

その他の処理 - VIII-29
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３．一括IMPORT
複数のデータファイルの賞与データを一つにまとめる場合、「一括EXPORT」「一括IMPORT」を利用すると便利です。
※「一括EXPORT」：賞与データ一覧削除メニューから賞与データ検索後、「一括EXPORT」ボタンで行います。
毎月の賞与データEXPORTとの違いは、データの最後に「年度」と「月」が追加される点です。

※「一括IMPORT」：「一括EXPORT」された賞与データまたはそれと同じ項目順で保存されたデータを読み込み
ます。

１．「その他」メニューから、「賞与データ一覧・削除」を選択し、次に、一括IMPORTボタンをクリックします。

２．画面が変わります。記載内容をよく読んで、「開始」ボタンをクリックします。次にIMPORTするデータファイルを
選択します。

３． IMPORTされた賞与データの一覧が表示されます。

その他の処理 - VIII-30
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10．源泉徴収簿削除
１．源泉徴収簿削除とは

源泉徴収簿データは、「年調」メニューの［年末調整計算］を行なうと、作成されます。年調計算後、入力ミスなどに気
がついて、訂正した場合、いったん「源泉徴収簿削除」を行い、再度、「年末調整計算」を行うことにより、再度、源泉徴収
簿データが作成されます。※年調再計算を行いたい時は、必ず、先に源泉徴収簿削除を行ってください。（源泉徴収簿が作成された状
態で、年末調整計算を行っても、再計算は行われません。）

２．源泉徴収簿削除の手順
１．その他メニューから、「源泉徴収簿削除」を選択します。検索条件を入力し、「検索開始」ボタンをクリックします。

２．源泉徴収簿の社員一覧が表示されます。

●部門コード、社員コード
それぞれ範囲指定できます。全員の場合は、
何も入力しません。

●全件削除
表示中の全ての源泉徴収簿データを削除します。

●選択社員だけ削除
選択された社員の源泉徴収簿データを削除します。下記の方法で、削除対象データを選択します。
【範囲指定方法】
＊Mac：shiftキーを押しながら選択開始行をクリック、またshiftキーを押しながら選択終了行をクリック。
＊Windows： shiftキーを押しながら選択開始行をクリック、またshiftキーを押しながら選択終了行をクリック。
【個別指定方法】
＊Mac：コマンドキーを押しながら選択行をクリックしていきます。
＊Windows： Ctrlキーを押しながら 選択行をクリックしていきます。
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11．年調データ削除
１．年調データ削除とは
社員の年末調整情報（配偶者・扶養者・本人・申告データ）および、源泉徴収票・源泉徴収簿をすべて削除します。
年調データ削除を行うと、年調社員情報で入力した内容、および、源泉徴収票データがすべて削除されます。
※年調再計算を行いたい時は、「年調データ削除」ではなく、「源泉徴収簿削除」を行ってください。　　　　

２．年調データ削除の手順
１．その他メニューから「年調データ削除」を選択します。検索条件を入力し、「検索開始」ボタンをクリックします。

２．年調データの社員一覧が表示されます。

●部門コード、社員コード
それぞれ範囲してできます。全員の
場合は、何も入力しません。

●対象年
前年度や、前年度以前の年度も検索
でき、検索後、源泉徴収票を印刷す
ることも可能です。

●全件削除
表示中の全ての年調データを削除します。

●選択社員だけ削除
選択された社員の年調データを削除します。下記の方法で、削除対象データを選択します。
【範囲指定方法】
＊Mac：shiftキーを押しながら選択開始行をクリック、またshiftキーを押しながら選択終了行をクリック。
＊Windows： shiftキーを押しながら選択開始行をクリック、またshiftキーを押しながら選択終了行をクリック。

【個別指定方法】
＊Mac：コマンドキーを押しながら選択行をクリックしていきます。
＊Windows： Ctrlキーを押しながら 選択行をクリックしていきます。
過去年の源泉徴収票印刷
一覧からダブルクリック　→　年調社員情報画面　→　源泉徴収票ボタン　→　源泉徴収票画面　→　印刷ボタン
の手順で、過去年の源泉徴収票の印刷ができます。
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１２．所得税月額表
１．所得税月額表とは
税務署から送られてくる「給与所得の源泉徴収税額表（月額表・・・所得税法別表第二）と同じ内容のデータが、BIZTREK給
与のデータの中に保存されています。社員情報の税区分で『月額表甲欄』か、『乙欄』を選択した場合は、この表が使用されま
す。（この表の範囲外の場合は、プログラムで計算しています。）　将来税制改正により、月額表が変った場合は、(年間メンテ
ナンスサポート制度にご加入いただいているお客様に)弊社より新しい月額表をご提供いたします。このような場合「IMPORT」
ボタンで、新しい月額表を読み込むことができます。

甲欄の場合、「月額表甲欄」と「計算機甲欄」の２種類あります。「月額表甲欄」は手計算用で、月額表を参照して税額を求めるもの
です。「計算機甲欄」はコンピュータ用で、計算式に基づいて税額を計算します。BIZTREK給与では、この両方に対応しています。
(社員情報の「税区分」でどちらか選択します。)「月額表甲欄」と「計算機甲欄」とでは、税額には、数十円程の誤差が生じますが、
間違いではありません。これは年末調整のとき、調整され、年税額は最終的にどちらも同額になります。

２．所得税月額表
１．その他メニューから「所得税月額表」を選択します。

●月額表のインポート
※フォイル形式は「sylk」「csv」「text」に対応しています。「設定」メニュー　→　「環境設定」で元データのファイル形式
を選択しておいてください。

「IMPORT」ボタンをクリックすると、確認の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックして、次に、「月額表」
の読込み元データファイルを選択して開きます。

購入時は、最新の「所得税月額表」が保存されていますので、IMPORTの必要はありません。
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１３．賞与税額算出率の表
１．賞与税額算出率の表とは
税務署から送られてくる「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表（所得税法別表第四）」と同じ内容のデータが、BIZTREK
給与のデータの中に保存されています。将来税制改正により、表が変った場合は、(年間メンテナンスサポート制度にご加入い
ただいているお客様に)弊社より新しい表をご提供いたします。このような場合「IMPORT」ボタンで、新しい表を読み込むこ
とができます。

賞与の税率は、前月の給与の課税対象額をもとに、この表を参照して決定されます。

２．賞与税額算出率の表
１．その他メニューから、「賞与税額算出率の表」を選択します。

●賞与税額算出率の表のインポート
※フォイル形式は「sylk」「csv」「text」に対応しています。「設定」メニュー　→　「環境設定」で元データのファイル形
式を選択しておいてください。

「IMPORT」ボタンをクリックすると、確認の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックして、次に賞与税
額算出率の表の読込み元データファイルを選択して開きます。

購入時は、最新の「賞与税額算出率の表」が保存されていますので、IMPORTの必要はありません。
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１４．健康保険・厚生年金料額表
１．健康保険・厚生年金料額表とは
健康保険・厚生年金の料額表を表示したり、料額表の再計算やのインポート等を行います。
途中で料率が変わった場合、新料率を入力し、料額表の再計算を行うことにより、料額表が新しくなり、また、新しい保険料
を社員情報に書き込むことができます。また、表の等級そのものが変更になった場合は、(年間メンテナンスサポート制度にご
加入いただいているお客様に)当社から新しい料額表を提供いたしますので、インポートしてご使用ください。

※厚生年金基金に加入している事業所は、導入時に、厚生年金保険料率の変更と、厚生年金基金保険料率が必要です。　
※協会けんぽの健康保険料率は、各協会けんぽによって異なります。基本のデータでは兵庫県の率が設定されていますので、導入時、所
轄の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率をご確認の上、入力してください。

２．健康保険・厚生年金料額表
１．その他メニューから、「健保・厚生年金料額表」を選択します。

●購入時は、最新の表(健康保険料率は兵庫県の率※)が保存されています。

※協会けんぽの健康保険料率は、各協会けんぽによって異なります。基本のデータでは兵庫県の率が設定されていますの
で、導入時、所轄の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率をご確認の上、入力してください。
※厚生年金基金に加入している事業所は、導入時に、厚生年金保険料率の変更と、厚生年金基金保険料率の設定が必要で
す。

○導入後、法改正により、健康保険料率・介護保険料率・厚生年金保険料率が変更になった場合、ご通知いたしますので、
手順に従って作業を行ってください。
○「健康保険・厚生年金料額表」の等級体系が変更になった場合は、新しい表データを当社よりご提供いたしますので、
「IMPORT」ボタンをクリックして、ファイルを読み込んでください。

厚生年金基金に加入している場合：
導入時、基本のデータでは料率が０
になっていますので、保険料率を入
力後、「保険料再計算」ボタンをク
リックします。

厚生年金基金に加入している場合:
導入時、厚生年金の率を変更後、「保険
料再計算」ボタンをクリックし、表を更
新します。
厚生年金基金に加入していない場合:
導入時は、最新の率が設定されているの
で、変更の必要はありません。

上段：介護保険に該当しない人の健康保険料率。
下段：介護保険に該当する人の、介護保険料を含んだ健康保険料率。

※健康保険料率は各協会けんぽによって異なります。基本のデータでは、兵庫県の率が設定されていますので、必ず所轄
の協会けんぽの料率をご確認いただき、入力してください。

導入時

導入時

導入時
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◎3月1日(4月納付分)より、協会けんぽ（全国健康保険協会管掌健康保険）の健康保険料率・介
護保険料率が改定される場合の作業を例にあげて、説明します。
【１】 「健保/厚生年金料額表」の再計算と、社員への適用

●作業時期　・・・・　３月の給与計算の後、４月の給与計算の前

通常、3月分の保険料は4月支給分給与から控除しますので、給与計算上で実際にこれらの改定を行う時期は、4月にな
ります。３月の給与計算後、４月の給与計算の前に、料額表の再計算と社員への適用処理を行って下さい。(例外的に、
3月分の保険料を3月支給分給与から控除している会社の場合は、２月の給与計算後、3月の給与計算の前に行って下さ
い。)

（１）　給与データのバックアップコピー（複製）
作業中のトラブルに備え、作業前に給与データのバックアップコピーをとってください。

（２）　新料率の入力
画面上部の健康保険の「一般」(上段)と「介護保険該当」(下段)の料率をそれぞれ変更します。
（料率は各都道府県によって異なります。）

※［介護保険該当者の率］＝［一般の健康保険料率］＋［介護保険料率］
＊料額表の端数について＊
この表の保険料は、被保険者負担分です。被保険者負担分に円未満の端数がある場合は、
「事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の
場合は切り捨てし、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。」（協会けんぽ）となっ
ています。

（３）　新料率の再計算

「保険料再計算」ボタンをクリックしますと、新しい料率に基づいた保険料額表に書き変わります。
「賞与の保険料にも給与と同じ率を設定しますか」のメーセージが表示されましたら「はい」をクリックします。

（４）　社員への適用

（５）処理がすみましたら、「終了」します。

【２】 ３月に賞与の支給がある場合
３月の賞与計算の前に、「賞与基本情報」から、給与体系別に、保険料率の変更を行います。
※給与の保険料は、通常、3月分は4月支給分給与から控除しますが、賞与の保険料は当月分から控除するので、料率改定の月に賞与
支給がある場合、賞与計算の前に賞与の保険料率の変更を行う必要があります。

（１）「賞与」メニューから、「賞与基本情報」を選択します。
（２）次に、「2.給与体系別項目登録」を選び、登録へ　ボタンをクリックします。

※　←スタンダード版では、「2.賞与ユーザー設定項目登録」を選び、４）へ進みます。

健康保険料・介護保険料率が変更になった時の作業

選択画面で、上の方のラジオボタン（社員情報に登録されている
等級を元に、料額表の標準報酬月額、保険料を適用する）をクリ
ックして、「適用」ボタンをクリックします。
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その他の処理 - VIII-37

（３）給与体系一覧から給与体系を一件ずつダブルクリックします。

（４）健康保険料率の、「一般」と「介護保険該当者」欄の率をそれぞれ変更します。

（５）登録ボタン　をクリックします。

※スタンダード版では、２）の画面に戻るので、そのまま終了します。

（６）一覧画面に戻るので、他の給与体系も全部同じように確認します。　全部確認し終えたら、終了します。
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１５．雇用保険料額表
１．雇用保険料額表とは
雇用保険料率を確認・変更します。料率が変更になった場合は、手入力で変更します。

２．雇用保険料額表
その他メニューから、「雇用保険料額表」を選択します。

●料額表の範囲外の保険料率．
Ａ欄、Ｂ欄それぞれに被保険者負担の保険料率を入力します。
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